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令和元年第５回ニセコ町議会定例会 第２号 

 

令和元年６月２１日（金曜日） 

 

〇議事日程 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 諸般の報告 

  ３ 陳情第 １号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書提出を求める陳情 

           （産業建設常任委員会報告） 

  ４ 一般質問 

  ５ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  ６ 議案第 ５号 ニセコ町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

  ７ 議案第 ６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画書の一部変更について 

  ８ 議案第 ７号 非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正す 

           る条例 

  ９ 議案第 ８号 ニセコ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

           例の一部を改正する条例 

 １０ 議案第 ９号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算 

 １１ 議案第１０号 請負契約の締結について 

           （ニセコ町役場新庁舎建設工事（建築主体工事）） 

 １２ 議案第１１号 請負契約の締結について 

           （ニセコ町役場新庁舎建設工事（電気設備工事）） 

 １３ 議案第１２号 請負契約の締結について 

           （ニセコ町役場新庁舎建設工事（機械設備工事）） 

 １４ 議案第１３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 １５ 議案第１４号 ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例 

 １６ 議案第１５号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算 

 １７ 意見案第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

           （ニセコ町議会議員 篠原正男議員 外４名） 

 １８ 議員派遣の件について 

 １９ 閉会中の継続調査の申し出について 

    （議会運営委員会） 

 ２０ 閉会中の継続審査の申し出について 

    （産業建設常任委員会） 

 ２１ 意見案第２号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書 

           （ニセコ町議会議員 木下裕三議員 外４名） 
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開議 午前１０時００分 

      ◎開議の宣告 

〇議長（猪狩一郎君） ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

      ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において３番、高瀨浩樹君、４番、榊原

龍弥君を指名します。 

 

      ◎日程第２ 諸般の報告 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第121条第１項の規定により、説明のため出席した者は、町長、片山健也君、副町長、

林知己君、会計管理者、加藤紀孝君、総務課長、阿部信幸君、防災専門官、青田康二郎君、企画環

境課長、山本契太君、企画環境課参事、柏木邦子君、税務課長、芳賀善範君、町民生活課長、中村

正人君、保健福祉課長、桜井幸則君、農政課長、中川博視君、国営農地再編推進室長、石山智君、

商工観光課長、福村一広君、商工観光課参事、高橋葉子君、建設課長、高瀬達矢君、建設課参事、

黒瀧敏雄君、上下水道課長、石山康行君、総務係長、馬渕淳君、財政係長、島﨑貴義君、教育長、

菊地博君、学校教育課長、前原功治君、町民学習課長、佐藤寛樹君、学校給食センター長、富永匡

君、幼児センター長、酒井葉子君、農業委員会会長、荒木隆志君、農業委員会事務局長、山口丈夫

君、以上の諸君です。 

 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

      ◎日程第３ 陳情第１号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第３、陳情第１号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意

見書提出を求める陳情の件を議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 木下産業建設常任委員長。 

〇産業建設常任委員長（木下裕三君） おはようございます。去る６月14日の本会議において当委

員会に付託されました陳情第１号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書提出を求

める陳情は、６月14日、全委員出席のもとに産業建設常任委員会を開催し、慎重審議した結果、そ

の願意を妥当と認め、別紙報告書のとおり採択すべきものと決しましたので、ご報告いたします。 

 よろしくご審議お願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 報告が終わりました。 

 これより陳情第１号の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより陳情第１号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書提出を求める陳情の

件を採決します。 

 本件は、委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり採択することに決しました。 

 

      ◎日程第４ 一般質問 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第４、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 高木直良君。 

〇８番（高木直良君） おはようございます。８番、高木です。今回新しく町議となることになり

ました。私は、議員活動の基本を日本国憲法とニセコ町まちづくり基本条例に置いていくことをお

約束してまいりました。このお約束に基づき、町政の諸課題の解決、町民生活の向上に向け、一般

質問を行いたいと思います。通告に従って、４件質問いたします。 

 第１件目であります。ニセコエクスプレス収蔵問題における情報共有と町民意見の尊重について。

５月27日、ニセコエクスプレス号の車両をニセコ町の歴史的遺産として購入するためクラウドファ

ンディングにより資金公募していた事業は、支援者500人から目標額を超えて1,000万円余を達成し

ました。実は私も、締め切り直前でありますけれども、達成困難かと思われる状況を見まして、こ

のプロジェクトを支援いたしました。サイトに書かれている車両の技術的価値やニセコ地域とのつ

ながりに賛同いたしまして、解体されるというのは見過ごせないなと思ったからであります。しか

し、私はこのエクスプレス号の購入事業と設置場所に関する括弧つきの決定と公表のあり方には大

きな疑問を感じておりました。また、町民からも多くの疑問の声が出ています。 

 そこで、お尋ねいたします。クラウドファンディングの呼びかけ団体でありますニセコ鉄道文化

協会の組織の性格と有島記念館、町との関係はどのようなものでしょうか。とりわけこの事業推進
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に関しては、鉄道文化協会と町がどのように企画にかかわったのでしょうか。今後この車両は、ニ

セコ鉄道文化協会から町に寄贈され、町有財産ということになるのでしょうか。今年度の補正予算

の中に、民間から協会への寄附金があったということで、それを町が受けて協会へ補助金80万円と

いうことで組まれております。これらの関係についてご説明をいただきたいと思います。 

 ２番目に、収蔵場所については17日の全員協議会の場でニセコ駅付近との説明が行われ、当初発

表の有島記念館を変更することになりました。しかし、クラウドファンディングの企画でニセコエ

クスプレス号の車両を有島記念館に収蔵すると決定した過程がありますけれども、その過程につい

てお尋ねいたします。 

 ３番目に、この間の経緯は情報共有の原則を掲げるニセコ町まちづくり基本条例に反しており、

収蔵場所を有島記念館にしたことへの疑問があります。今後これまでの経過、活用方法､管理方法等

に関して多くの町民意見を聞く場を設けるべきと考えておりますけれども、いかがでしょうか。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 教育長。 

〇教育長（菊地 博君） おはようございます。よろしくお願いいたします。まず、ただいまの高

木議員のご質問に私のほうから初めにお答えをさせていただきます。１点目のニセコ町鉄道文化協

会の組織の性格、有島記念館や町との関係につきましてでありますが、ニセコ町鉄道文化協会は、

平成29年度、東京都在住の実業家、井門義博氏からニセコ町の鉄道遺産振興を目的に有島記念館の

指定寄附100万円をいただき、そのご意向を尊重し、鉄道遺産の振興や保全等を目的として発足いた

しました。有島記念館とのかかわりにつきましては、有島記念館設置条例第１条に、町の歴史に関

する資料を収集、保存、展示し、町民の利用に供するとあることから、有島記念館の役割として事

務局を担当しております。 

 ２点目のエクスプレスの車両を有島記念館に収蔵するとした過程につきましてでありますが、ニ

セコエクスプレスは29年間という長い間、札幌圏とニセコ地域を結ぶリゾート列車として大きな役

割を果たしてきましたが、平成29年11月に引退し、ことし解体される予定になっておりました。ニ

セコ町の観光振興に大きく貢献し、鉄道遺産として価値がある車両を保存することが町の活性化に

つながると考え、保存のための手法について検討してまいりました。冬期間の豪雪を考えると、保

存のための車庫等の必要性も検討いたしました。その結果、費用面を考慮し、第１目標として、先

頭部分を切断した上で屋根をつけた保存、第２目標として、１両全ての場合は管理面から車庫､屋根

等なしで有島記念館の敷地内で保存という案を立て、クラウドファンディングを実施いたしました。

クラウドファンディングでは多くの方にご賛同いただき、第２目標を達成いたしましたが、本来は

ニセコ町の鉄道遺産、簡易軌道真狩線狩太駅跡である転車台付近に保存することが理想とするとこ

ろであり、改めて同車両をＪＲニセコ駅付近にて保存する方向で現在検討を進めております。 

 ３点目の件でありますが、エクスプレスの収蔵につきましては文化遺産と収蔵品の保管事業執行

の一環として決定したことですので、まちづくり基本条例には反していないと考えておりますが、

事業を進める上で町民の皆様への説明に適時性、迅速性に欠けた点について反省点として捉えてい

るところです。今後に当たっては、まちづくり町民講座など適時に説明、報告の機会を設け、町民
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の皆様のご意見等を聞く場を設定することに留意してまいりたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） ニセコ町長、片山健也君。 

〇町長（片山健也君） おはようございます。今定例会もよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの高木議員のご質問にお答えいたします。ニセコエクスプレスの保存に関しましては、

ただいま教育長が答弁したとおりと私も理解をしております。今般の鉄道文化協会並びに教育委員

会の活動は、町としてもニセコ町観光の歴史の大きな１ページを担ってきた大変重要な遺産である

というふうに理解をしておりまして、引き続き支援をしてまいりたいと考えておりますので、ご理

解をお願い申し上げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 佐藤課長。 

〇町民学習課長（佐藤寛樹君） ご質問の中で車両の帰属についてのご質問と補助金の80万円の内

容についてあったと思いますけれども、帰属につきましてはＪＲ北海道との協議の中で、条件とし

まして車両の所有は自治体と、以降の保管等の関係で自治体という条件がございます。それで、今

回のクラウドファンディングで資金を集めて、それをもとに所有権は町に、資金のもとはクラウド

ファンディングの集め元の協会ということに流れがなります。最近では安平町さんの事例もそうい

うようなことで進めていまして、所有権は自治体、今回の部分の資金のもとは協会ということにな

ります。それと、今回補正予算で80万円計上させていただいていますけれども、これらにつきまし

ては親交を深めるということで、町内外の方に愛着と鉄道文化遺産についての理解を深めていただ

くということで、シンポジウムとか、あと啓発資材の借り上げとか、そういったことを計画してい

まして、親交拡大を図ってまいりたいというような内容になっていますので、よろしくお願いいた

します。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） ただいまご説明がありまして、特に私が大事だと思いますのは、前の質問

の３番目に申し上げましたニセコ町まちづくり基本条例との関係であります。今のお答えの中では、

反していないということと同時に説明が遅くなったというようなお話がありました。私の記憶では、

町民がこの事業のことを知ったのは報道です。２月の新聞報道が最初であったと思います。これら

について、マスコミの報道以前に本来であれば町民、特に有島にお住まいの方たちに対する説明な

どが先行していなければいけなかったというふうに思っております。 

 それで、行政報告、教育行政報告の中では５月の８日に有島地区住民向けの説明会がありました。

それから、町民向けには５月の16日の町民講座、ニセコエクスプレス収蔵計画についてということ

で「広報ニセコ」の５月号に掲載されておりました。私も含めてようやく町民の意見反映の場がこ

こでできるのだなということで思ったわけですけれども、実は開催日直前の新聞折り込み広告とい

うのがございまして、ここのタイトルは有島家とニセコ町、そして有島記念館の活動についてとい

うふうに、「広報ニセコ」に公表されたタイトルとは違っておりました。変更されておりました。

このこともちょっと違和感があるのですけれども、広報にはエクスプレスについての説明というふ

うにあったにもかかわらず講座名称が変わったということで、このことによって参加しようという
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人がもしかしたら減ったかもしれません。講座は私も参加いたしました。タイトルどおり、有島家

の話が中心で、その後有島記念館の博物館機能を含む４つの役割ということで説明がございまして、

博物館機能の一環としてのエクスプレス号の収蔵計画、これは記念館に収蔵するものとして、博物

館機能の役割の中に物を残すということで必然性があるという説明がありました。しかし、その場

で私も意見言いましたし、他の参加者の方からもご意見がありましたけれども、この収蔵場所につ

いては決定とするのではなくて、町民の意見を聞く場をぜひ設けてほしいという意見が出されまし

た。 

 私は、ニセコ町まちづくり基本条例は、事業そのものの評価というよりはその進め方、あり方、

これをうたっているものだというふうに思っております。全国に先駆けて実現して、このまちづく

り基本条例はできました。私もいろいろ当時の記録、あるいは10年後のシンポジウムだとか、いろ

いろな思いが、当時かかわった方の町長を初めとする今は中堅となっている職員の皆さんの思い、

そういうものが語られております。それを読ませていただきました。そこでは、基本条例そのもの

にうたわれております情報共有ということ、この条例の前文、それから最初の部分、１条、２条、

３条、そういうところで情報共有ということを非常に強調して、これが住民自治にとって極めて大

事であるということがうたわれているわけです。その意味からして、反しているのではないかとい

うふうに先ほど問いました。 

 ですから、この点について改めて、この条例にうたわれている情報を共有する、そして説明する

責任や参加の問題、意思決定の明確化、情報共有のための制度。そういうものが細かくこの基本条

例にはうたわれております。私は、改めてこの基本条例を生かす。10年記念の特集号というのあり

まして、そこのタイトルはニセコ町基本条例を生かすと書いてありました。私は、まさに生かすと

いうところが大事だというふうに思いますので、今回のエクスプレス号の収蔵問題を一つの大きな

きっかけといたしまして、改めて条例を生かすために努力をしていただきたいというふうに考えて

おります。その点について改めてお聞きしたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 教育長。 

〇教育長（菊地 博君） ただいまの高木議員の再質問にお答えをいたします。 

 これまでエクスプレスの収蔵に関しまして進めてきた過程において、今回のクラウドファンディ

ングを利用した資金調達等々、設置場所の計画につきまして確かに町民の皆様への説明がおくれた

ということは、先ほども申しましたとおりに迅速性に欠けた点についてはおわびしたいというふう

に考えております。本来であれば、計画を立てて、報道の前に説明すべきだったというふうに考え

ております。今後は、先ほども申しましたように、改めて設置場所等も本来の理想の姿を求めて考

えてまいりたいというふうに思っておりますので、その辺ある程度の構想が固まりつつある段階で

皆さんに説明をできる段階になりましたら、いち早くまたそういう皆様方からご意見聞く場等を設

けてまいりたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 今回のプロジェクトにより里帰りが実現した暁には、鉄道遺産としてはも

ちろん、博物館資料として保存し、同車はもとより、同車が活躍した山線の100年以上にもわたる歴
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史の語り部として、皆様からの思いとともに次世代へ継承してくれることを信じていますというふ

うに書かれていました。私は、これに非常に共感をいたします。ＪＲ北海道は、今みずから在来線

を存続の危機に追い込もうとしている。こういう状況の中で、私は特にこの言葉、かつてＪＲが頑

張って観光にも資するようにということでつくられたこの車両につきまして鉄路の一部に残すと、

今その案で進めておりますけれども、そのことについて非常に大きな価値があるというふうに考え

ます。今お話にありましたように、これまでの経過、それから今後の活用方法や管理方法について

改めて多くの町民からのご意見を聞く場、ぜひ設けていただきたいということをお願いしておりま

す。これは最後はお願いでありますけれども、よろしく意を受け取っていただきたいというふうに

思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 続けて、高木さん、次の質問お願いします。 

〇８番（高木直良君） ２つ目の質問に移ります。 

 開発規制強化の検討及び事業活動に伴う生活環境保持について。「広報ニセコ」６月号では、「景

観と水資源を守る～開発の行方」、これを特集しております。この中で都市計画審議会の会長は近

藤地区や有島地区の住宅建設の増加に触れまして、準都市計画区域外であっても規制が必要と発言

をされております。そして、私が受ける記事全体からの印象でありますけれども、近年の開発の波

が押し寄せていることへの対応策が必要という、その喚起をしている特集ではないかというふうに

受けとめました。2004年に景観条例、2009年に準都市計画区域が定められ、開発に関するルールが

運用されてきました。この特集号の図１には、平成20年から平成30年度の申請件数がグラフで表記

されておりますが、これに関連いたしまして、実際に建築した件数、申請ではなくて建築した件数

と開発面積の集計値、そのうち開発行為に該当する部分の件数と開発面積及びこれによって喪失し

たと思われる樹林面積の推計値ということで、もしわかれば。さらに、この開発が10年ちょっと続

いておりますが、全ての情報を総括的にプロットした、そういった図面があるかないか。それから、

景観協定、コミュニティー協定という言葉が出てまいりますけれども、これらの協定の締結がもし

あれば、締結の件数をお尋ねいたします。 

 ２番目に、私はある外国の不動産会社が現在開発中の町内の現場を見たことがございます。この

現場を見ますと、広報にも書いてあるのですけれども、こういう言葉がありまして、開発によって

景観が変わるだけではなく、雪捨て場の不足、渋滞など多くの生活問題が起こり得る状況と。これ

は、恐らく倶知安のひらふ坂の状況などを指して言っている心配事だと思うのです。ところが、こ

の現場ではそういう状況が生まれていると私は感じたわけですが、その意味から現行の規制、これ

をクリアして今開発が行われている場所だと思いますけれども、私が見た印象からは、現行の規制

がございますけれども、それをもっと強めなければ将来大変になっていくのではないかと感じまし

た。私は規制強化すべきと思いますが、どうお考えでしょうか。 

 それから、３番目として、同じ時期をとって平成20年から30年にかけて農地法第５条による農地

転用の件数と面積を伺います。 

 農林は規制が強く、開発の波を防いでいるわけですけれども、農業委員会の許可で農地転用が可

能となりまして、これは今この間ずっと別荘地や宅地がふえてきたというのもこの転用があったか
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らです。現在審査中の案件で、転用後に事業者がこれまでニセコにはなかった例えばドローンを飛

ばすと、飛行するというようなレジャー観光の場とする計画が出されております。この予定地に隣

接している住宅の住民たちは、このレジャー施設による住環境、自然環境の変化、悪影響に不安を

持ちまして、事業者や農業委員会に要望書を出すなどの行動をしております。このような場合の町

としての相談窓口が今ないのではないかというふうに思いますが、その必要性についてどう思われ

るでしょうか。 

 また、現在のニセコ町観光振興計画書、これは平成25年に改定になっておりますが、リゾート地

としての価値を向上させるとともに、ここに住むことの魅力を高めながら、地域の持続的な発展を

図り、来訪者と町民の双方が楽しめ、元気になる地域を目指しますとあります。先ほど説明した事

例、これと今の計画の文書を比較しますと、うたっていることから見て、新しいレジャー観光事業

というものに伴って近隣生活者への影響が非常に出てくるというふうに私は思うのですけれども、

適正に規制する制度というものをこの計画に沿って設けるべきと考えますけれども、いかがでしょ

うか。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） それでは、高木議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の準都市計画区域内での実績につきましては、建築が完成した件数は92件でございます。

この建築に伴う開発面積を集計したデータというものはございません。計画区域内における開発行

為、これは通常3,000平米以上の申請件数は８件で、開発予定面積は94ヘクタールとなっております。

なお、変更に伴う申請件数等は含まれてございません。この開発行為に伴う喪失樹林面積は、把握

できず、不明でございますが、北海道に提出されている林地開発に伴う林地外の転用面積、これに

つきましては過去10年間で約５ヘクタールとなっております。これらの建築、開発行為及び喪失樹

林箇所を総括した図面やデータというものはございません。また、ニセコ町景観条例に基づく景観

協定、コミュニティー協定の実績というのは現在のところないという状況でございます。 

 次に、２点目の開発に対する規制強化の検討という点につきましては、現在のニセコ町準都市計

画区域内における開発については、高さ制限15メートル以下や用途制限、3,000平方メートル以上の

開発行為の手続など、適正な規制が行われてきているものと認識しておりますが、先日、これは６

月13日に開催された都市計画審議会において、都市計画区域外の規制も検討する必要があるのでは

ないかとの意見も出され、意見交換が行われたという報告を受けております。規制に当たっては、

民法上の財産権との調整という難しい課題もあり、慎重に検討を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、３点目の農地転用の件数でございますが、農業委員会からの報告によりますと18件で面積

が2.57ヘクタールとなっているということでございます。 

 次に、４点目の相談窓口の関係でありますが、農地転用につきましては独立行政機関である農業

委員会において判断すべきものというふうに考えております。しかしながら、地域の生活環境を含

めて環境悪化につながらないよう、情報共有を図りながら、関係法令等に基づき適正に対応したい

というふうに考えております。 
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 次に、５点目の観光事業などに伴う規制制度を設けるべきではないかというご質問でありますが、

今後も引き続き現行の景観条例、準都市計画、国定公園法及び関係法令、地下水保全条例等の法令

に基づきまして適正な開発誘導に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願

いを申し上げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） データに関する件では、今お答えの中でデータがない、あるいはそういう

集計した図面などはないというお話でありましたけれども、１件１件、準都市計画なり景観条例で

規制がされて、それをクリアしたものだけが実際に開発、建築に着手できるというのが今の流れで

あります。しかし、私が思いますのは、これがつながっていくと、いずれ今以上にこの流れが強く

なれば今以上に。今お答えがなかった。あるいは、道の推計というのはありますけれども、例えば

樹林地がかなり消えていくという状況を目にするのです。私は、実は現場の写真を撮ってみたので

すけれども、状況は町なかの建築あるいはひらふ坂における建築の状況とほとんど変わらない状況

が生まれている。今開発行為においては３％は存置するというか、そこに自然に生えていた樹木は

残すと、プラス７％を緑地にするというのが規制の内容です。これは１件ごとにクリアすると。で

も、それがつながっていった場合どうなるかいうと、今まであった自然林のほとんどが消えてしま

う。９割以上消えてしまうという状況です。ある現場を車で通りかかると、そういう場所が見受け

られるのです。 

 ですから、私は今の準都市計画ももちろん役割を果たしていると思いますし、今後も果たすとは

思いますけれども、それに加えましてもう少し、例えば３％というのがそれでいいのかどうか、あ

るいはこのエリアについての総量規制というものを導入すべく検討をする時期ではないかというこ

となど、それから審議会でもお話が出たように、今の規制区域以外にも例えば市街地においても用

途地域という都市計画区域を設けるとか、そのような新たな考え方を取り入れなければいけない、

そういう時期にもう来ているのではないかというふうに考えます。今町としてはＳＤＧｓというも

のを町政の基本に大きく掲げるということになっておりますが、私は自然環境の持続性ということ

からいえば、確かに先進的につくった準都市計画区域、景観条例というものの役割認めますけれど

も、もう少しさらに進んで、今の状況に合った規制のあり方というのを検討する。まず検討です。

それが必要ではないかというふうに思います。 

 それから、もう一つ、農地の転用にかかわる話でありますけれども、確かに農業委員会が転用に

ついては審査を厳正に行うという役割を負っていますから、ただしその範囲というのはどうしても

農地転用という部分だけで、その後の利用のあり方。私が紹介した事例は、宅地にするのではなく

てレジャー施設、レジャーをする場所にすると。大きく言えば観光の事業にするということになり

まして、先ほど紹介しましたように、今のニセコの計画からいいますと住む人にとっても、それか

ら訪れる人にとっても落ちついた自然を楽しみながら観光してもらうというのが基本になっている

と思いますので、今事業者が掲げているレジャーのあり方というのは、今までにないドローンを飛

ばすとか、飛ばすだけではないのです。競技をするというのがクラウドファンディングには書いて

あります。それから、ラジコンヘリの競技を行うとか、そういうことなどもうたっているわけです。
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そういう事業者の方が行うレジャー観光事業、これに対応するものは新たに視野に入れて計画をつ

くっていく。 

 それから、相談窓口です。住民の方たちが非常に心配に思っている。今までの生活環境に大きな

悪影響が出てくるのではないかという心配事に答える、そういう行政の窓口も絶対的に必要だとい

うふうに考えておりますが、改めて所見を伺いたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） まず１点、農業委員会の関係につきましては、よく私のところにも農地の

転用に関してお客さんが来られる場合があります。その場合におきましては、農業委員会が独立し

て、町長の権限が及ばないということによって担保されているところでありますので、私は一切コ

メントすることはありません。また、農業委員会に対してこれをやってくれとか、あれをやってく

れということはこれまでもありませんし、今後もそういうことはする考えはないということを明確

にお伝えをしているところであります。 

 しかし、我が町は2001年、環境基本計画をつくる。２年半にわたり当時相当な議論を行いました

が、とにかく乱開発防止しようと、イメージとしてはですよ。皆さんの議論の中でも、目先のお金

ではなくて、やっぱり将来の住民生活、景観と環境を守る町にしようということで、水環境を守る。

「水を守ることは」という物語をつくって、環境基本計画をつくり、そして環境基本条例をつくり、

そしてあわせて景観条例、割と厳しい景観条例をつくらせていただいたところであります。今高木

議員が総合的におっしゃった規制の強化を含めた総量規制の検討すべきでないかというのは、私も

同様の危機感を現在持っているところであります。ただ、これまで最高裁判例を見ても、景観条例

で市町村で決めたものが負けているという事例もありますので、そこは財産権との関係を慎重に調

整しながら、どの程度の規制ができるか、それはまた議論を重ねていきたいと、このように考えて

おります。 

 また、ドローンとかラジコンヘリとかという具体的なものが出ておりましたが、空に関しても今

のところ航空法による以外は規制がないという状況でありますので、特にニセコ山系を我々有して

おりますので、ニセコ観光圏のほうでも一回議論をして、全体的なそういったものを規制できるか

どうか。それが無理であれば、町単独でもこの地域においてはドローンについてはこういうことと

いうことで、住民の暮らしや生活を守ると、それを第一優先にして今後とも対応してまいりたいと

いうように考えております。 

 また、これまで国から指定を受けました環境モデル都市、そしてＳＤＧｓ未来都市、これは全て

持続する環境社会を私たちつくっていこうということが前提で動いているものでありますので、そ

の基本姿勢を大事にしながら今後ともまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。 

 また、１点だけ、林地につきましてもご意見ございました。国定公園地域でも私ども知らない中

で林地が広範囲に切られているという実態も幾つか見ております。ただ、それを確認したところ、

振興局であるとか、そういった林業の許可を得て伐採されているということで、なかなかそれらに

ついて町の意見というのは申す場が今のところないので、それらについても関係機関に対して自治

体のそういった意見を聞いたり、あるいは計画のすり合わせを行うということを今後ともお願いを



 - 85 - 

してまいりたい、このように考えております。 

 あと、さまざまな心配事に答える相談窓口につきましては、実は先般も住民の皆さんが夜来庁い

ただきまして、いろいろ意見交換させていただきました。町でできることについては、環境悪化に

ならないように、そこはしっかり対応させていただきたいということで、個別具体があれば真摯に

対応してまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 今お答えがございましたけれども、関係の法令とか、あるいは上部団体、

そういったところとの協議などが必要かと思います。一方的に町だけがやるということもできない

かもしれませんが、私は少なくとも研究をすると、いろんな事例、全国の事例を研究するとか、あ

るいはさまざまな関係法令について、それとすり合わせができるかできないのか、そういった研究

についてはぜひすべきだというふうに考えます。 

 また、農地転用に関しましては、これは農業委員会の所管であり、独自の権限によって行われる

ということは承知しております。ただ、５条の転用にかかわる許可申請書、この中の注がございま

して、注といいますか、必要事項の項目が書かれておりまして、その６番目には転用することによ

って付近の土地、作物、家畜等に及ぼす被害の防除施設の概要と、そういうことが心配される場合

はそういう対策をとる。この内容についても添付するということになっております。私は、これは

広く読めば、土地、作物、家畜等になっておりますけれども、ここに近隣住民というのが入るべき

だと思うのです。家畜等の中には近隣住民を入れて読み込んでもいいのかなというふうに思いまし

た。 

 いずれにしましても、今後こういった新しいレジャーが進出するということもあり得ます。そう

いう意味では、それに対応した町としての対応、少なくとも相談窓口はしっかりしていただきたい

ということを再度述べまして質問にかえさせていただきます。 

〇議長（猪狩一郎君） 次の質問お願いします。 

〇８番（高木直良君） ３件目であります。高齢者住宅の建設計画とモデル地区集合住宅建設計画

の関係について。平成24年の３月定例会で青羽議員が、それから27年の９月定例会では篠原議員が

一般質問で高齢者住宅やサービスつき高齢者住宅に関しての質問をされております。私は、平成29年

度、2017年度に策定されたニセコ町住生活基本計画、これに沿って質問をさせていただきます。住

生活基本計画の根拠になっているのは、2006年度、平成18年度に国が定めた住生活基本法にござい

ます。ここでは、全ての人が健康で文化的な生活を送ることができるよう、住宅から派生する住居

サービス全体に着目すると。つまり戸数を賄うということから質のところに着目する。住居サービ

ス全体に着目したということについて私は評価しております。 

 ニセコ町住生活基本計画においては、ニセコに住みたい、住み続けたい人がゆとりを持って暮ら

せる持続可能な住生活の実現に向けてということで計画が書かれておりまして、決めるに際しまし

ては住民あるいは事業者、さらには建築、住宅にかかわる従事者などからもアンケートをとってお

ります。それから、町のその他の計画などいろいろ総合的に検討して、新たな住宅政策の方向性と

いうのを取り上げてできた計画であります。非常に全体を網羅した総合的な計画であるというふう
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に評価いたします。そこで、この住生活基本計画における高齢者向け公営住宅の整備、これの具体

化として本年度予算化されておりますのが新たな町営住宅を整備する基本計画の発注であります。

委託発注です。一方、ＳＤＧｓニセコ生活モデル地区事業においては、事業構想がありまして、そ

の主な施策内容の中には町全体で高齢者転住や混住シミュレーションということをうたっておりま

す。 

 そこで、この高齢者公営住宅とモデル地区の共同住宅建設との関連性について伺います。 

 ２番目に、町営住宅居住の高齢者世帯のうち、何世帯が今現在ミスマッチということになってい

るのか。平成24年の議会でのやりとりの中では71戸とされております。新たな基本計画において、

高齢者公営住宅は全体で何世帯分を予定しているのでしょうか。 

 ３番目に、本年度の町政執行方針にありますサービスつき高齢者住宅は、これは文章を読む限り

では公営で建設すると理解しておりますけれども、それでよろしいか。そして、何世帯分を想定し

ているか。 

 ４番目に、モデル地区共同住宅の入居者を150人と推定するということがこれまでの文書に書かれ

ておりまして、これは150人の高齢者の住みかえを想定したというふうに解釈してよろしいかどうか

伺います。 

 それから、５番目に、ミスマッチあるいは生活不安などを解消するための住みかえ促進と、その

ためには専門の組織、人材が必要であると思いますが、いかがでしょうか。そして、これらの業務

にかかわる業務量というのはどの程度を考えていらっしゃるか。実は、先ほど申し上げました住生

活基本計画のまとめの中の34ページのところでは、ミスマッチ解消のため個別に対応し、これまで

３件の移転を実施というふうに書いてあります。これは、先ほど紹介しました79件のミスマッチか

ら見て移転というふうに成立したのは３件というふうに読めるのですけれども、それでよろしいか

どうか。これらにかかわって担当された方はご苦労があったと思うのですけれども、業務量という

ものをどの程度見込んでいるかをお聞きします。 

 それから、６番目には、長寿命化計画がありまして、この長寿命化のために改善工事が年次ごと

に行われてまいりますけれども、その場合階段の手すりを利用した、よく家庭で高齢者で歩くのが

不自由、腰が痛いという方のための椅子式昇降機というものがありますけれども、これを例えば改

修、改良のときに設置するということは検討できないでしょうか。 

 以上であります。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） それでは、ただいまの質問にお答え申し上げます。 

 住宅建設に関してまず１点目でありますが、高齢者公営住宅とモデル地区の共同住宅の関連性で

すが、新たな団地の整備につきましては、現在町営住宅に入居している方のミスマッチ対策として、

３ＬＤＫ及び３階以上にお住まいの単身高齢者と狭い居室、65平米以下に５人以上でお住まいの子

育て世代に対する町営の福祉住宅という形で整備をする方針でございます。モデル地区での共同住

宅は、省エネ性能の高い集合住宅を整備することとし、民間投資による住宅と町営住宅の混合した

団地になることも想定をして計画をしているところでありまして、どちらにいたしましても連携し
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て計画を進めていく所存でございます。 

 次に、２点目のミスマッチ対象者でございますが、65平方メートル以上の３ＬＤＫにお住まいの

単身高齢者が現在26世帯、３階以上、これは１階が車庫という場合もありますが、３階以上にお住

まいの単身高齢者が６世帯、合わせて32世帯がミスマッチ対象ということで考えてございます。基

本計画における世帯数につきましては、土地利用計画や居住面積など、計画策定委員会を設置し、

多くの方のご意見をいただきながら整備計画をまとめたいと考えております。整備する戸数につい

ては、今後検討委員会で検討してまいるという考えでございます。 

 ３点目に質問されましたサービスつき高齢者住宅は、現在のところ町で建設する予定でございま

す。ただ、もし民間からのよい提案などあれば、官民連携など、そこは柔軟に対応していきたいと

いうふうに考えているところでございます。世帯数は、先ほど答弁したとおり、今後の基本計画策

定の中で整備世帯数というものを決めてまいりたいと考えております。 

 ４点目のモデル地区の入居者数につきましては、子育て世帯から高齢者までの入居を幅広く想定

したものというふうに考えております。 

 次に、５点目の住みかえ促進のための専門組織と人材でございますが、現行の町営住宅入居者選

考委員会や福祉関係者などと協議をしながら、ミスマッチ解消に努めていきたいというふうに考え

ており、このための新たな組織というのは現在考えておりません。また、業務量につきましては、

かなり大きいというふうに思っていますが、できるだけ民間の皆さんのお力、事業者の皆さんのお

力や協力を得ながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 ６点目の椅子式昇降機の設置でございますが、住宅環境の改善策として有効であるというふうに

考えておりますが、安全性の確保、運用方法や設置に係る経費というのも大変多額になるなど課題

も多いことから、当面は１階への住みかえ誘導策というのを検討して進めてまいりたいというよう

に考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高瀬課長。 

〇建設課長（高瀬達矢君） ただいまの高木議員のご質問にちょっと補足させていただきますが、

先ほど平成二十何年でしたか、79戸のミスマッチというようなことで、今回32世帯ということで結

構数に隔たりがあると思いますが、恐らく当時のものについては２ＬＤＫ、３ＬＤＫにお住まいの

単身世帯、直近で調べましたところ、２ＬＤＫに単身で35人、３ＬＤＫが46人で81名、単身である

程度の部屋に住んでいる方がいらっしゃるということでございます。今回町長から答弁させていた

だいたのは、一定の３Ｌの面積も大きいところということで、３Ｌでも２Ｌでも面積が小さい方も

いますので、その部分については５年前に作成した長寿命化計画の中で精査して、発表させていた

だいているところでございます。そのほか、ミスマッチとしては子育て世帯で現在のところ65平米

未満の部屋にお住まいになっている方が直近の調べだと６世帯いらっしゃるというような形です。 

 それから、２点目なのですけれども、住生活計画の中でミスマッチの３件ということで、それは

そのとおりということで、私がこの業務に携わって２年たちまして、その中では１件だけミスマッ

チが解消されたということで、業務量といいますか、これについてはそこに入居したい人と出るタ

イミング、このタイミングが合わないとなかなか移動できないと。ニセコ町の場合、皆さんご承知
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のとおり公営住宅は常に満杯状況であるものですから、戦略的になかなかできないなということで、

今回単身の専用の住宅がある程度の戸数できれば、あいたところに５人家族、４人家族の子育て世

帯の方が住宅に入れるというようなことも今後は戦略的にもう少しいきたいなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 今お話がありまして、ちょっとわかりにくいのは、課長からお話ありまし

たのは81世帯、町長からは32世帯というところがいまいちわからないところがございます。それで、

私が思いますのは、いずれにしましても相当数の世帯がございます。先ほど今後新しい事業につい

ては委員会などを設けて広く意見を聴取しながら進めますということでありますが、その中には多

世代にわたる世帯の方の住居を新しく町営住宅なり共同住宅で賄っていくというふうに思います。

そういうふうに聞いたわけですけれども、住みかえとかミスマッチの解消というところに着目した

場合に一体どういう方向で、全体像というのがよく見えないのです。あるいは、どういうステップ

でやっていくか。私この基本計画から実際に建設されて入居になるまでに、まだ３年ないし４年ぐ

らいはかかるのではないかというふうに思います。 

 そういう意味では、全体の転居、今新しいものが建たない間も含めてミスマッチの解消という努

力をされるのだと思いますけれども、１つは、先ほど町長のお答えの中で行政の中に新しく組織は

できないというお話でしたけれども、先ほども紹介しました３件の実績しかないのです。課長から

お話がありましたように、あかなければそちらに移行できないと、それは新築のものがない限りは

そうですよね、そういうふうになければいけないと。そのためのいろんなお話し合いとか、今住ん

でいる方がもし移るとしたらといういろんな心配があるわけですけれども、それに対して行政が責

任持ってかかわっていくと、そのためには相当の業務量に私はなると思うのです。先ほど言った80に

しろ30にしろ、かなり大きな数だと思っています。だから、そこを民間のボランティア的なところ

に頼るというわけには私はまいらないと思います。専用窓口がきちっと人員を置いて、自分の仕事

は年間を通してこれであるというぐらいに取り組まなければ、私は実現ができないのではないかと

思っています。 

 四、五年後に新しく移る先ができたと仮定しても、恐らく高齢者でかなり足腰が弱っている方を

全てそちらに、新しいところに移すということが描けるかどうかです。描けない場合は、今住んで

いる場所に対して先ほど私が最後に申し上げた椅子式昇降機などの設置の検討も必要になってくる

のではないかというふうに思っています。ですから、そういうものはもう必要なくなるというプラ

ンがきちっと描けるのかどうか、今後高齢者がふえていく、新しくできた住宅に移ることによって

現在の住宅にあきができるけれども、高齢者はふえていくと、あるいは低所得者はふえていくとい

う中で、本当にうまくスムーズに全体が描けるのかどうかということを危惧しております。ですか

ら、全体像ができるだけわかるような、町民に対しても入居者に対しても説明のつくわかりやすい

資料なども必要ではないかというふうに考えます。 

 基本計画をつくっていく過程でいろんなアンケートもされるというふうに言われておりますの
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で、ぜひともいろんな方からの意見を聞くと。共同住宅のほうは、町営住宅に住んでいる方だけで

はなくて、いわゆる一般の市街地に住んでいる一軒家、かつてはお子さんたちがいて割と広い２階

建ての住宅が今現在はお子さんたちも外へ出られて、高齢者夫婦だけで住んでいる、あるいは単身

で住んでいるという、そういう町場のといいますか、市街地なり、そういうのを含めてですが、公

営住宅でない方の不安を解消するための共同住宅でもあると思います。それらに対して丁寧にスム

ーズに安心に移行できるような、そういう意味でも専門スタッフが必要ではないかというふうに思

いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

 実際の運用に当たっては、おっしゃるとおり専門スタッフが必要ではないかというのは、それは

状況を見てまた判断してまいりたいと思っております。我が町の大きなご高齢の皆さんに対する課

題としては、これまで特別養護老人ホームがあり、グループホームがありました。しかし、最近ご

高齢の皆さんは、自分のことは自分でできるのだけれども、３食つくるのが大変苦痛だという方が

多くおられまして、そういった方への段階的なフォローというのがこのサービスつき高齢者住宅を

つくることによって一定程度解消できるのではないかということで、ふやしてまいりたいという考

えを持っております。全体像からいえば、我が町今400の公営住宅、世帯分持っておりますけれども、

当該自治体の総世帯数から見る公営住宅の占める割合というのは相当実は高いわけでありまして、

そこはこれまでもできるだけ民間の皆さんにご協力いただいて、集合住宅を一定程度つくってほし

いということでこれまできております。現在もまだまだ住宅が足りないという状況でありますので、

今般の検討委員会の中ではこういった全体の将来的な世帯数も視野に入れつつ、どこまで公共とし

て整備すべきかという点の戸数を洗い出して決めていきたいというふうに考えておりまして、それ

らのニセコ町全体の全体像というのは大変重要だと思っておりますので、今後の人口の伸び、世帯

の状況、現在の開発に当たっての進出企業等の状況なども加味しつつ、見える形にしていきたいな

というふうに考えております。 

 あと、戸数等、先ほどで誤解等あったら困りますので、詳細は担当課長のほうからご説明申し上

げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高瀬課長。 

〇建設課長（高瀬達矢君） ミスマッチの戸数の関係ですけれども、長寿命化計画、ことしまた見

直しをするのですけれども、その中の定義では単に２ＬＤＫだから広いとかという定義でなくて、

先ほど町長から答弁あったように、65平方メートル以上の３ＬＤＫを拾っていること、それから先

ほど言ったように３階相当、１階が車庫の場合も含めるということで、３階相当の世帯数を含めて

いるということで計画をまとめているところでございます。高木議員から出た79というのは、恐ら

く２ＬＤＫ、３ＬＤＫにお住まいの単身高齢者を単純に人数として拾った数値をその時点で申し上

げたのかなということでございますので、それを加味して定義的に町長からお話しさせてもらった

のは65平米以上の３ＬＤＫにお住まい、これが26世帯、それから３階以上の高いところにお住まい

の方が６世帯いるということで、32世帯ということで答弁したところでございます。 
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 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 説明についてはわかりましたけれども、３階以上の高齢者ということなの

ですが、今お話ありましたように３階といっても、車庫がありますと実際の階段数というのは４階

分なのです。大体四十七、八段の階段になります。ですから、３階に住んでいればもちろん大変で

すけれども、２階でも１階でも場合によっては、症状によっては本当につらい思いをして毎日の生

活で上りおりするという事態が生じております。確かに全体で住みかえがスムーズにいって、それ

らの方が平家の１階に移るということが全部できたら、先ほど私が提起したような昇降機などは要

らないと思いますけれども、私はかなりの部分、かなりの期間そういう方が、１階といっても２階

ですね、１階、２階、３階と、そういう部分に住まわれるケースがあると思うのです。ですから、

その場合に対応する何かいい手はないかと思って、椅子式昇降機というものができるのではないか

なと思いました。カタログなどを見ますと、一般家庭の直線部分の昇降機は40万円程度からできる

というふうに書いてあります。今はらせん状に階段の手すりに沿って、２階に行く場合も直線だけ

ではなくてカーブで行けるという器具もございます。それらも含めて、１カ所当たり仮に３階まで

４階分行くとしても200万円から300万円ぐらいの間で可能ではないかと、これは私の推測ですけれ

ども、そういうこともありますので、検討対象にぜひしていただきたいというふうに希望を申し上

げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高瀬課長。 

〇建設課長（高瀬達矢君） ただいまの昇降機の関係でお答えしたいと思います。 

 高木議員からご質問があって、うちの建築の担当の係長に即調査するようにという指示を出しま

した。その内容でございますけれども、いずれもうちの公営住宅の共同部分の階段の幅については、

75センチ以上あれば建築基準法では設置できるということで、これについてはクリアしているのか

なということでございます。ただ、実際に結構コンパクトなものをちょっと見てみたのですけれど

も、うちの階段１メーターくらいあるのですけれども、65センチぐらい設置にレールと装置でかか

っているのですけれども、そうすると下から例えば３階まで上がるのに、スピードも決められてお

りまして、約４分から５分ぐらい上までかかるのかなと。そうすると、上にいる人が途中で交差す

ることが非常に危険な状態なのかなと。直線部分ではまず交差、足の部分が出るものですから、で

きないかなと。踊り場のところのコーナー、コーナーでぎりぎりできるかもしれないけれども、安

全性にはちょっと課題があるのかなということで今現在のところ見てございます。あと、運用面で

自動的に常に１階に戻るというような設備もあるようなのですけれども、３階の人はそこからリモ

コンで呼ぶのですけれども、利用者全員に鍵とかリモコンとか、そのものを渡さないとできないよ

うな状況であります。 

 あと最後に、経費部分で、これは実際に見積もったわけではございませんが、ある都会のほうの

昇降機に関するワーキンググループが検討した報告書、２年くらい前のものですが、おおよそ３階、

４階部分で400万円から500万円程度かかるのではという報告がありまして、それを見ますと経費的

にも割とかかるものなのかなという印象で現在きているところで、当分もう少し今まで以上に１階
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があいた場合上の方に声をかけるとか、そういう戦略的なミスマッチの解消も必要なのかなという

ことで今考えているところです。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木さん、次の質問お願いします。 

〇８番（高木直良君） ４件目であります。町有地の売却手続に関する監査報告の評価と対応につ

いて。三谷典久前監査委員は、その職務権限、地方自治法第199条第５項に基づく随時監査を行いま

した。その結果の報告は、４月30日に出されております。その監査結果の指摘事項においては２点

ございまして、１点目は、株式会社ルピシアへの町有地の売却価格の決定はニセコ町公有財産規則

第76条にのっとっているとは言えない。２点目、今後企業誘致に関する条例を早急に整備すべきで

あると述べております。２点とも、この監査報告を読ませていただく限り、それから事実の経緯に

照らしまして的を射た指摘というふうに私は思っておりますが、この２点の指摘に対して町長とし

てはどのように評価し、措置されるおつもりかお尋ねいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの高木議員のご質問にお答え申し上げます。 

 平成31年４月30日付でいただきました随時監査におきまして、次の２つのご指摘をいただいてお

ります。１つ目は、今回の土地売却が町の公有財産規則第76条にのっとっているとは言えないとい

うご指摘でございます。公有財産規則第76条は、売買価格は立地条件や売買事例等を総合して時価

で評価するとされており、平成30年12月３日に開催した公有財産価格評定員会議において、規則に

のっとり慎重に評定を行った上で適正な価格で売買を行ったものであるというふうに考えておりま

す。 

 ２つ目は、今後企業誘致に関する条例を早急に整備すべきとのご意見でありますが、ニセコ町で

は既に国や町独自の既存制度、これは過疎地域自立促進特別措置法や生産性向上特別措置法などに

より税の減免などの措置を行っているほか、にぎわい起業等サポート事業補助、産業振興基金によ

る資金貸し付けによる支援等を実施しているところでございます。また、おかげさまでさまざまな

企業との友好な関係も築けており、今後もあらゆる機会を捉えて、環境モデル都市やＳＤＧｓ未来

都市など景観と環境を大事にしつつ、持続する循環型社会をつくるという本町のまちづくりの姿勢

に共感いただいている企業と積極的にかかわり合いをもってまいりたいというように考えておりま

す。全ての産業を網羅して一律の誘致条例というのは、相当ハードルが高いのではないかというふ

うに考えております。こういった企業との関係においては、本町の身の丈に合った企業等の立地促

進に関するその中で新たな優遇措置などが必要な状況となりましたら、役場での会議や議会の皆様

ともご相談をしながら、その方策について検討してまいりたいと、このように考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 最初の指摘に対して、適正に行われたというご回答であります。私は、こ

の監査報告書を見ている中で、その要点をご紹介いたしますけれども、価格評定員会議に提案され

た案は①から⑤、５つございました。私は、この76条の規定、いわゆる時価、先ほど紹介ありまし
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たが、総合的に勘案ですけれども、時価がベースということになります。76条の規定にのっとり算

定しているのは①のみではないかというふうに、その辺の事情を報告書の中では丁寧に説明をして

おります。ただし、なぜ①を採用しなかったかというと、外資による売買であったということが理

由とされておりますけれども、価格そのものが極端なものであったかどうかどうかというものは検

証されておりません。外形的には外資とのやりとりであったということが書かれております。それ

が不採用の大きな原因になっていると思われます。 

 しかし、採用しなかった①が続いて②、③、④の積算の根拠となっております。いずれも進出す

ることによるメリットといいますか、町へのメリットになり得る価格を引き算している。つまり①

をベースにして計算しているのが②、③、④であります。⑤は、これは会計上の問題で土地開発基

金から普通財産、一般会計に移すに当たっての算定式、これは年４％上昇するという、そういう計

算式であります。ですから、これを売買に使うという前提には立っていない。あくまでも公有財産

規則76条が売買処分に伴う根拠規定ということになりますから、これが本当に適正に審議されたか

どうかというのが私は監査の指摘だというふうに思っております。ですから、規則第76条で一番大

事なキーワードは時価によって評定ということと売買事例というふうに私は考えます。その意味で、

この指摘、監査の指摘は今後の町有財産の処分に当たって参考にすべき指摘が含まれているという

ふうに考えますけれども、改めてご意見を伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） キーワードは、総合的にということではないかというふうに思っています。

一般的に時価というのをどう捉えるかということでありますが、どんどん価格が一部地域で上がっ

ていると、バブル的な要素も多いという中で、私たち公共機関がそれを時価と評価して動くことは

できないと私は思っています。確かに外資含めて今大きな枠で動いているところありますが、もし

公共機関がそれを売り買いするという事実があれば、それが公的な価格評価となっていきます。同

時に、それは固定資産評価委員会の評価の中で公共機関が売買したということになります。それを

もとにすると、これまで林業振興やっている方が山林を持っていれば、全部それ影響していきます。

つまり固定資産税の評価額が全体的に上がっていくわけです。山林も原野もそうなります。そのと

きに私たちが考えるのは、住民の皆さんが暮らしやすい町であります。固定資産評価額がどんどん

上がっていって、住民の皆さんが住みづらい町、あるいは山林を一生懸命頑張ろうと言っている人

が林業振興できないような税体系になって本当にいいのですかということであります。そういう意

味で、公共がやる売り買いについては、そういった総合的に将来持続することを考えて価格決定を

行うというのは大原則だというふうに私は思っています。高く１億円で売れたらよかったという一

過性のものに躍らされて、住民の皆さんが暮らしづらい、産業の活性化ができない、そういう町に

する考えはありません。そういった面では、総合的な判断の中で、土地開発公社がこれまで培って

きた毎年４％ずつ上げていくという形で今回価格設定されたというのは大変委員会としては私は妥

当なものだというふうに確信をしているところであります。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 
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〇８番（高木直良君） ただいまの説明には私はそのまま納得はできません。①については、近傍

の売買事例が挙げられております。それは、売買事例ではそのまま採用しているかというと、そう

ではなくて、時点修正も行われ、それから造成費用、転売禁止条項等を考慮して50％に下げていま

す。ですから、そういう意味では売買事例を直に100％採用しているのではなくて、50％にしたのが

①の案でありました。ですから、私はそれが相当だというふうに考えております。 

 町長が今おっしゃいました山林、これから林業の振興などに大きな影響が出るだろうとか、固定

資産税の評価が上がって町全体に影響が出るのではないかというお話がありましたが、それは本当

にそのように裏づける根拠があるのかどうか。そういったことが例えば①を採用することによって

どの程度固定資産税に反映するのか、それが町全体にどの程度反映するのかという検証はこの委員

会ではされていなかったというふうに思います。ですから、町長が今おっしゃった確かにバブルの

ような状態を町全体にもたらしていいのかということについては、私はそれは避けるべきだと思い

ますけれども、ただ今回の評定の中で①についての検証が本当にされたかどうか、きちっとです。

今言った意味でのこの価格を設定することによって本当に近隣の山林の固定資産税に影響が出るの

か出ないのか、そこが私は検証から抜けていたというふうに考えます。 

 ですから、その意味で私は監査報告の指摘についてはぜひ真摯に受けとめていただきたいと思い

ますし、それから開発の企業誘致に関する条例の件につきましては、町長がおっしゃったものを内

容とする条例というふうにすれば、より明確になるのではないかというふうに思います。とりわけ

ニセコ町の理念、まちづくりの理念に合致する企業についてはとか、そういうことをきちっとうた

って誘致条例を設けるという方法もあり得るのではないかなと思います。別の個々の仕組みの中で

それにかえることができるかのように町長がお答えになったのですけれども、私は町民にも明確に

示す意味で条例化するということが相当だというふうに考えます。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） まず、条例につきましては、そういった理念というものを前面に出して、

町としてはこういう姿勢だという、企業に対してこういう企業に来てくださいという面では効果が

あるのではないかと私自身も思いますので、それは他のところも参考にしつつ検討させていただき

たいなというふうに思っております。 

 それと、価格評定員会の中でいろんな議論があっていいわけでありまして、その中で最終的に、

５番でしたか、が選ばれたということでありまして、それを全部私どもは公開をして進めているわ

けであります。何か隠してどうこうするとか、何か意図してここに持っていくということはなくて、

純粋に評定員会の中で議論されたというふうに私は理解しておりますので、その過程や決定におい

ては一点の曇りもありませんし、私は正しいものだと確信をしているということでございます。 

 評定員会の中身については、会長おりますので、議論の中身についてちょっとご説明をさせてい

ただきます。 

〇議長（猪狩一郎君） 林副町長。 

〇副町長（林 知己君） 私のほうからも説明させていただきますけれども、今回の部分で窓口に
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なっております担当課長のほうからもあわせて説明させていただきます。 

 価格評定員会で委員長を務めております。価格評定員会、原課から５つの案は出されております。

これは、あくまでも原課から出された案でございます。価格評定員会の中で、案ですから、別なほ

うがいいのでないかとか、例えば不動産鑑定士に頼むべきではないかとか、そういういろんな案が

出てきてしかるべきだというふうに考えております。その中で、①についてはその地区においては

外資による取引が近年から見ると飛び抜けているという段階では、これをそのまま生かすわけには

いかないと。あと、インセンティブを働かせている②から④については、これは評定には合わない

と。その中で、⑤については評定委員会としてこれが適切であるというふうに評価した状況でござ

います。 

 もう少し詳細については、担当課長から説明いたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 山本課長。 

〇企画環境課長（山本契太君） 価格評定員会の中での議論というところなのですけれども、１つ

ちょっと訂正といいますか、させていただきたいのは、価格評定員会の中の議事録公開させていた

だいた中で外資による売買だからと確かに書いているのですけれども、それは外資による売買だか

ら売買しないということで削除したわけではなくて、集まったメンバーの感覚としては、いわゆる

今ニセコで進んでいる外資による売買がバブル的な相当時価とは違う数字であるからという意味で

外資であるという言い方をしていたので、議事録の書き方についてはちょっと申しわけないのです

が、外資だから売らないということでは、金額として採用しないということではありませんので、

そこはちょっと訂正させていただきたいと思います。 

 それから、４番目の価格を最終的に選んだと、１番目の価格については、特にあの場所について

はごらんいただくとよくわかるのですけれども、山林というだけあって本当に山林状態で、平らな

ところほとんどないというようなこともありまして、開発には相当数の資金が必要だろうというこ

とは会議の中でも話されていた中身でございます。それについてある程度引き去りを考えなければ

ならないと、それも時価ですから、引き去りを考えるといいますか、開発に係るお金を引くという

ことも、それは時価という考え方になりますから、引かせていただいたと。ただ、それにしても、

適正な言い方かどうかわかりませんけれども、ニセコ町の今の昨今の土地売買の状況を反映してい

る数字ですねということでありましたということでございます。 

 それから、最後の５番目を選んだというところが我々としては適正だったということなのですけ

れども、土地開発基金の運用規則の中で、あくまでもこのやり方を準用させていただいたと、参考

にさせていただいたということでございますが、年率４％以内を掛けて導き出した数字をもって売

買するということで決めましたということなのですけれども、この土地開発基金の中でもそこの旨

には、利息を加算していた額とすると、ただしその額が時価を著しく下回るものと認められるとき

は時価を基準として町長が定めるとなっておりまして、そこの部分を参考にした上で、４％で計算

した価格がバブルな状況ということを加味せずに、本当に時価かということになれば、我々が売買

した金額が、この５番目の金額が一番時価に相当する、ふさわしいだろうということで選択をさせ

ていただいたということで、単純に４％は数字として全くほかと導き方が違うということなのです
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けれども、確かに導き方は違うのですが、４％で導き出した額がある程度時価に相当するだろうと

いう考え方の中で選択をさせていただいたという状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 次に、斉藤うめ子君。 

〇５番（斉藤うめ子君） おはようございます。５番、斉藤うめ子です。議員３期目、初めての一

般質問になります。これからの４年間、ハラスメントのない女性が安心して参画できる議会になる

ことを願って質問に入らせていただきます。 

 １件目、児童生徒の議会傍聴について伺います。実は、これまでにこれに関する一般質問は過去

４回ほどやっております。子どもの政治教育について、それから選挙の取り組み、それから主権者

教育、平和教育、きょうの児童生徒の議会傍聴もこの一環として質問させていただきます。ニセコ

町の小学校の児童、中学、高校の生徒たちに政治が私たちの暮らしと密接にかかわっていることを

実感してもらうために本会議の傍聴を実施してはどうかと思いますが、教育長の見解を伺いたいと

思います。よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） それでは、ただいまの斉藤議員のご質問についてお答えをいたします。 

 教育基本法第14条第１項では、良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければ

ならないとしております。ニセコ町の小中学校では、教育課程において政治参加や地方自治につい

ての時間を設けております。しかしながら、教育課程では限られた時間で多くの教科、科目を学ば

なければなりません。議会を傍聴することにつきましては、学習の一つの方法であると考えられま

すが、実施につきましては学校の考えを聞きながら、全体としての学習効果を検討しなければなら

ないと考えております。 

 なお、ニセコ町まちづくり基本条例第11条では、子どもにおいても年齢にふさわしいまちづくり

に参加する権利を有するとしており、夏休み期間には子ども議会を開催し、子どもたちがみずから

の意見を発信して実際にまちづくりに参加しております。このような機会はどこでも実施されてい

るわけではございませんので、政治的教養を培う場としても位置づけしながら開催しておりますの

で、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） 今教育長がおっしゃいましたように、ニセコ町では子ども議会ですか、

これが実施されてきておりますけれども、実際の議会傍聴というのはなかったと思うのです。本議

会の傍聴というのはされてこなかったと思うのですけれども、これは現実に本会議で実際の議会を

見学して、そして私たちといかに生活と結びついているかということをぜひ実感していただくとい

うことは非常に重要なことだと思います。今教育長がそれぞれの学校の計画とか教育基本法、いろ

いろなことをおっしゃいましたけれども、現実にいろいろとこういう傍聴というのをしている学校

は全国で少なからずあるように私は調べた範囲では見ております。そして、そのときの子どもたち

の意見なんかを聞いていますと、本当に私たちと密接に結びついている内容であるとか、それから
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今度のときは選挙に行こうとか、それから生徒さんの中には自分は議員になりたいとか、そういう

意見を述べているのもあります。ですから、こういうことは、地域に密着した議会、本当の議会を

生徒、児童が体験するということはとても大事なことだと思いますので、また子ども議会とは違う

ものがあると思いますので、ぜひそれを前向きに検討していただきたいと思いますけれども、これ

からそういうことをする予定はないのでしょうか、伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 議会を傍聴することについては、学校の教育活動の一環で学校がそうし

たいということであれば、それはもちろん議会のほうにもお願いをして参加したいというふうには

考えておりますが、実は子ども議会が平成16年に第１回目の子ども議会としてスタートいたしまし

たが、その子ども議会を始めるに当たって、実際の子ども議会議員が、その前の年になるみたいで

すけれども、本議会を傍聴しているのです。つまり子ども議会を始めるに当たって、議会とはどう

いうものかというものをその前に子ども議会議員が傍聴したということが過去ありました。これは、

報道等にも大きく載って、そのときに傍聴体験はしております。 

 私は、子ども議会は傍聴体験よりもさらに一歩進んだものというふうに考えております。つまり

子ども議会は単なる議会経験を積むというよりも、ご承知のように本町のまちづくり基本条例に従

って子どもが実際にまちづくりに参加する。よりよい町をつくっていくために子どもとしての意見

を述べる。あるいは、私たちの施策に対して質問をするという場になっておりますので、子どもた

ちがよりよい、議員おっしゃっているようにこういう議会活動が私たちの暮らしと密接に結びつい

ている経験を子ども議会を通して子どもたちは経験しているというふうに私は捉えております。実

際に昨年の様子はごらんになったでしょうか。子ども議会議員が10人の議員がおりましたけれども、

私たちの説明員の答弁に納得いかなければ再質問するという子どもたちが何人もおりましたし、終

わってから総括をして、その後事後活動としてニセコのまちづくりマップを作成したりしています

ので、非常に子ども議会活動は充実をしているところですので、もちろん傍聴についても学校のほ

うにはご相談していきますけれども、それよりもむしろ教育委員会とすれば子ども議会活動をより

充実、活性化を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひ斉藤議員もその辺を応援

していただければありがたいなというふうに思っているところです。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 済みません。私今第１回目が平成16年と申し上げましたけれども、訂正

をいたします。平成14年の１月９日に第１回目の子ども議会が開催され、その前年度、平成13年12月、

本議会を子どもたちが傍聴しているという記録が残っておりますので、訂正してお伝えをしておき

ます。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） ということは、過去に１回、平成13年に本会議の傍聴があったという、

私申しわけありません。知りませんでした。私の調べている範囲ではそれはなかったと思ったもの
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ですから。それで、そのときは児童生徒、どういう子どもたちが傍聴して、そしてそのときの感想

とか、そういうのは残っているのでしょうか。私は、子ども議会は子ども議会で大切なのですけれ

ども、教育長は本会議を参考にして子ども議会をもっと活性化させることが子どもの政治教育とい

うか、それに役立つということをおっしゃったと思うのですけれども、私はやはり本物をきちっと

傍聴する。そして、私たち議員がどういうことを議論しているかということは、今度選挙に出る、

将来そういう姿を見て子どもたちが自分も議員になりたいなとか、それから議員活動とはこういう

ものなのかということを定期的に私はもっと盛んにしてほしいという気持ちがあって、そして質問

させていただきました。ですから、ちょっとかみ合わないというか、教育長のお考えとは違うので

すけれども、学校が判断するということに、これはするかしないかというのは学校が判断するとい

うことになるのでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 前原課長。 

〇学校教育課長（前原功治君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 私のほうからは議会傍聴された子どもたちについてご説明申し上げます。平成13年の12月議会を

16人の子どもたちが傍聴しております。これは、子ども議会に参加する議員16名ということで、初

めて子ども議会を開くに当たりまして、実際にどのようなやりとりをされているのかというところ

を学ぶために傍聴したというふうに聞いております。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 再度私のほうからお答えをさせていただきますが、先ほど言ったように

傍聴を決して否定しているものではないということと、高校生には今18歳の選挙権が与えられてお

りますので、そういう要望があればぜひ進めてまいりたいというふうに考えているところです。た

だ、議員も申しているように、政治が私たちの暮らしと密接に結びついていることを実感してもら

うためというのがその目的ではないかなというふうに思います。ですから、その目的、教育という

のは目的、目標があって、活動があって、評価しますから、それによって教育活動は行っておりま

すので、本町の子どもたちは、政治、議会活動が私たちの暮らしと密接に結びついている。ただ単

なる傍聴して実感するよりも先に進んだことを本町ではやっているというふうに、私はこれまでの

第１回目からずっと積み上げてきたものについて非常にこれはすばらしい活動だなというふうに思

ってので、そこをより充実してまいりたいというふうに考えているということであります。ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） ２点目に参ります。高校の中途退学について教育長に伺います。 

 昨年ニセコ高校は、募集人員40人に対し、10年ぶりに定員数を超える45人の出願者がありました。

40人が入学しましたけれども、現在教育行政報告では32名になっておりました。ということは８人

が退学、学校を去ったことになります。ニセコ高校の過去数年間の入学時点と卒業時点での生徒数

の割合を比較し、中途退学の傾向とその原因と理由について、また近隣の高校の中途退学と比較し
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て何か違いがあるのか、そこを教育長に伺いたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） ただいまの斉藤議員のご質問にお答えをいたします。 

 ニセコ高校における入学者と卒業者数ということで、それについてお答えをいたします。平成25年

からの数字を述べたいというふうに思いますけれども、平成25年入学生は39名、その子たちが卒業

したときには31名になっております。平成26年度入学は30名、卒業の段階では27名。平成27年は入

学が27名、卒業が24名。平成28年が入学28名に対して卒業生は22名、４年次に進級した子がおりま

すので、現在も在校生として１名残っております。ここからは、次は在校生になりますけれども、

平成29年入学者数が22名、現在17名の在籍。平成30年入学者40名に対して在校生は33名。平成31年

入学は17名となっております。ニセコ高校に入学する生徒たちにつきましては、自身や家庭環境な

どさまざまな事情を抱えている場合があり、ご質問のように中途退学の傾向や理由といったものは

一概には言えないと考えているところです。日ごろから学校のほうでは個々の生徒と真剣に真摯に

向き合い、対応をしてきているところでございます。 

 また、高等学校の退学者数については、文部科学省が実施している児童生徒の問題行動、不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査により、集計値が公表されております。北海道でも公表してお

りまして、直近データは平成29年度のものになりますが、データによると道内における１年生の中

退者数は458人、中退率は1.9％になっております。その理由区分としては、学校生活や学業への不

適応が34.5％、進路変更が29.3％となっております。なお、後志地区や学校個別の情報は公表され

ていないということで、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） ただいま教育長からニセコ高校の入学時と卒業時の生徒の割合が出まし

たけれども、その後に平成29年度の道内１年生の退学者率ですか、これは道内全部になるわけです

か。これは、定時制も何も関係なくということになる。それは1.9％ということになっているのです

けれども、ニセコ高校の割合見ていましたら、これはざっと見て20％前後という割合になるのでは

ないかなと思うのですけれども、かなり割合としては多いと思うのです。そして、１年生、先ほど

これは全道全体のことでお話しされましたけれども、１年生が学校生活不適応というのが34.5％と

いう、これは最新のデータですか。 

 一般的に１年生に入学したときに、学校に合わないとかということが理由で学校を去らなければ

ならなくなるという生徒さんは一番多い、割合としては多いようなのですけれども、その生徒さん

たち、学校を去った生徒さんたちがニセコ高校の場合はどういう、それはわからないということで

したか、済みません。これは、そういうことがわかっていれば、１年生にどういう対応をするのが、

ニセコという土地に夢を抱いて、ニセコ高校に憧れてこの学校を選んで入学してきたのではないか

と思います。ところが、１年間のうちに20％近い生徒たちが夢に沿わなかった。ほかにも理由があ

るかもしれません。この中で転校生も含まれているのでしょうか、それも後でちょっとお聞きした

いのですけれども、そして去った生徒たちが現在どういうことをされているのか、働いているのか、
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それとも何か就職を探しているのか、そういうところ、子どもたちの去った後の状況、そういうこ

とも大変重要ではないかと思っています。 

 そして、これは私が手に入れたのはかなり古いデータで申しわけないのですけれども、平成22年、

文科省と内閣府が調査したものですから、もう８年ぐらいたっていますので、ちょっと事情違って

きているかもしれませんけれども、理由として一番に挙げられているのは、なかなか学校になじめ

なかったということが挙がっているようなのです。そして、退学した子どもたちに、これは定時制

だけでなくて全国でやったアンケート調査の記録なのですけれども、子どもたちに聞いてみると、

高校を中退して、その意見を聞いてみますと、やっぱり学校を中退しなければよかったという意見

もかなり出ています。多くは働いているという生徒が多いのですけれども、この中で最初から、こ

のデータでは欠席とかがたまって卒業できそうもなかったことが一番に挙げられていて、その後に

学校の校則が合わなかったということ、それから勉強がわからなかったということがあるのですけ

れども、ニセコ高校では、ニセコ高校の校則とか、それから学力、勉強がついていけないとか、そ

ういうことが原因になっているということはないのでしょうか。そして、その子どもたちをどうい

うふうに、わかる範囲であるならば、学校としてはそれをどのようにフォローしているのか、そこ

を伺いたいと思っていますけれども。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 中途退学者の数字は述べましたけれども、一人一人の理由についてここ

で述べるということは適切ではないと、いろんな臆測を生むもとになりますので、それについては

控えさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。 

 それから、全道の数字は先ほど述べさせてもらいましたけれども、これはおわかりのように北海

道にはたくさんの高校があって、それぞれいろんな、定時制もあれば全日制もある。都市部にあれ

ば地方にもあると、いろんな高校ありますので、一概に北海道の中途退学率と本校の退学率を比較

することはできないのではないかなというふうに考えているところです。なお、高校の先生方は、

それまでの間本当に一人一人に向き合い、指導や支援、サポートをしております。放課後活動だっ

たり、あるいは寮もありますけれども、寮行事があるときには先生方も一緒に参加して子どもたち

と一緒に楽しんだり、そういう行事を先生方自身も楽しんでいると、そういうことも取り組んでお

りますので、本校の先生方については３年間学んで無事に卒業してもらいたいという思いで日ごろ

から接していることをぜひご理解、そしてご支援をお願いしたいというふうに思っております。 

 なお、去った子たちがどうしているかというところの把握はしておりませんので、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） 今菊地教育長から一人一人の理由は公表できないということで、プライ

バシーの問題とかいろいろとあるということで控えたいということで、それはそれとして受けとめ

ておきますけれども、学校としては一人一人の生徒と向かい合ってきて、この子はこういう問題を

抱えているのではないか、ここで何とか、この子に何が問題なのかと向き合う、そういうことを先
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生方も努力なさっていると思うのですけれども、ただこれ割合としてはせっかく少ない子どもたち

が来て、そしてまたどんどんやめていく、割合としては、少ない子どもですから、３人でも５人で

もやめていくと非常に割合的には多くなりますけれども、こういう子どもたちが一人でも学校を退

学しないように、この学校を卒業していってもらいたいという思いが私にはあります。ですから、

ほかの成功している学校と言ったらなんですけれども、ここの学校には退学者は本当にいないとい

うことを前面に出している学校があります。ですから、ニセコ高校もここの学校からは退学者はい

ないという、そのくらいの気持ちで、せっかくここの学校に来た生徒たちに対して何とか卒業して

いっていただきたいという、そういういろんな分析でも研究でもぜひもっともっとしていただきた

いと私は思っております。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 入学した子どもたちが３年間、無事に卒業してもらいたい、こういう思

いを誰よりも親、そして高校の先生方が思っているのではないかなというふうに思っております。

私たちは、それを全面的に支援してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） この際、議事の都合により午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

再開 午後 ０時５７分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 斉藤うめ子君。 

〇５番（斉藤うめ子君） ５番、斉藤うめ子です。引き続き一般質問を始めさせていただきます。 

 ３件目、男性の育児休業について伺います。昨年の日本の出生数は91万人台で、人口の減少は進

む一方です。少子化対策、女性の活躍、家族のきずなを強めるために、政府は男性の育児休業取得

率を2020年までに13％を目標に掲げておりますが、ニセコ町役場の男性職員の育児休業の状況につ

いて町長に伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） それでは、ただいまの斉藤議員のご質問にお答え申し上げます。 

 ニセコ町役場職員の育児休業につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育

児休業等に関する条例、職員の育児休業等に関する規則に定められております。役場の男性職員が

育児休業を取得した実績は現在までのところございません。育児休業の取得については男性、女性

の別なく取得が可能な制度ですので、想像としてはそれぞれのご家庭で判断されているものと考え

ております。また、今後においては、職員からあらかじめ育児休業取得の申し出があった場合は、

可能な限り正職員を配置するなど、育児休業を取りやすい体制をとるよう配意してまいりたいとい
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うふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤うめ子君。 

〇５番（斉藤うめ子君） 町長からニセコ町ではそういう前例がないということで、大変何とも言

えない複雑な心境なのですけれども、さきに述べたように、男性の育児休業というのは非常に大切

だということはもう大分前から叫ばれていると思うのです。そして、つい先日ですけれども、これ

は新聞によるものですけれども、自民党の有志議員たちも法改正を視野に、またさらに男性の育児

参加に向けて意識改革を進めるということを目標にしているようです。それで、本当に子育てとい

うのは女性だけのものではなくて、今現在男性も女性もほとんど仕事を持っていますので、出産の

場合女性が認められた出産の規定に基づいて育児休暇をとられますけれども、同時にこれは子育て

というのは女性だけのものではないし、男性も参加して一緒に子育てをすることが本当に大切では

ないかと思います。 

 それで私、役場の職員の方だけではないのですけれども、赤ちゃんが生まれた男性の方に育児休

業をとっていらっしゃいますかと尋ねてまいりました。そうしましたら、残念ながら男性からは、

妻が産休とっているから、もうそれでいいという考え方でいる方が圧倒的に多かったのです。誰も

自分はとっていませんという答えでした。女性のほうも私が休みをとっていますからということで、

あえて夫に休みをとってほしいという答えはなかったのです。つまりいまだに育児や家事というの

は女性が担うものという日本の伝統的観念変わっていないのだなということを感じました。子育て

というのは男女が共同で育てるという意識がまだまだ育っていないのではないかということがうか

がえました。 

 いろいろ今研究、先ほど申し上げたように、日本少子化対策というのは国挙げての重大問題なの

ですけれども、男性の育児参加への意識を積極的に進めることによって出生率も向上するという可

能性があるということは言われています。そして、女性に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分

かち合って、そうすると女性もまた次の子供を産みたいという出産意欲が高まってきますし、また

仕事の継続もできる余裕というか、精神的、身体的にも心身ともに余裕が出てくる可能性が高くな

ってきます。ですから、次世代を担う子供たちを安心して産み育てるために、男性にも育児に参加

していただいて環境を整えていくことが一番の少子化対策になるのではないかと思っています。 

 それで、まず役場職員の男性職員から育児休暇をとるように奨励するというか、そういう雰囲気

をつくっていくことが大切ではないかと思います。いろんなお話を聞いていましたら、やはりなか

なか男性から仕事を休んでまでとれないという全体の雰囲気というのがあるようなのです。それか

ら、自分も仕事を中断しなければならない。そういうことがあって、なかなか言い出しづらいとい

うことがあるようです。そして、役場の職員の方なのですけれども、もうお子さんちょっと大きく

なりましたけれども、朝から晩までお父さんがいなくて、休みもいない。お父さんの顔を見ること

がなくて、ニセコ町の役場の職員の家族の方ですよ、そういう中で子供が育っていったというお話

を一人ならず何人かの方から伺いました。ですから、まず役場からこういうことを率先して育児休

暇をとれる環境というのでしょうか、そういうものをつくっていくことが大切ではないかと思いま

した。 
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 そして、男性もとれる改正育児・介護休業法というのが一昨年、2017年にスタートしていますけ

れども、私も詳しく知らないので、可能な限りいろいろと調べてみましたけれども、一般の事業者

と、それから公務員とまた違う法律になっているのです。それで、男性ももちろん改正法によって

子どもが２歳まではとれる。ただ、聞いていますと、ノーワークノーペイだということなのです。

働かなければお金を払ってくれないということなのですけれども、そのかわりに、そのかわりとい

いますか、いろんな手当というか、そういうものもついてくるようなので、育休中の給付金だとか、

それから非課税、給付金非課税になるとか、いろんなメリットもありますので、全額はもらえなく

てもトータルにすると67％が休業していても給付される。休まない原因の一つには給料が減らされ

るということが大きな原因の一つにもなっているようなのですけれども、多少給料が減らされても、

これかけがえのない。男性が育児が嫌いだということは決してないと思うのです。育児がどんなに

楽しいものかということを体験というか、実際にとることによって体験していただく、そしてこれ

を広めていく、それが子どもの出生率にもつながってくる。そして、女性も活躍できる。そういう

ことにつながってくると思いますので、ぜひまず役場からそういうことを町長、検討していただき

たいなと思っていますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 議員おっしゃったとおり、育児休業を取りやすい、そういうことも言いや

すい雰囲気というのは重要だと思いますので、そこは職員の啓発も含めて進めていきたいなという

ふうに思っています。なお、職員組合ではこういう勉強会をやっているというふうに聞いておりま

すので、可能であれば育児休業をとっていただけるような職場環境を順次整えていきたいというふ

うに考えておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） これ質問ではないのですけれども、改正といっても改正法を読んでいく

と最大限乳幼児が２歳までという規定になっているようなのです。でも、子育て期間というのは、

成長期間というか、子供を育てる期間というのは夫婦ともに余裕というか、そういうことが非常に

必要になってきますので、私はもっと年齢を延長してもいいのではないか。それと、短い時間でも、

１日とか半日だとか、必要だったら小まめに１時間でも、例えば子どもが病院に行く、何かをする

といったときに30分とか１時間でもとりやすい環境というのですか、小さいお子さんを抱えていら

っしゃる方を優先というか、とりやすい環境というのをこれからぜひ検討して、ますますニセコ町

がたくさんの子どもが生まれるように頑張っていただきたいなと思っています。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） 私のほうから若干役場職員としての育児休業についてご説明させてい

ただきたいと思います。 

 先ほど町長から申し上げましたように、法律、それから条例、規則等に基づきまして、うちの職

場としては対応しているところでございます。それと、育児期間中の給料というか、給付の関係で

お話ちらっとありましたので、これは公務員の場合なのですが、育児休業給付金というのが共済組
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合のほうから出ることになっておりまして、先ほど議員おっしゃっていたように67％ということな

のですが、公務員の場合180日までが標準報酬月額の67％、180日を超えた以降が0.5ということで、

１歳まで共済組合のほうから育児休業給付金が支給されるというのが原則ということでございます

ので、つけ加えさせていただきます。 

〇議長（猪狩一郎君） 次の質問お願いします。 

〇５番（斉藤うめ子君） ４問目に行きます。2030年開催の冬季オリンピック・パラリンピック関

連予算について伺います。 

 札幌市は、冬季オリンピック・パラリンピック開催目標を2026年から2030年に変更しました。ニ

セコ町は当初2026年開催を目指していた札幌市に協力を表明し、アルペン競技をニセコエリアで開

催するとして、その準備のためにこれまで平昌五輪視察派遣事業費約700万円を支出してきました。

2026年の開催がなくなった現在、改めてオリンピック・パラリンピックの招致に関して協力の是非

を町民の皆様とともに検討することが必要ではないかと思います。今年度冬季オリンピック・パラ

リンピック招致関連予算49万円を計上しておりますが、現時点でその必要性があるのか、教育長、

町長に伺いたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） それでは、ただいまの斉藤議員のご質問にまず私のほうから予算の関係

でお答えをしたいと思います。 

 今年度の冬季オリンピック・パラリンピック招致関連予算につきましては、次のとおりとなって

おります。札幌市などとの担当者間の事務打ち合わせ、スキー競技関係者との打ち合わせ及び招致

期成会出席など会議などへの参加旅費に22万2,000円、担当職員の招致事務に係る時間外勤務手当に

18万8,000円、その他招致期成会負担金等諸経費が８万円、合わせて49万円を計上しているところで

す。いずれも冬季オリンピック・パラリンピック招致に向け、札幌市との連携を図る上で必要な経

費であると考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 2026年を目標とした札幌冬季オリンピック・パラリンピックの招致に向けて、これまで札幌市、

北海道はもとより、倶知安町、帯広市など関係自治体との協力、連携を図ってまいりました。これ

らにつきましては、2030年招致についても同様に協力をしてまいりたいと考えております。今後の

活動や開催についての概要が札幌市から示されましたら、教育委員会や関係機関と連携のもと、町

民の皆様にもお知らせをして説明や懇談の場を設けてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） その点について、これはニセコ町としては町長の今答弁からお聞きした

ように、2026年からの引き継ぎというか、そのまま2030年にシフトしたから、そのままで札幌市と

協力するという姿勢でいらっしゃるということなのですね。ですから、関連予算もつけて、いろん
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なさまざま、新聞にも出ていますけれども、そういうことなのですけれども、私は何よりもまず、

前回の2026年の予定のときもそうだったのですけれども、ニセコ町は札幌市のオリンピックに協力

するという表明はしておりますけれども、まず何よりも第一に町民への説明、それが十分になされ

ているのか、町民の意見を伺っているのか、そこが一番私は重要なところだというふうに思ってお

ります。 

 それで、いつもこれ持っていますけれども、まちづくり基本条例の中で第３章の６条、全体に情

報共有、それから住民参加のことありますけれども、第６条のところで、町は町政に関する意思決

定の過程を明確に明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるように努めなけれ

ばならないとあります。これが私はオリンピックに関してまだまだ十分ではないと思っております。

そして、私は、2026年に開催を予定していたときの2017年の11月22日なのですけれども、町民セン

ターで松澤係長がオリンピックのこと、これ職員向けのオリンピック説明会だったのですけれども、

議員の方も来ても結構ですということで、私も参加しました。私たった一人だったのですけれども、

そのときに大変詳しく予定表とか説明して、職員対象の説明でしたので、そのときは佐藤課長もい

らしたと思うのですけれども、そこの中で、前の長野オリンピックのときはどうだったか、そして

白馬村がアルペンの競技用として使ったときはどうだったか、そして財政の問題とか、それから経

費のことについて非常に詳しくお話を聞きました。そのときに、もしこれがニセコ町で開催される

ということになったら、時代が、年代がまた違ってきますから、内容も変わってくるかとは思いま

すけれども、一つの参考例としてお話を聞いたときに、これは本当にニセコ町でできるのだろうか。

白馬村の場合は20億円の借金をしたというお話で、何十年かで。まちは、オリンピックを開催する

というだけの目的で皆さん協力してやったというふうなお話を聞きました。そして、借金も20億円、

それをちゃんと返したようなのですけれども、何しろオリンピックには経済的な問題が、経費とい

うのが非常にかかると思うのです。 

 ですから、申し上げたいのは、まず何よりも町民の方がオリンピック開催に対してどれだけ理解

して協力するという姿勢があるかどうかということをやはり町はもっともっと丁寧に説明していく

必要があると思うのです。ですから、前回平昌オリンピックに700万円経費を出して使節を送ったと

いうことでもいまだにいろいろと批判というか、お話しされる方もいらっしゃるのですけれども、

もしニセコ町で開催、これもまだ決まっていないことですけれども、2030年目標にして、そして

2030年にアルペンがこの場になったときに、それでもいいのかということを。まずオリンピックあ

りきで札幌市に協力するということを大前提に私には聞こえますけれども、まずは町民に丁寧な説

明、開催した場合は前回2017年に聞いたような、前は長野でしたときはこうだったよとか、そうい

うことを町民に丁寧に説明する必要があると思うのです。いざ開催ということになれば、町民の協

力、理解、それから費用の問題も全て一致団結してやっていかなければ非常に難しいのではないか

なというふうに思っています。そして、それがまだまだなされていないように私は思います。町民

の方々とお話ししていますと。 

 それで、最近オリンピックも、ことしの何月ですか、次の2026年の冬季オリンピック決まるそう

ですけれども、この中で要するにニセコ町がアルペンを開催しなければ、札幌オリンピックは開催
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できないというお話をよく耳にしました。会場としてニセコ町が。でも、ニュースを聞いています

と、会場がなければ隣国で、例えば韓国とか、北京だとか、ほかの国で、国内にあればあって、そ

れはいいのですけれども、ほかのところでも開催できる、分散することもできるということをしき

りに言っています。一国の経費になることが大変ということになれば。そういうふうに時代ととも

に変わってきているのですけれども、私は何よりもまずは町民に丁寧な説明を繰り返して、そして

ニセコ町でオリンピックのアルペンを開催したときにどういう意見があるかということをしっかり

と繰り返し説明等をしていくことが大切ではないかと思います。そして、オリンピック開催になり

ますと、これも非常に大きい問題として挙げられているのですけれども、会場になる東山のところ

の自然破壊の問題です。自然破壊の問題、どうしても影響はあると思います。それと、オリンピッ

ク後どうなるのか。予測できないこともたくさんあるかとは思いますけれども、そういうことも入

れて町民に納得するような説明をした上で、この町がもしオリンピックを開催するとなると一致団

結して協力するという姿勢をつくっていかなければ、つくっていくことが町の責任ではないかなと

いうふうに私は思っております。町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） オリンピックにつきましては、まだ詳細といいますか、概要も2030年につ

きましては決まっておりませんので、ある程度の概要ないと議論といっても単にオリンピックのイ

メージとして好きだ、嫌いだという議論になるのではないかというふうに思いますので、そこは主

催者である札幌市並びに北海道から具体的な提案があれば、皆さんとまたいろんな面で協議をしな

がら熟度を上げていきたいというふうに思っています。 

 平成23年７月22日、札幌市、倶知安町、ニセコ町のＭＩＣＥに関する連携協力についてというこ

とで、協力していろんな国際イベント、もちろんオリンピックもそうでありますが、ＭＩＣＥの誘

致促進、開催支援並びに受け入れに係る両地域の魅力向上を目指し、互恵的な立場から連携、協力

を図るということで、ＭＩＣＥについていろんな情報交換しながら協力し合って進めましょうとい

うことの協定を結んでおります。また、５として、この中の６つぐらいのいろんな協定の中にあり

ますが、ＭＩＣＥの受け入れ環境の魅力向上のため、札幌市の高度な都市機能や倶知安町、ニセコ

町の国際リゾート地での自然環境、ブランド力など、両地域が保持する特徴を最大限に生かしつつ、

相互補完的かつ有機的な連携を図ってまいりましょうということにして、これまでも札幌市で国際

会議があるたびに私どもも招待状をいただいておりますし、具体的なオプショナルツアーであると

か、そういうことも含めてさらに今後連携を強化しながら、この地域全体のエリアの観光振興並び

に地域活性化を図ってまいりたいと、そのように現在考えておりまして、現在のところまだ具体的

な話というのはありませんので、来た段階でまた皆さんとご相談させていただきたいなというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 佐藤課長。 

〇町民学習課長（佐藤寛樹君） 私のほうから町長の今の答弁に補足する部分で、現状と今後の運

営についてお話ししたいと思っております。 
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 2026年から2030年の変更につきましては、去年の12月の定例会のときに斉藤議員よりご質問いた

だきまして、回答しているところでございますけれども、これらに基づきまして、2030年に招致目

標を置きまして、これまで確認された課題等の洗い出しと検証を現在進めております。なお、2018年

２月から３月に実施しました平昌オリンピック・パラリンピックの視察については、札幌市初め関

係自治体、団体による大会開催実例の検証とその共有化がなされ、新たな計画へ反映させていくこ

とが確認されているところでございます。これから生かしていくことが成果ということで捉えてお

ります。 

 それで、町民の皆さんとの検討の場につきましては、これらの検証を踏まえ、オリンピック・パ

ラリンピックの目指す姿、ニセコ町のかかわりと位置づけ、とりわけ注目度が高い費用並びに人的

負担の概要と検討項目がそろったら皆さんに協議させていただきたいということで札幌市と確認し

ております。めどとしましては秋口とはなっていますけれども、いろいろ微妙といいますか、難し

い事項もありますので、その部分が調いましたら皆さんに具体的な検討項目をお示ししてご検討い

ただくということに考えております。随時状況が変われば皆さんにご報告したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） 最後に１つだけ、札幌市もそうでしたけれども、2026年、ちょっと私今

ここに資料がないので、違っていたら困るなと思うのですけれども、オリンピックに札幌市がまず

名乗りを挙げるかどうかといったときに札幌市民のアンケートをとっているのです。そのときは非

常にいい結果が出ているのですけれども、そういうふうに小まめにというか、2014年となると12年

前になるのですけれども、そういうふうに先にオリンピックやることについてどう思いますかとい

う市民の意思を確かめる。それと同様にニセコ町民の意思も、オリンピックをどう思いますかとい

うアンケート、そういうアンケートを実施することも準備するためには大事な一歩ではないかなと

いうふうに私は思っています。そのアンケートをとる意思はないでしょうか、今までなかったと思

いますけれども。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 具体的なもの何もない中で、どうですかとアンケートをとっても答えよう

がないので、多分好き、嫌いのレベルのお話になるのではないかと私は思いますので、そういう考

えは今のところありません。ただ、具体的になって、例えば町でこんなことを負担も含めてしなく

てはならない状態になったときは、それは我々のこのニセコ町にとってのいろんな意思決定をしな

くてはなりませんので、その場合は当然そういういろんな手法があり得るというふうに思いますが、

今現在では通常のＭＩＣＥ協定に基づいて連携、協力するということで進めていきたいなというふ

うに現在のところ考えているということであります。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 次の質問お願いします。 

〇５番（斉藤うめ子君） 最後の質問です。ニセコ町の交流都市について教育長に伺います。 

 現在ニセコ町は、マキノ・ニセコ交流会の支援を行っておりますが、その支援の内容について伺
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います。 

 また、このほかに姉妹都市または交流都市として連携を結んでいる自治体または国があれば、教

えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） それでは、ただいまの斉藤議員のご質問にまず私のほうからお答えをし

たいと思います。 

 滋賀県マキノ地区とニセコ町とは全国で２つしかない片仮名の町名を縁として、昭和53年に姉妹

都市の提携を結んで以来交流を始め、平成17年にマキノ町が他町村と合併してからも新たな交流に

関しての覚書を締結し、友好関係を築いております。マキノ・ニセコ交流会は、交流の具体化、持

続化を図ることを目的に、平成24年10月に設立されました。設立後交流した内容としては、相互訪

問、両地域でのイベント等で特産品の紹介や販売促進、交流研修、公共施設や文化遺産などの視察

などであります。今年度は、本町の会員がマキノ地区に訪問する年となっており、町として会への

事業補助を支援しております。このほかに実施している教育委員会主催の交流事業としては、少年

リーダーの養成と郷土を愛する心を養うことを目的に、滋賀県高島市及び鹿児島県薩摩川内市の児

童生徒を対象に、高島市とは洋上セミナー、薩摩川内市とは少年の翼セミナーを実施しております。

また、有島３兄弟ゆかりの地として本町の有島記念館、薩摩川内市のまごころ文学館、現在は長野

市の有島生馬記念館、この３館は姉妹館としての連携を行っているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） それでは、私のほうからも斉藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 滋賀県高島市、鹿児島県薩摩川内市の交流につきましては、教育長から説明させていただいたと

おり、子どもたちの交流事業を中心に交流がされているという状況でございます。そのほか、福島

県国見町とは平成25年11月19日に災害時相互応援協定を結び、その縁で国見町から夏に桃の販売の

ため、国見町長を初め関係者の皆さん、さらには国見町の子どもたちも地元の桃の販売体験などを

目的にニセコ町に来訪されております。また、本町からも国見町の産業祭や国見町の道の駅のイベ

ントでの物販など、ニセコ町の特産品の販売を行うなどの交流を行ってきているところであります。 

 なお、参考まででありますが、ジョージアという国のボルジョミ市からは、ニセコ町に来訪され

た担当者レベルでのお話でありますが、姉妹都市の打診が３年ほど前にございました。また、これ

を受け、ジョージア大使館の大使からも、ＪＩＣＡの支援によるニセコ町とジョージアとのワイン

の交流実績があることから、可能性について打診があったところであります。こういった場合は、

物語とか地道な交流の積み重ねというのが大事でありますので、将来的な可能性としては検討し、

今後こういった地道な活動等交流あれば、進めていきたいというふうに考えております。 

 今後とも内外との交流を積極的に行うよう配意してまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤うめ子君。 

〇５番（斉藤うめ子君） 今ジョージアの話は初めて私は耳にしたのですけれども、福島県の国見
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町のことは災害協定を結んでいるということで現地を視察したことがあります。 

 もとに戻りまして、マキノ町の交流、マキノ、ニセコ交流なのですけれども、手元にある「もっ

と知りたいことしの仕事」の予算を見てみますと2013年から予算がどんどん少なくなってきていて、

最初は56万円、それから2014年も56万円、2015年が46万円、2016年がゼロ万円、2017年が39万円、

2018年がゼロ万円で、2019年が30万円という補助金を出しているのですけれども、最初に質問した

ように、ことしはマキノ町に交流使節団を送るというお話だったと思うのですけれども、マキノ町

と同じ、最初にお話ししたように片仮名の姉妹都市ということで提携を結んだと思うのですけれど

も、これ今高島市の一区になっていて、ですから姉妹都市という名前ではなくて、交流都市ですか、

交流都市というふうに名称が変わったのでしょうか。 

 それと、このほかに、そうなると姉妹都市というのは今現在ニセコ町にはないということになり

ますか。交流都市、それから友好都市というのはどういうふうに違いを位置づけているのか。国見

町とかジョージアとか、ジョージアは打診があったということで、正式に結んではいないと思いま

すけれども、そして交流の中身というか、世代も交代してきて、マキノ町を知っている方は知って

いると思いますけれども、新しい方とかいろいろと来て、知らない方もたくさんいらっしゃると思

いますし、それから交流の中身です。どういうことをしているのかということがなかなか見えづら

いのですけれども、どういうことをやっていらっしゃるのか教えてください。 

〇議長（猪狩一郎君） 佐藤課長。 

〇町民学習課長（佐藤寛樹君） 私のほうから、交流の内容といいますか、その部分についてご説

明したいと思います。 

 マキノ・ニセコ交流会ですけれども、先ほど教育長からの説明のとおり、平成24年10月に設立さ

れました。それまでマキノ町との姉妹都市の関係の中で、昭和53年からマキノ・ニセコ交流会がで

きる前まで商工会の役員の方とか青年部の方が交流して、かなり歴史と友好関係を築かれたという

ことで承知してございます。それで、マキノ町が高島市に合併する際だったのですけれども、向こ

うのほうから今まで培ってきた友好関係を維持しようという動きがありまして、こちらも賛同させ

ていただいて続けてきたということでございます。 

 それで、平成24年度からスタートしまして、相互訪問というか、そういうことをしていまして、

例えばこちらでいうと産業まつり、向こうでいうとカントリーフェスティバルという、同じ産業ま

つりの位置づけありまして、そちらでの物産の販売、それとＰＲ促進、それと関係者の交流会、そ

れと以降の交流のあり方について勉強会をしていったところでございます。それを平成24年度から

毎年度続けてきたところです。それで、平成27年度からは隔年でこちらから行くということになっ

ていまして、ことしがこちらから訪問させていただく年になってございます。時期につきましては

未定ですけれども、向こうとの例えば産業関係の交流とか、適時にあわせて実施したいというふう

に考えてございます。そういうことで、昨年度はこちらからの訪問はありませんでしたのと、向こ

うからも来る予定だったのですが、夏場に風水害があったと、それとこちらでは秋に胆振東部の地

震があったということでお互い災害に当たっているので見合わせましょうということになっており

ます。ことしの先方から来る予定についての確認はしておりませんけれども、予定でいくとお越し
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になるかなというふうに思ってございます。ということで、産業交流部分の交わりということにな

っていまして、あとこちらからも生産者の方から交流をしていただいて、それぞれ情報交流という

ことをしているところでございます。 

 活動の概要については以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） 調べていましたら、長野県長野市の旧信州新町という、交流都市の中に

あるのですけれども、そちらのほうはどういう経過になっているのでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 林副町長。 

〇副町長（林 知己君） ご質問ありました姉妹都市、友好都市の関係を結んでいる町村は、今現

在ございません。今ご質問ありました長野県信州新町につきましても、以前は有島のつながりで行

き来をしておりましたが、現在信州新町は長野市のほうに合併になっておりますので、先ほど教育

長から説明ありましたとおり、有島３兄弟のゆかりの地としての記念館の姉妹館としての連携は行

っておりますが、交流は今現在行っていないところでございます。 

 また、高島市マキノ地区とは、先ほど教育長から説明ありましたとおり、新たな交流に関しての

覚書を締結をして、その中での友好関係を築いているということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 小松弘幸君。 

〇７番（小松弘幸君） ７番、新任の小松です。立ち位置が変わりましたので、まだふなれでござ

いますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして、一般質問させていた

だきたいと思います。今回は企業誘致とインフラ整備についてご質問いたします。 

 全国的な人口減少が進んでいく中、ニセコ町は人口が増加傾向にある珍しい自治体です。本町で

は、特に都市圏から移住、定住人口の増加を図るため、町の情報を発信し、ＰＲを実施されていま

す。また、住宅不足解消に向けて民間集合住宅の誘致、建設の促進とニセコ町にマッチングした企

業誘致にも取り組んでいます。現在は、光ファイバー網は整備されておりますが、企業立地、受け

入れ用地の確保やそれに伴うインフラ整備が必要不可欠だと思っております。企業の進出によって

雇用の創出と税収の確保、さらには地域産品、資源の利活用も生まれます。ただ、町政執行方針に

は、企業の誘致について以前から用地の確保や基本的インフラ整備が投資案件に対応し切れていな

いと記されております。企業誘致を推進するために今後どのような計画を立てて進めていくのか、

町長の考えを伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの小松議員のご質問にお答えいたします。 

 ニセコ町の企業誘致のスタンスは、地域特性や地域ニーズに合致し、ともにまちづくりを進める

パートナーとなり得る企業に進出をしていただくことを基本に考えてきております。その上で、国

の法律や町独自制度などをもとに一定程度各種企業の設備投資等を後押しする環境を整えてきてい

るところでございます。ただ、ニセコ町に進出したい企業は観光業から製造業、アパート建設など

さまざまな業種にわたっており、あらかじめ大きな投資が必要な工業団地等を自前に造成するなど
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の方法は現時点ではなじまないものというふうに考えております。一方で、企業進出の際、地域に

よっては議員ご指摘のとおり基本的なインフラの整備が追いついていない状況があるのも事実でご

ざいます。このため、ニセコ町企業誘致ガイドライン等にのっとり、現状のように一つ一つの案件

に対し常に関係課が連携し、１件１件丁寧に相談、協議、指導等業務を担う方法で企業との信頼関

係を築き、そして対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

〇議長（猪狩一郎君） 小松議員。 

〇７番（小松弘幸君） ニセコ町企業誘致を推進するためのガイドラインを策定しておりますが、

今後企業誘致を進めるためにも目的、定義、企業の認定、助成措置などや理念の部分も含めた、ハ

ードルは高くなくてもいいですから、企業誘致条例を制定し、取り組むことが大切だと思っており

ます。インフラ整備というと産業や生活基盤として整備される施設を指しますが、狭い意味では道

路建設、拡張、上下水道の整備充実を言います。現在ニセコ町の水道事業は６つの簡易水道、２つ

の飲用水供給施設、１つの専用水道から構成され、給水されています。水道施設維持費用や事業運

営経費の一部を一般会計からの繰入金で賄っていますが、料金体系を変更し、計画的に各設備の更

新を行い、将来にわたって持続可能な水道事業運営を目指しています。以前は水道利用者の件数に

合わせて配水管の太さを決め、布設していたと伺っております。ただ、最近は市街地以外にも多く

の皆さんが土地を求めて、どんどん住宅がふえております。土地があっても現在の配水管の太さで

はあと一、二件は可能ですが、それ以上は水量も足りなく、給水が難しい地区があると聞いており

ます。また、市街地では、大もとのためている水槽である配水池ですが、夜間に水量を回復します

が、使用するまでに満水を迎えず、水の容量が足りない状況が発生し、給水バランスがとれていな

いところがあるようです。こういった状況を今後どう対処するのか、ご意見を伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 山本課長。 

〇企画環境課長（山本契太君） 私のほうから、前段の企業誘致の目的云々に関するルールをとい

うことでございました。 

 これにつきましては、現状で企業誘致のガイドラインというのを設けていますということと、そ

れから地域未来投資促進法という法律があって、それに伴ったニセコ町での基本計画、これらも一

応定めております。その中で、おおむね観光関連産業等を中心とした企業誘致に対する一定程度の

インセンティブをきかせるような制度が使えると、ニセコ町独自のお金ではないですけれども、ニ

セコ町がそういう計画を定めることによって国のそういう制度を引っ張ってこれるということも含

めた一定程度の誘致に関する方向性は持っているということで考えているところでございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 石山課長。 

〇上下水道課長（石山康行君） 私のほうから水道のほうの部分についてお答えさせていただきま

す。 

 まず、配水管の太さについてということで、配水管の太さでは水量が足りないのではないかとい

うことですが、まず配水管を太くするためにですが、建物を建築しようとする箇所の配水管を太く

すればよいのではないかという考えもありますが、その部分を太くするだけではなく、水利計算に
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基づいて計算しなければならないのですけれども、その部分の配水管だけではなく、上流側の配水

池までの配水管も太くするということで、下手すれば例えば下流側、配水池よりも５キロも６キロ

も下にある家であれば、配水池からその部分を全部太くしなければならないということも起きてき

ます。また、その配水管を太くすることによって配水池の大きさもまた大きくつくらなければなら

ないということや、また水源ももしかしたら水量の確保も必要となってくる場合もあり、水利権な

ども関係してきます。水道事業を行う上では、水道認可の変更届なども必要となってきます。そう

いうこともろもろいくと、配水管を太くして水量を増強するためには相当の時間、またお金もかか

ってくるということをまず理解願いたいと思います。 

 あと、給水のバランスがとれていないところがという部分なのですけれども、今現在市街地区が、

元町、有島、町の中を含めたところを市街地区と言いますが、時期により配水池の水量が不足ぎみ

となっていまして、今年度水源調査を行うこととしております。内容といたしましては、新たな水

源の可能性、また昔使っていた、40年以上前に使っていた旧水源を利用できるかの可能性、また新

たに地下水です。ボーリングにより水が出る可能性なども検討し、今後の水源の水量確保を考えて

いきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの質問の中で大きく２点あったと思いますが、まず企業誘致条例

といいますか、それに類するような町の理念を明らかにしたものが必要ではないかということであ

りますが、それにつきましては先ほどもご質問いただいたとおり、ちょっと研究をさせていただい

て、どうしても我々企業誘致条例つくるときは経済産業省の補助金を入れるためにつくっていると

か、工業団地をつくったので、そこに誘導するためにつくっているという条例が各自治体個別にあ

るのですが、そこは総枠でニセコの理念を明らかにするような意味での企業誘致といいますか、町

の態度を明らかにする意味では価値あるのではないかと思いますので、ちょっと研究をさせていた

だいて、ご協議させていただければと思います。 

 それと、水道につきましては、現在担当課含めて町全体の水道バランスを見ながら、将来の投資

効果を見ながら今判断させていただいているところであります。町全体のことをやるというのはと

ても不可能な今状況になってきておりますので、将来の持続性、そのエリアごとにおいて、そして

将来全体における可能性を検討しながら、ここはやっぱり自分たちの責任において井戸水で、地下

水でやってほしいということで、そういう箇所も既にあります。そこは、将来の水道会計の負担に

ならないような物語の中でじっくり判断をしていきたいというふうに思っています。 

 また、今後につきましては、配水池なんかも今水道課長、担当課長申したとおり、ことし調査す

るということになっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 小松議員。 

〇７番（小松弘幸君） ただいまご説明ありましたように、布設している配水管を入れかえるとな

ると、大もとからかえなくてはならない状況が想定されます。そうなると相当額の設備費がかかり、

現実問題厳しい旨はわかりますが、将来を見据え、計画を立て、段階的に投資をしなくてはいけな
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いのではないかと思っているところであります。 

 また、ただいま町長から条例問題に関して前向きなお話聞けたので、よかったなというふうには

判断しておりますが、観光客の増加や給水人口がふえることによって水量が心配されます。今後も

給水量の確保に向けて新たな湧水を求めなくてはいけない時期に来ているのではないかなと思って

おります。これは、近々の問題ではないかなというふうに思っております。この問題をさらに前向

きに進めていただきたいなと思っております。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 水源地につきましては、昨年もいろんな場所、現場含めて調査しておりま

して、ことし具体的にきちっとした形での調査も行いますし、またいろんな面で新幹線工事の関係

等を含めて今調査活動を行っておりますので、将来を見据えつつ、またいろんな計画をつくってま

いりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 次に、浜本和彦君。 

〇６番（浜本和彦君） ６番、浜本です。通告に従いまして、質問させていただきます。 

 インフラ整備について。ただいま住宅建設は増設の一途をたどっておりますが、これに伴い、現

況と今後の問題点を伺います。 

 １つ目、各地区にあります水道施設の水量は賄われているのか。 

 ２番目、ごみ処理は適切に処理されているか。 

 ３番目、下水道施設の管理状況、衛生センターの今後の方向性について伺います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの浜本議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の各地区にあります水道施設の水量は賄われているのかという件でございますが、本町の

水道事業では９つの水道施設がございます。中でも市街地区の施設が最も大きな供給施設で、１日

に1,000立方メートル以上の水を供給しております。建築物の増加により、この２年間で市街地区で

は２割近い配水量がふえているため、時期により配水池水量が不足ぎみとなっており、今年度に新

たな水源調査を行うこととしております。そのほかの施設におきましては、現状において水量は足

りておりますが、建築される箇所の配水管の太さや建築物の使用水量の多いものには対応できてい

ない箇所も出てきております。 

 次に、２点目のごみ処理の関係でございますが、ニセコ町ではダストボックスの維持管理は各自

治会で行っていただいております。ここ数年来、民間集合住宅、アパートの建設が増加をしており

まして、役場としては新しくアパートを建築する方にはダストボックスの設置と管理をお願いして

きているところでございます。ごみの排出時の分別が悪い場合には、管理をしている方にお願いを

して、入居している方に指導していただくこともございます。また、外国人の方には、現在ごみ袋

の英語表記に取り組む中で、今までのごみ袋の在庫がなくなり次第順次英語表記にされたものにか

えていっている途中でございます。このほか、そもそもごみの分別を理解していない外国人居住者

もおられる場合があり、これの場合につきましてはそれぞれの外国語のできる国際交流員に同行願

い、職員ともども個別に説明するということも随時行ってきているところでございます。今後新た
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にごみの収集で何か問題が出てきた際には、委託している事業者の方とも相談しながら進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、３点目の下水道施設の管理についてでございますが、下水道施設の一つには下水道管路が

あり、管路施設で22.5キロメートルの管理をしております。管路内の点検はなかなか難しく、でき

ないため、管路上にあるマンホール箇所でのふたをあけての目視点検を行っております。マンホー

ルポンプ場においては、週１回の点検管理を実施しているという状況でございます。また、下水道

管理センターにおいては１日約700立方メートル前後の汚水が流入してきており、水質検査を実施し

て水質の管理に努め、適切に真狩川へ放流を行っております。下水道汚泥につきましては、水分管

理を行った後、堆肥センターへ週１回運搬し、堆肥化に努めているところでございます。 

 最後に、羊蹄衛生センターの今後の方向性についてでございますが、羊蹄衛生センターは羊蹄山

麓管内４町２村で構成する一部事務組合、羊蹄山麓環境衛生組合が運営をしているところでござい

ます。昭和44年11月に建設され、約50年が経過し、老朽化している施設であり、平成27年度に開催

した町村長会議において令和11年度末、平成では41年度末になりますが、までに今の処理施設にか

わる新たなし尿処理施設を検討するということで合意をしております。現在関係する山麓６カ町村

で話し合いを続けているところでありますので、内容に進展がある都度お知らせをしてまいりたい

というように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 浜本和彦君。 

〇６番（浜本和彦君） ありがとうございます。水道管理については、小松議員が前に質問してお

りましたので、かなり聞いておりましたが、問題は今後何年かけてどうするかと、それが一番問題

かと思いますので、長期的な計画、現時点で持っているかどうかわかりませんけれども、費用もか

かる、年数もかかるということですので、早急にそこの部分については検討いただきたいと思いま

すし、ぜひ早目にお願いできたらと思います。 

 それから、次のごみ問題ですけれども、私だけでなくて同僚議員が何度もこれは質問させていた

だいているかと思いますけれども、今町長のほうから返答がありましたけれども、毎回いろんなこ

とで注目を浴びて、いろんな質問していますので、元来よりは進んでいるかと思いますけれども、

私が知る限りではまだ依然として分別がきちっとされていない。それから、別荘地においてはごみ

の投げ捨て、散らかっているという問題がまだ依然として解決できていない。それから、ごみの量

がふえているにもかかわらず、余り対策が打たれていないということについて今後どうするか。 

 ごみ袋の問題がありましたけれども、私は知っている限りでは、ごみ袋については何種類もやる

のでなくて、多分今担当のほうでも検討されているかと思うのですけれども、何とか別な方法でや

れないのかと。そうすると何種類もつくる費用が種類を減らすことによって単価が安くなるという、

そういう方法も、他町村も含めてそういういいものがあれば検討していただいて、つくるときには

同じものをどっと安くできるような対策とったほうがいいのではないかと思いますけれども、その

辺でもし検討されていて現在発表できるものであれば、発表していただきたいと思います。 

 次に、下水道問題ですけれども、下水道の管理センターは非常に特殊なもので、修繕費も毎年何

千万円も、それから場合によっては年数がたてば自動的にかえなければいけないというものはあり
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ますけれども、特殊なもので係の方も大変特殊性を持つので、この機械が本当に必要なのかどうか

というものも含めて、点検、修理に関してはアイミツをとって、少しでも安い。というのは、何十

万円という機械でなくて何百万円、何千万円という単位になるので、その辺の修理、修繕をやると

きには十分に業者と、多分現時点では管理している１社の中でやられているのか、それとも、私も

ちょっと詳しく知り得ていないのですけれども、一つの機械を入れるためには何社かから見積もり

をとって安いところに修理をさせているという状況にあるのかどうかをちょっと伺いたいと思いま

す。 

 それから、倶知安にあります衛生センター、今町長からありましたけれども、10年後ですか、私

も衛生センターの議員としてやっていますけれども、時間がかかり過ぎる。というのは、毎年ここ

も何千万円、修理にかかっているということで、４町２村の６町村でやっていますけれども、余り

にもお金がかかる。このままいくと10年で、今のところたしか3,000万円ぐらい毎年かかっているの

です。あと10年すると３億円です。早目に結論を出せば、その修理代は払わなくて済むということ

ですので、担当者、それから町村長が早目に結論を出して、各町村足並みがそろわない部分はあり

ますけれども、何とか早目に進めるようお願いしたいと思いますので、その辺もよろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 中村課長。 

〇町民生活課長（中村正人君） 私のほうから浜本議員のごみの関係についてお答えしたいと思い

ます。 

 まず、分別が徹底されていなかったり、だめごみ等出てきている部分に関しては、今も国際交流

員の方とかと一緒につき合ってもらって、外国人の方にもいろいろ説明して、地道に一つ一つやっ

ているところであります。さらにそれは継続していきたいと思っております。 

 あと、ダストボックスの分別が余り徹底されていないごみ等に関しては、毎日事業者のほうから、

収集業者のほうから、ここにどういう悪いごみがあったよとかという報告が来ていますので、それ

に基づいて、またそこの地域の方に説明しに行っているところでありまして、そちらも徹底してま

いりたいと思います。 

 あと、ごみ袋の関係なのですが、実はこの近隣の町村も結構お金かかっていて、どうしたらいい

かなという同じような悩みがあって、どこかで一括で発注したら、発注の量が多くなればなるだけ

単価が安くなったりもしますので、そういったこともこれから考えていきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 石山課長。 

〇上下水道課長（石山康行君） 私のほうから水道、下水道のことについて答えさせていただきま

す。 

 先ほど町長も言っておりましたが、企業進出に対しての対応、水量を含めたものなのですけれど

も、うちの水道施設が最新でももう15年以上前に当時の計画に沿って設備されているものですから、

先ほど小松議員の質問にも答えたのですけれども、例えば40ミリしか入っていない本管のところに
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70ミリの水道管を引きたい企業が来ても、もちろんそれに対しての水量は上げれないということも

ありますので、なかなか。個人の住宅とかに対してはある程度計算、めどもつけれるのですけれど

も、企業に対しての現状ではどこに何が来るかというのもわからない部分がありまして、例えばそ

こに来るのがわかったとしても、早くても整備するのには３年以上、例えばもしやるとしてもかか

るというものがあるので、なかなか厳しいところがあるということで、現状は先ほど町長が言われ

たように井戸等で対応してもらっている部分があるというところが現状です。 

 あと、下水道管理センターの維持管理ということで、下水道管理センターには電気設備、機械設

備合わせて当初の建設で約10億円ほど電気、機械の設備が中にあります。そして、26年度から29年

度、そのときには長寿命化計画でまず電気設備の更新を行っております。今年度から、31年度から

新たに今度長寿命化計画というものにかわりまして、ストックマネジメント計画というものを立て

なければ、下水道施設の電気設備、機械設備を、管路もそうなのですけれども、更新はできないと

いうことになっておりますので、本年度、来年度、２年の予定でストックマネジメント計画を策定

する予定となっております。今後それが終わって、その結果次第で33年以降から、今度本当に大き

な機械設備の更新が始まってくるのかと思っています。もう近隣町村でも、ニセコ町より同時期か

ちょっと前に整備した処理場も数年前から何億円というお金をかけてやっている市町村が結構あり

ます。 

 そのほかに、あと先ほど機械、電気設備の維持管理での整備状況を言われていたと思うのですけ

れども、今部品交換だとかオーバーホールだとか、ごろんとかえるのではなく、そういう整備的な

ものは電気設備も機械設備も入札を行って、基本は３社以上から入札参加していただいて入札を行

っているという状況です。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ごみの関係につきましては、広域でやることによってもっとコストダウン

含めてできないのかということと、もっと今の処理よりよい方法ってないのかというご提案でした

ので、その辺は引き続き今後ともいろんな研究、検討をしながら進めていきたいというふうに考え

ておりますので、議員のほうからもこういう方法がというものあれば、ぜひまたお知恵をいただけ

ればありがたいというふうに思っております。 

 それと、羊蹄山麓衛生組合のし尿の処理の関係でありますが、これは現在の場所で改築する方向

が過去にはずっと何年か議論されております。その後でＭＩＣＳ事業できるのでないのかというこ

とで、以前に行政報告させていただきましたとおり、いろんなパターンをつくって、例えば真狩で

ＭＩＣＳやって、何町村か集まってと、いろんなパターンを実はおととしから検討させていただい

た結果、年明けてことしの首長会議、３月にあった中ではＭＩＣＳ事業については基本的に断念、

難しいと。どの組み合わせもできないということになりまして、最終的に現在の場所で新たにつく

ると、それが一番いい方法ということでは大筋合意は得ました。ただ、最終決断は、それぞれ町村

に持ち帰って現場とも話し合ってきちっとして、次回集まって決めましょうということになってお

ります。今衛生センターの場所をどこか別な場所というと、なかなか今難しい社会になってきてお
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りますので、現在の場所は倶知安町さんのほうでは敷地もきちっとあって、そのままいろんなもの

ができるのでということでありますので、いかに経費が安く済むかということも含めてできるだけ

早目に結論を出して進みたいというふうに思っております。ただ、首長会議に出た印象から申しま

すと、おおよその首長さんはもたせれるものはもたせたほうがいいという、何となくそういう感じ

が実はありまして、その辺も維持管理の費用対効果考えて早目にということを訴えてまいりという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 青羽雄士君。 

〇９番（青羽雄士君） それでは、通告に従いまして、１件質問させていただきます。 

 高齢者専用住宅の整備について、今年度の町政執行方針の中で、住環境の整備促進のためにサー

ビスつき高齢者住宅と子育て世帯への住宅を供給する目的で新たな町営住宅を整備する基本計画を

策定するとあります。そこで、進捗状況並びに必要性について町長の考えをお伺いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの青羽議員のご質問にお答えいたします。 

 新団地の必要性でございますが、１点目として民間を含めサービスつき高齢者住宅が本町に整備

されていないこと、そして２点目としては高齢者向けの単身住宅が整備されていないことから、ミ

スマッチの解消が進んでいないこと、３点目としては居住面積が広い例えば３ＬＤＫのような子育

て世帯向けの集合住宅が現在十分に供給されていないという、この３つのことから新たな団地の整

備が必要であると考え、基本計画の策定に着手したところでございます。 

 なお、新団地に係る進捗状況ですが、５月29日に入札を行い、計画策定に伴う委託契約を締結し

たところでございます。今後現況分析、団地の土地利用計画、整備戸数や概算経費、運営方法など

について計画策定委員会を設置し、有識者や福祉関係者との意見交換を進めながら整備計画を策定

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 青羽議員。 

〇９番（青羽雄士君） 午前中の一般質問の中に同僚議員からも私と似たようなご質問があり、い

ろんな部分である程度回答いただいたような部分もありますので、その中でもちょっと気になる点

をさらに質問させていただきます。 

 まず、新たにサービスつき高齢者住宅、または単身者向けの高齢者住宅、こういったものが必要

だという認識を持っておられると。これは、私も五、六年前にそのような必要性を訴えて質問をさ

せていただいています。そこで、以前にも長寿命化計画を策定し、さらには近年ではニセコ町住生

活基本計画というようなものも素案ができてきている中で、また今年度新たに予算をかけてする必

要はあるのですけれども、以前に出た課題等がある程度明確になって、ミスマッチ等、そういった

ものが明らかに明確になっている中で、確かに五、六年前と現状を踏まえて違いを分析しなければ

ならないといったことも必要なのですけれども、大まかに完全にミスマッチはどのぐらいあるとか、

こういった住宅不足、また高齢者専用住宅、そういったものが必要だという認識をされているのに

ちょっとスタートが遅いのではないかなというふうに思っております。 

 また、先ほど同僚議員からＳＤＧｓのＮＩＳＥＫＯ生活モデル地区においての高齢者住宅だとか、
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サービスつき高齢者住宅だとか、そういったものが最初からストーリーとして盛り込まれているの

か。私としては、これは全く別物で、ましてや高齢者専用住宅というのはまず立地的にも町場にな

ければならないのでないかなと。理由としましては、一人で自分の晩御飯、そういった支度も買い

物もできる、人に迷惑をかけないで自立した生活ができるといったお年寄りですよね、そういった

人のための専用住宅、そういったものが必要だと。ミスマッチ解消、先ほど２ＬＤＫ、３ＬＤＫ含

めたら七、八十、広いところに住んで云々であれば30カ所ぐらいだとかというようなことですけれ

ども、以前の長寿命化計画においてもたしか新たな公住は50戸程度あればいいのでないかなという

ようなものも出されていたと思うのです。それがある程度基本になっていくべきというか、それが

必要だったのでないかなという気はしております。 

 また、サービスつきのほうですけれども、これは両方とも私も必要だと思っているのです。ただ、

サービスつきの場合、先ほど町長の答弁の中に安否確認や、そういったものももちろん最低限のサ

ービスが必要ですけれども、食事を提供できるだけでも違うのだというようなことでありました。

私もその程度ぐらいでいいのかなとも思っていますけれども、最初にもし町が建設するのであれば、

運営は町でなくても、福祉会にしても医療機関にしても、それは別として、専門的な知識のあると

ころが運営すべきではないかなと。また、入居するに当たって、サービスつき高齢者住宅、これは

最初の入居制限、申し込み、入居申請云々にもあるのだろうけれども、最初から要介護の要支援ぐ

らいまででしたら理解できるのですけれども、例えば要介護３までの方も入居できますよだとか、

そういったことになると、せっかく入居されても何年か後にはもっとサービスが必要になるだとか、

入浴のことでもっと設備投資当初からしておけばよかったとか、そういった問題が発生するという

ようなことも耳にしております。そういったことから、ある程度そういった計画性も必要ではない

かなというふうに思っています。 

 また、もう一点、以前町長は公住は総戸数の２割を超さない程度、それが現時点で当町における

最大限頑張れる戸数だというようなことも申しておられましたので、世帯数と戸数というのは違い

ますよね、その中で総戸数は現在2,500前後なのかなと思っておりますけれども、どのぐらいなのか

ということも知っておきたいなと思っております。 

 とりあえずそんなところで答弁いただけるところがありましたら、よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 高瀬課長。 

〇建設課長（高瀬達矢君） ただいまの青羽議員のご質問にお答えしたいというふうに思います。 

 たくさんあったので、ちょっと抜けるかもしれませんが、後で指摘していただければというふう

に思います。 

 まず、これまでいろんな、長寿命化計画が５年前、ことしも、５年ごと立てて更新しなければな

らないということで、これ更新していって国の交付金がいただけるというような仕掛けになってい

るものですから、行います。そして、平成30年にはニセコ町の住生活基本計画を策定して、今回330万

円ですか、新団地の基本計画の必要性なのですが、先ほど青羽さんからもお話あったとおり、今回

は具体的にハード事業として整備するに当たって、どのような面積、どのような設備をしたらいい

かと、どのようなサービスを提供するためにどういう設備をしたらいいかと、そういうことを福祉
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関係者とかいろんな有識者等のご意見をいただきながら設計をしていきたいというふうに考えてお

りまして、これをもとに財政的なめどが許されれば実施設計という段階にいきたいなというふうに

考えているところで、この基本計画のハード面の部分についての作業になろうかなというふうに思

っております。 

 ２点目だったか、ちょっと忘れたのですけれども、ＳＤＧｓのほうのモデル住宅につきましては、

先ほど午前中の高木議員にお話ししたとおり、今回の新団地の基本計画につきましては主にミスマ

ッチを戦略的に解消していこうという視点でいきたいなというふうに思っておりまして、向こうの

ほうについては企画のほうで進めておりますが、省エネを中心とした団地と、そこに集合住宅とい

うことで、そこに高齢者にも入居していただきたいなというふうな思いがあり、並行して進めてい

るということでございます。必要に応じては、ＳＤＧｓの省エネのほうにつきましても、サービス

つきというのですか、住宅も、その辺もちょっと検討してまいりたいなというふうに思います。 

 それから、サービスつき住宅については、安否確認とか食事提供というようなことで、ほかに相

談業務もしなければならないのが条件になっておりまして、運営方法等どうなのかと、この件につ

きましても先ほど町長からお話しさせていただきましたが、この計画の策定委員会を新たに設置す

る予定で、つい先日町長と構成メンバー等も打ち合わせしていただいているところなのですが、こ

の中で運営方法についてもご協議していきたいなと。基本的な運営は町で運営すると思いますが、

福祉面での相談、安否確認、食事提供については福祉関係機関の協力がなければどうしても運営で

きないものですから、この部分を中心に協議させていただきたいなというふうに思っているところ

でございます。 

 ４点目の入居に当たっての選考、要介護３以上のある意味施設には入れる方になろうかと思いま

すけれども、正直な話、要介護３の私の今の認識ではこの公住に入るのは難しいのかなと。要支援

とか要介護１であれば、ヘルパーの派遣だとか、そういう者の協力いただいて可能かと思いますが、

その辺も協議していきたいなと。先ほど言ったように、お風呂の設備なんかも含めて進めていきた

いなというふうに思っています。 

 それから、最後の総戸数、以前町長のほうも400ぐらいで限界かなというような発言をしているか

と思いますが、それからかなり年数もたって、民間住宅なんかも非常に進んではいるのですが、子

育て世帯の大きな面積を持つ民間住宅の手法が進んでいないとか、単身向けのものが進んでいない

ということを踏まえまして今回着手するわけなのですけれども、５月末の世帯数をちょっとお聞き

しますと2,518世帯ということで、公営住宅が現在皆さんご承知のとおり400世帯でございます。全

体の15.88％ですか、になっているようなところでございます。以前にも長寿命化計画、５年前に策

定したときでも50戸程度はやっぱり必要ではという皆さんのご意見でまとまっておりまして、それ

についても今回の計画策定につきましてもそれを踏まえていきたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ご質問の中で全体の戸数の20％が限界でないかとおっしゃって、私はその

ように今思っておりますが、ちょっと手元に詳しい資料なくて、お答え間違って、そんなに遠くな
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いと思いますが、全体で今四千二、三百の住宅という建築戸数があって、3,500前後がいわゆる税の

課税対象としての戸数があるのではないかというふうに思っておりまして、全体の世帯自体も駐在

員配付なんか見ていても戸数ふえておりますので、今回三、四十戸なり50戸ぐらいであれば、そう

いった数値自体はクリアできるのかなというふうには踏んでおります。一番的確というか、そのと

おりだと思いつつも、もっと早く着手すべきでなかったかと、私のそのように思います。ただ、実

は当時地元の皆さんにとにかくアパート建ててくださいと言ったのが、ちょっと地元では難しいと

いうことがありまして、方針転換をして、東京とか札幌の方でもいいですから、ニセコにアパート

建ててくださいということをお願いして歩いて、それが実は元町地区であったり、中央であったり、

町内でいろんなところで建てていただくということの動きが相当見えてきたものでありますから、

ある程度民間で吸収できるのではないかという思いも実はあったわけであります。ところがふたを

あけてみれば、全部ほぼ満室状態ということでありますので、とても民間とコラボはできないとい

う状況になってきたということで、本当はその点私自身の反省としてはありますが、ご理解賜れば

ありがたいなというように思っております。 

 それと、前回動いたときにすぐ着手できない一つの要因としては、土地のめどがつかなかったと

いうことで、３カ所ぐらい当たったりして動いていましたが、いずれも残念ながら役場で買うこと

はできなかったということで、現在役場に既にある町有地の一部を中心にしながら団地形成に今動

いているというような状況であったり、それからサービスつき高齢者住宅、役場が望むのならつく

ってあげますよという専門のところが実はありまして、それもただ役場が土地を用意するという条

件でありまして、なかなかそこの土地も実は用意する状況になかったということでありますので、

今後新たに取得する土地も含めて、そういう民間での可能性もあれば、一部民間に担っていただく

ということも可能性としてはあるのではないかと思っていまして、そこはいろんな今回の協議の中

でまた洗い出しながら、全体像を見据えていきたい、このように考えておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 青羽議員。 

〇９番（青羽雄士君） ちょっと聞き漏らしたのか、私の頭で理解できなかったのか、サービスつ

き高齢者住宅の件ですが、町が建設して、自治体が運営することもできるのは理解できるのですけ

れども、運営もしようと思っている。課長の答弁ですと専門的な福祉関係者だとか、そういったと

ころにもお願いしなければならないというような答弁だったような気もするのです。ですから、私

の頭の中ではちょっと整理できていないのですけれども、運営は町がしようと思っているのか、そ

れとも例えば福祉会なり民間の事業者等にお任せしようと思っているのか、その点と、あと財政的

な面ですよね、そういった面でなかなか着手できなかったというようなお話も理解できます。 

 それで、今まで私の頭の中では常に町営住宅とか、福祉住宅に関してはそういった物の考え方し

かできなかったのですけれども、そういえば近隣町村に道営住宅というのもあるなと。道営住宅と

町営住宅の違いで例えばどれだけ、自治体のほうが負担割合だとかも違うのだとか、管理体制、運

営上も維持費等もこうなのだとか、その辺の違いというのがわかるのだったら、教えていただきた

いと思います。例えば道営住宅には手を出さなかった理由というのですか、わかる範囲でオーケー
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ですので、よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 高瀬課長。 

〇建設課長（高瀬達矢君） 大変説明が下手くそで申しわけありません。 

 今回サービスつき住宅の基本計画で建てている部分につきましては、建物の維持管理、入居の料

金等々についてはこれまでどおり福祉住宅として町が管理することになります。先ほど私申し上げ

たのは、入居された高齢者の方と想定しているのですけれども、この方々にサービスを提供しなけ

ればならないということで、町の委託により福祉会なり社会福祉協議会なりに、受託業者というわ

けではないけれども、受託するためにそこを担っていただきたいということで、この計画策定する

段階から福祉関係機関と協議をさせていただきたいということでございますので、よろしくお願い

します。 

 ２点目の道営住宅については、参事のほうからお答えいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 黒瀧参事。 

〇建設課参事（黒瀧敏雄君） 今の青羽議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 道営住宅と町営住宅の違いということだったのですけれども、まず道営住宅というのは北海道が

建設をして、その維持管理を北海道がやるという形になっています。あと、町営住宅というのは我

々自治体が独自に補助をもらって建設をして、維持管理をしていくという形になっております。そ

の中で、道営住宅についてうちの町で取り組みができないのかというところだとは思うのですけれ

ども、今まで富士見団地が道営住宅で建設をして、それを町営住宅ということで移管を受けて過去

やったということが一度あります。ただ、現段階、何回か私も担当のときに北海道本庁のほうに行

ったときにこれまでいろいろ、町の人口がちょっとふえてきているとか、山のほうの開発があって

人がふえてきているという事情も話して、北海道から道営住宅の建設をできませんかというのを協

議をさせていただいたことはあったのですけれども、やはり人口の大きいまちとか、何か特別な事

情がない限りは北海道のほうでは建設はできないということでこれまできた経緯があります。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 道のほうの住宅の全体計画つくる委員会ってありまして、実は私そこの委

員もやらせていただいておりまして、そんなこともあって、出入りするたびに、実はこれだけ人口

ふえているので、道営住宅何とか整備してほしいということは再三お願いしておりますが、道営住

宅の全体からいえば空き家が実はすごくあって、新設というのはよほどのものがない限りはできな

いということで、今逆にとめていて、スクラップをしている状態だということでありますので、ニ

セコ町、これからもお願いはし続けようと思っていますが、なかなかハードル高いかなというふう

に思います。ただ、今新幹線駅ができるに関しては、ちょっと別枠でそれは検討が進んでいるとい

うふうに聞いておりますので、その場所をちょっとこちらへというお話は再三会うたんびさせてい

ただいているというのが実情でございます。 

 ただ、住宅には、国土交通省の住宅局の応援を得て町営にしている住宅と、蘭越町さんで一部最

近黄金とかでされておりますが、あれは過疎対策住宅で、総務省の過疎債という起債を使って整備
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する事業であります。特に補助金をもらわないで過疎債だけでやるものについては、料金というの

は一切自由ですので、子育て世帯１万5,000円とか5,000円ということも可能で、自由度が非常に高

いわけであります。過疎債を活用した場合は実質的には７割、元利償還金の７割国が応援するとい

うことでありますので、今の金利考えれば７割国の補助金で住宅整備できるということであります

ので、今回の住宅全体に関しては過疎債活用というものも視野に入れつつ総枠の検討をさせていた

だきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） この際、議事の都合により午後２時50分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

再開 午後 ２時５０分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 木下裕三君。 

〇２番（木下裕三君） 通告に従いまして、１件質問いたします。 

 一昨年に運行終了したＪＲ北海道のニセコエクスプレスですけれども、そのことに関してです。

先頭車両を購入してニセコ町内に保存するためにクラウドファンディングを利用して以下の２つの

目標を定めて資金を集めたが、最終的に目標額を超えてプロジェクトが成立いたしました。第１目

標は860万円、先頭部分を７メートルに切断し、車庫建設し、駅前の転車台に設置。第２目標は950万

円を設定し、先頭車両１両ごと、約20メートル全て、車庫はなく、有島記念館に設置とのこと。こ

の件に関して以下３点を伺います。 

 １つ目、ニセコエクスプレスの保存を計画した理由は何なのでしょうか。 

 ２つ目、どのような経緯で今回の内容のクラウドファンディングを利用した資金調達に至ったの

でしょうか。 

 ３番目、なぜ教育委員会や有島記念館がクラウドファンディングの主体にならなかったのでしょ

うか。 

 よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） それでは、ただいまの木下議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目のニセコエクスプレスの保存を計画した理由につきまして、ニセコエクスプレスは昭和

63年に新千歳空港を含む札幌圏からニセコ地域へ旅客輸送を担う３両編成のリゾート列車として道

内のＪＲ工場で初めて新規製造されたもので、平成29年11月に退役するまでの29年間にわたり運行

してまいりました。３両のうち２両は既に解体済みで、残る１両も本年解体が予定されておりまし

たが、ニセコ町の観光振興に貢献した鉄道車両ニセコエクスプレスを町内に保存し、同車両並びに

ＪＲ函館本線山線と言われる特に急勾配やカーブの多い区間をさっそうと走行する同列車のたくま

しさとその歴史を後世に伝えることを目的としてＪＲ北海道との協議、調整のもと計画を進めてき

たところであります。 
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 ２点目ですが、クラウドファンディングを利用した資金調達に至った経緯について、鉄道車両の

移送には多額の費用がかかるということから、インターネット上でプロジェクトの活動を発信する

ことでそれに共感していただいた方や応援したいと思ってくださる方を募り、資金を集める仕組み

であるクラウドファンディングを活用いたしました。特に鉄道関連のクラウドファンディングは成

功率が高く、全国各地で鉄道車両の保存活動に活用された実例が多いことから、この手法をとった

ところでございます。この手法をとりますと、全国にその活動を広く知っていただくことができる

とともに、ニセコ町に関連する鉄道遺産、簡易軌道真狩線跡、旧新得機関区転車台、蒸気機関車9643な

どもあわせて紹介し、その普及を図る効果も得られたと考えております。 

 ３点目の教育委員会や有島記念館が主体にならなかった理由ですが、自治体が実施できるクラウ

ドファンディングは寄附型となりまして、目標額に達しなかった場合不足分を補填して事業を開始

することになります。今回のように鉄道文化協会を主体にしますと、オール・オア・ナッシングと

いう手法をとり、目標額までに達しなければプロジェクトは終了、達するとプロジェクトが実行さ

れる仕組みとなります。このことから、今回の実施主体を鉄道文化協会としたところでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 木下議員。 

〇２番（木下裕三君） 今回のクラウドファンディング、ちょっとご存じの方だったら、1,000万円

を超えるというのがどれだけ大変だったかというか、すごかったかというのがよくおわかりになる

と思います。しかも500名の方のご支援をいただいて成立したというのは、僕は正直言って非常にす

ごいことだったなというふうに思って、今回ご支援いただいた方々に本当感謝をしたい気持ちでい

っぱいです。 

 しかし、今回のクラウドファンディングの成立ということに関して、成功ということで、そのこ

とに関して自体は僕は余り問題視をしていません。どちらかというと、今回のクラウドファンディ

ングがいつの間にか計画して進められて、さらに第２目標を達成したら１両丸ごと有島記念館のと

ころに収容されるということを町民の方々とか、とりわけ記念館周辺の住民の方、地域住民の方々

の合意形成がなされないまま進めたことが今回非常に大きな問題だったのではないかなというふう

に思っています。時系列的に言いますと、今回２月26日からクラウドファンディングの資金調達の

件がオープンされていきましたけれども、町民の方にいつ知れ渡ったのかというと、同日にあった

北海道新聞の朝刊で掲載されています。そして、「広報ニセコ」の３月号に掲載された。この段階

で初めて町民の方々に知れ渡ると、知ったということになります。ですので、ほとんどの方はクラ

ウドファンディングが始まってから基本は知ったということになります。 

 しかも今回の第２目標に設定された有島記念館に関してです。保存場所の周辺の地区住民の方へ

の説明会、これ開催されたのが２月26日から２カ月以上たった５月８日なのです。今度町民講座の

ほうは、さらにその後の５月16日で、５月16日のほうは、先ほども同僚議員の一般質問でもありま

したけれども、主題というよりも、参加者からの質問に応じてエクスプレスに関しての話が出たと

いうふうなことを聞いております。いずれの集まりでも、特に有島記念館での保存に対して大反対

の声が上がったと。さらに、もっと早くからこのことを説明すべきだったのではないか。先ほど教
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育長のほうから、報道の前に説明すべきだったというふうなご答弁が一般質問の答弁でありました

けれども、その前といっても、説明されたのが２カ月以上後です。クラウドファンディング終了間

際ですね、ほとんど。 

 ここで、僕一文を読み上げたいと思います。どういうことかといいますと、こちらのクラウドフ

ァンディング、今回のプラットホームの中で説明された中で、残る最後の１両は現在北海道苗穂工

場にてまだ留置されていますが、いよいよことし解体が予定されています。しかし、せめて１両だ

けでも保存していきたい。そこで立ち上がったのがニセコ町鉄道文化協会ですと。この後です。町

を挙げて協議を続けた結果、２つの保存場所の候補が挙がりましたと。こう書かれているのです。

町を挙げてというのはどういうことなのだろうなと。通常町を挙げてという文章で想定されるのは、

多くの町民の方と何度も協議してと捉えるのが僕は普通だと思うのです。しかし、今回、要はこの

文面の中を言うと、あたかも有島記念館の保存候補地が町を挙げて協議をして候補になったのだよ

と、そういうふうにクラウドファンディングの文章の中では書かれているに等しいわけです。書か

れているわけです。これは、今回プロジェクト成立しましたけれども、クラウドファンディングの

この文章を見て厚意を寄せていた方々とか寄附をしていただいた方々に大きな誤解を与えることに

なっているのではないかなと。なったのではないか、実際。このことについてまずどのようにお考

えなのか、これちょっと伺いたい。 

 そしてまた、こういった誤解を与える文章、なぜ事前にチェックすることできなかったのだろう

か、そのことを２点目で。 

 それと、これもやはり先ほどの同僚議員のほうの質問からでももちろんありましたが、要はいろ

んな町民の方々への事前の説明だとか賛否、合意形成がなされないまま進めた今回のプロジェクト

に関してまちづくり基本条例の情報共有規定に反する意思決定プロセスだったのではないかという

のは私も同様に思います、こちらのほうは。先日17日ですか、行われた議員協議会の中で教育委員

会のほうから、ニセコエクスプレスの保存場所を有島記念館敷地内から、今回プロジェクトの第２

目標が成立したわけですので、有島記念館というふうになったわけですが、それをＪＲニセコ駅に

変更する方向で検討しているというふうに伺いました。先ほど教育長のほうからは、ニセコ駅であ

るべきなので、変更したというような答弁があったかと思いますが、ニセコ駅に変更することを検

討することに至ったこの理由をもう一度教えてください。 

 そしてあと、今回こういった大きなクラウドファンディングに支援していただいた方に、町を挙

げてというような誤解をするような文面を投げかけてしまったこと、それとあと今回有島記念館か

らＪＲのほうに移行することになるよということをどのように説明するか、このこともあわせて伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 佐藤課長。 

〇町民学習課長（佐藤寛樹君） ご質問にお答えしたいと思います。 

 ニセコ町有島記念館の当初の予定につきましては、１両になった場合については有島記念館に保

存するということでクラウドファンディングをかけた。ご存じのとおり事実でございます。それで、

クラウドファンディングの告知の中で、緊急避難地といいますか、維持管理上目ききがきいて、あ
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と防犯上、除雪等の管理上、今後の保存していくに当たっては有島記念館で保存したいと。多額な

金額もかかるので、有島記念館で緊急避難地としているメッセージで出しているところでございま

す。ですので、こちらとしましては当初駅前のＪＲ付近、今ＳＬありますけれども、そちらのほう

で置きたいということであったのですけれども、先ほど申しましたように資金の調達が、さらに上

屋を建てるとか、そういったメンテナンスにかかるので、緊急避難的に有島記念館のところに置く

と。 

 それと、有島記念館になぜ置くかという部分で、前の説明会でお話しした中では、有島武郎の父

の武が古代の鉄道改革に熱心に当たったということで、その有島のキーワードで有島敷地内で展開

すると。ただ、場所につきましては、有島公園の前にどんと車両を置くのでなくて、裏側に置いて、

景観上支障ないという観点からでも検討した次第でございます。 

 それと、クラウドファンディングの表現の中で町を挙げてという部分につきましては、今後の希

望という部分もあって、ちょっと表現が確かでなかったと言われれば、ご指摘のとおりかもしれま

せんけれども、その中で先ほどの１両を維持する場合は維持管理の関係、それと資金調達の関係に

おいて緊急避難地として置くことに決めましたということではメッセージをしているところでござ

います。 

 それで、先ほどの話に戻りますけれども、ニセコ駅前に置くにつきましては、いろんな面、歴史

的収蔵物の観点でなくて、まちづくりの観点からも含めて再度検討する必要があるのではないかと。

それと、意見を伺う機会は時期を逸した嫌いはありますけれども、それらの意見も踏まえまして、

立ち返って駅前に置くのが妥当ではないのかということでの内部協議をして検討を進めているとこ

ろです。まだそこも決定ではありませんけれども、いかにどこに置くのか、あと教育委員会部局だ

けではなくて、まちづくりの一環として関係部署がいま一つ同じ認識のもと進めていかなければな

らないということと思っております。 

 これは、当然クラウドファンディングということはそれに伴いましてご厚情とご意向をいただい

たということで、重いものだと思っておりますので、これからどうしていくか、どう活用していく、

どう保全していくかということが重要だと思いますので、それらの部分について詰めていきたいと

思っておりまして、また町民の皆様へのご説明と議会の皆さんにご説明とご理解をいただくことに

なるかと思いますので、今の時点ではそのような考えでございます。よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 私からも答えたいというふうに考えております。 

 先ほどの質問にもありまして、答弁しましたとおり、全くご指摘されたとおりに、今回の計画に

当たり、いち早く住民の皆様に説明をしながらご意見を受ける機会を逸してしまいまして、ついつ

い遅くなってしまったことについてはご指摘のとおりということで考えておりまして、今後こうい

うことのないように努めてまいりたいというふうに思っているところです。 

 それから、クラウドファンディングのホームページ上にちょっと誤解を招く表現があったことに

ついても、私のチェック不足もあったかなというふうに思いますので、その辺もおわびを申し上げ

たいというふうに思います。 
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 保存場所についてですけれども、本来的には私たちも産業遺産の集積地としての中央倉庫群を核

としたＪＲニセコ駅周辺というのが一番望ましいというふうに考えておりましたが、１両保存する

となるとなかなか、これから先持続していくためには当然車庫なり上屋なりが必要だと。そうなり

ますと、本当に多額な経費がかかるため、１両の場合は緊急避難的に有島という判断をしました。

それで、もう実施してしまったわけですけれども、５月になりましたが、説明会あるいはまちづく

り講座等々でそういう声も直接聞き、その辺の声の聞きながら、やはり本来的な形でいこうという

判断をいたしまして、ニセコ駅周辺というところで今方針を固めたところでございます。なお、そ

れについては、今回の500名の寄附をしていただいた方に説明する責任があると思いますので、その

辺もあわせて今後決まったことについてまたお知らせをしていくことになるかなというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 佐藤課長。 

〇町民学習課長（佐藤寛樹君） 申し述べましたけれども、ちょっと言いわけになるかもしれませ

んけれども、今回の車両の取得に当たりましては、先ほど言いましたとおり、３両あるうち２両既

に即解体しました。１両につきましても、伊藤学芸員の調査の中で、もう間もなく壊すと、取り壊

すということなのです。その部分につきましては、先ほど申しましたニセコ町の文化遺産としての

重さに鑑みまして、ＪＲと積極的に協議させていただいて、待っていただいたということがありま

す。ですので、向こうはすぐに処分したいというところもありましたけれども、それらの交渉に当

たるのと本来皆さんにお伺い立てて、順序立ててそれはどうですか、いいですか、悪いですかとい

う順序であればよかったのですけれども、そういった部分で時間との闘いもある程度あったという

ことは事実でございます。隠しもしません。そういった中で先行してしまったというのが事実なの

ですけれども、そういった事情もありまして、ＪＲさんのご協力をかなりいただいた中で進めさせ

ていただいたということも報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 木下議員。 

〇２番（木下裕三君） 最後の佐藤課長の言いわけは、本当に言いわけだなというふうに思います

けれども、住民の方と話す時間は別に１時間、２時間とれればいいわけであって、今こんな交渉し

ているのだけれども、どう思うとか、そういったことできるのではないかなと純粋に僕とかは思い

ます。この件については今この場ではこれ以上別に追及しませんが、先ほども同僚議員からの質問

の中でもあったことと同様のことで、もう一度ここで確認させていただきたいのですけれども、今

回のニセコエクスプレスの方針転換に関して、有島記念館からＪＲのほうに、まだもちろん確定で

はないけれども、その方向で今方向転換する予定だということを改めてきちんとご説明いただく場、

町民講座、それとあと最低でも有島記念館周辺の地区住民の方々へきちんとご説明をいただくとい

うことが、これこそ本当にまちづくり基本条例の趣旨だと思っております。もう一度この件に関し

てお約束をいただきたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 菊地教育長。 

〇教育長（菊地 博君） 今回の件で有島地区の住民の方々だけではなくて、町民の皆さんいろん
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な考えを持ったのではないかなというふうに思いますので、改めて方針等を今後の方針ということ

で説明する機会を設けてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原正男君。 

〇１番（篠原正男君） それでは、通告に従いまして一般質問、最後になりますけれども、おつき

合い願いたいと思います。 

 有害鳥獣駆除対策について伺います。農業関係の有害鳥獣駆除対策に関しまして、これまでもさ

まざまな角度から一般質問や所管事務調査などによってなされているところでありますが、近年鹿

による農業被害が増加しており、早急な対策が必要との声が寄せられております。ニセコ町内での

鹿による農作物の被害の状況とその具体的な対策などもお伺いいたします。 

 また、農業関係のみならず、専業農家という意味の農業ですけれども、のみならず、家庭菜園や

小規模な畑等での被害もあるやに伺っております。町全体での対策が必要と考えますが、この対策

ができないか、あわせてお伺いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） ただいまの篠原議員のご質問にお答え申し上げます。 

 日本における野生鳥獣による農作物被害は、平成22年度の239億円をピークに平成29年は164億円

と減少傾向が続いており、北海道においても同様の67億円が48億円というふうに減少が見られてき

ております。しかしながら、後志では野生の鳥獣被害、農業被害の増加が著しく、同じ調査では平

成22年、2,100万円が平成29年には9,400万円というふうに増加をしている。また、エゾシカによる

被害においても増加となっており、同じ年度の調査で500万円から5,100万円というふうにふえてお

ります。 

 本町における鹿の農業被害については、町の独自調査によったところ、平成29年度においては被

害面積は約28ヘクタール、被害額約350万円ということで、作物全般においての食害、踏み荒らしに

よる被害が発生しているところでございます。現在までの対処としては、猟友会と農業者との協力

のもと、くくりわなの設置や銃での捕獲、農業者個人の予防対策として町補助事業を活用した侵入

防止施設、電牧でありますが、設置により侵入防止や捕獲の駆除等を取り進めているところでござ

います。本町における鳥獣による農水産業被害等における被害の防止を目的としたニセコ町鳥獣被

害防止計画、これ平成23年に策定しております。また、平成26年にニセコ町有害鳥獣対策協議会を

設立し、鳥獣被害防止対策支援事業補助要綱を27年に制定、こういったものから箱わなの貸し出し

や狩猟免許、銃やわなの免許取得に関する経費の補助、農業者については侵入防止施設に対する経

費、あるいは威嚇追い払い機材に要する経費の助成というものを行ってきております。また、地元

猟友会の協力のもと、猟友会と町が連携した取り組みを構築しながら、銃やわなの取得の取り組み

を働きかけ、農業者を初めとした町民の皆様の理解を得て、少しずつではありますが、取得人数も

増加しつつあるというような状況でございます。さらに、捕獲処理方法のご理解をいただきながら、

有害鳥獣の駆除に取り組んできたという状況であります。このことが将来的に鹿のみならず、野生

鳥獣被害の水際での防止につながり、野生鳥獣被害の減少に転じていくのではないかと期待をして

いるところでございます。 
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 なお、家庭菜園等につきましては、それぞれの自助努力で防止策を講じていただきたいものとい

うふうに現在のところ考えております。全体のことを言いますと、こういったことの対処の中でも

猟友会、農業者、役場等のニセコ町単独での活動だけでは被害を減らしていくことは困難、難しい

と考えておりまして、後志総合振興局含めた広域的な取り組みが必要であるというふうに考えてお

ります。引き続き北海道後志振興局などの関係機関との連携を密にしながら、全体としての野生鳥

獣被害撲滅に向かって取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） 全体としては、今現在取り組み中であり、その成果は今後に生かされるも

のであろうというような経過なのかなというふうに今お伺いいたしました。 

 そこで、平成29年第４回ニセコ町議会定例会において同僚議員、猪狩議長ですけれども、質問を

しております。その中で、ただいまお話のあった例えば広域的な取り組みについて検討していくで

すとか、これからやろうという努力を示されております。それからもう２年たとうとしております。

では、どのような努力を今までしてきたのか、その辺がわかれば、お知らせをいただきたいという

ふうに思います。 

 それと、農業者と狩猟免許保有者、もっと平たく言うと農業者が狩猟免許を持つことによって、

みずから自発的に有害鳥獣の駆除をすることによって有害鳥獣が減るのではないかと。極端に言う

と、そういう政策を今までやってきて、またこれからもやっていこうとされているのかなというふ

うに思いますが、果たしてそれでうまくいくのでしょうか。もし今までの中で成果ある取り組みと

して具体的な数字等があれば、教えていただきたいと思います。 

 それから、今回特に鹿という部分で取り上げさせていただきましたが、鹿の生態調査や鹿による

食害調査、具体的にニセコ町における鹿の生態やら、または食害を担当としてどのように調査され、

実態把握をされているのか。いわゆる農業者からの申告等ではなくて、町としてどのように把握さ

れているのか。その点がわかれば、教えていただきたい。 

 それから、一般家庭菜園に関しましては、特に自助努力で行っていただきたいと、特に町として

の政策課題としては認識していないというようなことでしょうけれども、ただ町全体で取り組むと

いうことが餌を与えない、ということは寄せつけないということにつながっていくので、小さいか

ら、もしくは農業生産者でないからそういう補助は行わない、そういうことではないのではないか

なと。例えばエキノコックスの問題にしても、これは全町的に取り組むことによって、要するにベ

イトをまく、散布するのも全町的に取り組むことによってその成果があらわれてくる。なおかつ広

域的に取り組んで、よりその成果が生まれてくると。そういうことを考えれば、鹿に代表される鳥

獣駆除の対策については同様なことも言えるのではないかなと。その辺をもう一度考え直していた

だけないかどうか、お願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 中川課長。 

〇農政課長（中川博視君） 篠原議員のご質問にお答えします。たくさんあったので、全部覚え切

れているかどうか、メモったのですけれども、ちょっと自信ないので、違ったら済みませんが、追
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加でもう一度、これ違うよというのを教えていただければと思います。 

 まず、広域的な検討の部分ですが、昨年、一昨年から蘭越町、真狩村のほうと、鹿ではなく熊で

すが、移動した際の連絡調整をしながら、そちらに行ったよという形で、そのまま追尾をかけて捜

索等の部分で実施させてくださいという形を町村間での協議をしながら、猟友会の活動をさせてい

ただくような形が動くようになってきてございます。 

 あと、農業者の防止の部分の実施状況ですが、平成27年から防止の資格の補助を始めて、29年、

30年と農業者の皆さんのご協力、理解を得て、29年に９名、16名という形で、特にアライグマです

が、わなの取得の免許をとっていただいていると。そのことによってかどうかの確認はしておりま

せんが、29年に関してはアライグマが前年度45頭から135頭、30年においては154頭の捕獲実績が上

がってございます。担当としては、この部分は皆さんのご協力のもとで出た成果かなというふうに

は判断しております。 

 ３つ目、鹿全体の調査はどう行っているのかという部分ですが、独自調査という形で、全農家さ

んに対して農業被害、野性動物の農業被害どうやっていますかという調査は毎年行っております。

あと、その部分に関しての回収率は年末収穫後に行っている部分である程度わかるかなという形で

実施していますが、直接被害に遭ったという話の部分の方々も調査結果のときには回答いただけて

いないという部分もありますので、今後もう少し調査方法を詰めていければなと、考慮しながらや

っていければなというふうには考えてございます。 

 あと、一般部分に関しましては、直接資材の補助という形ではなく、わなの捕獲等での自己防衛

の部分で広げていきたいというふうに考えてございます。一般の町民の方であっても、わなの資格

を取って自己防衛の部分の形にはいけるかと思いますので、そこの部分の周知をもう少し徹底して

いきたいかなというふうには考えてございます。 

 私のほうからは以上になります。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 広域の関係でありますが、後志総合振興局に対しては野性鳥獣対策につい

ての整備拡充というのを要請活動をこれまでも行っておりますし、町村長の会議においてはそうい

う話題も出しております。それから、羊蹄山麓首長会という喜茂別町長が代表やっているところが

ありまして、そこでも年に数回会議ありますので、それぞれ情報共有しております。全体の中では

羊蹄山麓全体は相当実はふえていて、何とかみんなでスクラム組んでやらなければならないよねと

いうところでありまして、こういった予算確保に向けてもお願いをしているところであります。た

だ、これまでのところは、野性鳥獣にかかった経費につきましては特別交付税の対象になっている。

正直言いまして来ている額についてはちょっと確認できないのですが、なっていることから、広域

的には国のほうも含めてそれぞれ頑張ってくださいというような、今のところの対応としてはそう

いう対応が多いということでありますので、また羊蹄山麓含めて広域のほうは少し繰り返し繰り返

し行っていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それと、実は担当課ですとか猟友会のほうの意見も聞いているのですが、全体の意識を盛り上げ

るために講演会とかどうだろうという話もしてはみましたが、なかなかこういうタイトルだけでは
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人も集まらないのではないかということもありますので、チラシ折り込みであるとか、何か別にい

い方法あるかどうか、さらに検討してみたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） 最後に、今お話が出た啓発の部分ですとかにおける広報、啓発活動を具体

的にしていかないと、している、もしくは担当と近しい世界ではわかるというだけではやっぱりい

けないのかなと。町民、先ほど来ずっと話題になっておりますいわゆる情報の共有という基本的な

ところがスタートラインだろうというふうに思います。私が今回お伺いいたしました部分に関しま

しても１つにはいかに周知を広めるか、理解を深めるかという点にあろうかというふうに思います

すし、もう一方で鹿の食害を防ぐ方法としてさらに研究が必要でないのかなということもお伺いを

したいと思います。単に銃で鉄砲で撃ったり、それから箱わなで捕まえたりというよりも、寄せつ

けないというような方法も何かあるのではないかなと、そんな気もするものですから、そういうよ

うな研究もどこかとタイアップして行ってもいいのではないかなというふうに考えております。 

 あと、ぜひとも町全体としての取り組みを行うためにも、家庭菜園だから、個人だからというこ

とではなくて、町全体で食害を防ぐ。また、野性動物の餌になるものを守ると、与えないというよ

うな観点から対策が必要でないかなということを再度お伺いしたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 有害鳥獣の情報を広く伝達して理解促進をするというのは、まさに重要な

ことだと思いますので、検討して、できるところから早急に取り組んでまいりたいというふうに思

います。 

 なお、鹿の食害研究につきましては、実際どの程度北海道内で研究が進んでいるか調査をさせて

いただいて、またご報告させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

〇議長（猪狩一郎君） この際暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３１分 

再開 午後 ３時３２分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

      ◎日程第５ 諮問第１号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題と

します。 

 本件は６月14日に討論を行っている途中で議事を中断した件です。再開に当たっては、斉藤うめ

子議員の反対討論が終了しておりますので、賛成討論から再開します。 

 賛成討論の発言を許します。 

 篠原議員。 
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〇１番（篠原正男君） それでは、人権擁護委員候補者の推薦について賛成の立場で発言をいたし

ます。 

 本件反対討論の中で斉藤議員が2012年の議員研修帰町後の出来事を目撃されて、当時の議会事務

局長として、また人権擁護委員候補者としてふさわしくないのではないかとの指摘がなされました。

町側は、早速大野氏からの聞き取りを行い、その内容はおおよそ次のとおりです。７年前のことで

すので、記憶を頼りに回答されたそうでございます。まず、2012年７月４日の行動は、アサヒビー

ル北海道工場の見学やそこでの試飲を行ったこと、工場併設のレストランで昼食をとったこと、道

議会を訪問し、ニセコ町への帰着時刻は昼食時から数時間後の夕方５時ころだったことなど、大ま

かな行程は斉藤議員の指摘と一致する部分もありますが、一方事実と異なる点もあるようです。 

 次に、北海道議会の傍聴を行う日程を承知していることから、午前の日程では各自自覚を持った

中で工場見学の際の試飲やその後の食事をとっていたとのことや当日の道議会は日程がおくれ、本

会議や予算特別委員会の傍聴はできず、本会議場を見学し、道議会議長とニセコ町の将来について

懇談をしていることは当時の議会だよりなどでも報告されていること。これらを踏まえれば、本研

修が行えないような状況の議員はいなかったので、明らかに大量に飲酒していたという状況は見ら

れなかったとのことです。 

 さらに、帰りのバスでの飲酒の指摘は、担当者の復命書や議員会の領収書等を点検したところ、

その事実はないとのことであります。これは、推測の域を脱し得ませんが、一例として体重65キロ

グラムの成人が350ミリリットルのビールを２缶飲んだ場合の体内アルコールの分解が約４時間と

されていること並びに道議会議長との懇談がなされていることや帰りのバスでの飲酒が認められな

かったことから、斉藤議員の指摘は当てはまらないものと推察いたします。 

 議会は法廷の場ではありませんが、私は大野氏の人権擁護委員としての活動の一端を調べさせて

いただきました。３年前に大野氏は初めて人権擁護委員候補者として議会の同意を求められ、議会

は議員全員賛成で適格者との同意をしています。そして、法務大臣から任命を受け、その職を全う

されてきたことに対し、私は大変ありがたく感じています。昨年の例でその活動の一端をお知らせ

すれば、年間10回程度、札幌法務局庁舎や同じく倶知安支局庁舎などで開催の人権擁護委員協議会

や高齢者、障害者の人権委員会議に全て出席され、そのほかに町内小学校からの依頼による人権教

室の開催や人権擁護に関する啓発活動にも積極的に取り組まれています。また、倶知安人権擁護委

員協議会事務局、これは札幌法務局倶知安支局内に設置しているものですが、毎週１回出勤されて、

人権に関する相談の対応などを担っています。これらの活動は、無報酬で行われております。この

ように真摯に取り組まれてきた経過を踏まえ、町長からの再度推薦したいとの提案があったことを

十分に理解し、今回の大野氏の再任は適任と考え、推薦に賛成いたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「はい」の声あり） 

 斉藤さん、１回限りなので、前回しておりますので、発言権はありません。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 青羽議員。 
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〇９番（青羽雄士君） では、私のほうから簡単に賛成の立場で発言いたします。 

 選任に当たって、副町長の説明にもありましたが、人権擁護委員は国民の基本的人権が侵害され

ることのないように監視し、もしこれが侵害された場合にはその救済のため速やかに適切な措置を

するとともに、常に自由人権思想の普及、高揚に努めることをその使命とする公職です。選任に当

たっては、活発な活動が期待できる方、女性委員登用、若い世代の委員の登用といったことを選考

の上で考慮していると伺っております。大野氏は、年齢的には60歳代ですが、壮健であり、これま

で１期３年間、同委員の任務をしっかりと果たされていること、長く行政の職を担ってこられた経

験を生かし、また町を熟知していることから地域とのつながりを重んじており、その使命を果たす

責務の認識を強く持っている人物であることは多くの人が知るところです。 

 今回の大野さんの再任は適任と考え、推薦に賛成いたします。 

（「議長」の声あり） 

〇議長（猪狩一郎君） 動議ですか。 

〇５番（斉藤うめ子君） 私の発言に事実と異なるという発言を篠原議員がされましたので、その

件について私は反論したいと思っています。そして、私はこの日のことを日記に詳しく書いていま

す。それをもとにして前回反対討論をさせていただきました。私は何も個人的に大野さんに恨みが

あるとか、そういうわけではありません。ただ、私は淡々と事実を述べさせていただいて、そして

こういう事態において議会事務局長の立場であって、そして飲食をしたことは、飲食というよりも

ビール工場でそんな、何かいろいろとアルコール、65キログラムの成人が60ミリリットルのビール、

アルコールが分解云々ということがありましたけれども、ビール工場見学のときに30分飲み放題、

本当に私はよくこんなに皆さん飲めるなと思ってびっくりしたことがあります。そして、続いて、

ここにも書いてありますけれども、アサヒビール工場内で日本料理店でまた大ジョッキが出てきた。

そして、その後確かに道議会に行って視察したことは事実ですけれども、このビールの量というの

は大変な量を召し上がっていたことは事実です。ですから、これは事実と異なることではなくて、

私にとっては事実です。 

 そして、今青羽議員がおっしゃったように、人権擁護委員というのは国民の基本的人権が侵犯さ

れることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合にはその救済のために速やかに適切な措

置をとるとともに、常に自由人権思想の普及、高揚に努めることがその使命とする公職であるとい

う立場です。ですから、この人選というのは人権擁護委員です。私は、人権擁護委員がたとえ過去

のこと、これ2012年の７月４日のことですけれども、こういう事実があったということに対して私

は同意はできません。そして、議会議員を守るべきはずの立場にあった議会事務局長という立場で

あって、その職責を果たしていなかった。何ら飲酒運転に対してとめることがなかったということ

は、事故がなかったからいいのではなくて、こういうことに対して、人権擁護委員としては、それ

をとめなかったということは私はそういう方に人権擁護委員になっていただくことに対して適任だ

とは同意できない思いでいます。 

 前回３年前に全員一致で大野さんの人権擁護委員を認めたということなのですけれども、私はそ

のときも大変悩みましたけれども、また議会でハラスメントに遭うのではないかという恐れから声
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を上げることはできませんでした。最初から言うべきだったと後悔しています。ですから、今はも

う恐れることなく、何をやってもハラスメントに遭うのだったら、私は自分の信条に基づいて本当

のことを申し上げたい。そういう思いでいるだけです。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） この際、議事の都合により午後４時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４５分 

再開 午後 ３時５７分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

      ◎会議時間の延長 

〇議長（猪狩一郎君） この際、議事の都合により午後４時を延長したいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５７分 

再開 午後 ４時１０分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

      ◎日程第５ 諮問第１号（続行） 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤さんに申し上げます。 

 討論は１人１回の原則があります。これをご了承願いたいと思います。 

 ほかに反対討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって討論を終了します。 

 これより諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第６ 議案第５号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第６、議案第５号 ニセコ町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更
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についての件を議題といたします。 

 質疑はありませんか。 

 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） この過疎計画の中で事業者の今回更新しようとするバキュームカーの保有

台数と今後の更新計画、特に耐用年数４年ということでありますから、恐らく早晩更新が必要にな

るのだろうというふうに考えます。更新計画がどのようになっているかお伺いします。 

〇議長（猪狩一郎君） 中村課長。 

〇町民生活課長（中村正人君） 篠原議員のご質問にお答えいたします。 

 今現在し尿の収集運搬車両については３台保有しておりまして、そのうちの今年度今回の分は１

台更新ということで、次の予定が平成37年度以降、令和７年度以降に次の更新を予定しているとこ

ろであります。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） 再度お伺いいたしますが、耐用年数４年で、実際一生懸命頑張って苦労さ

れて10年間もたせてきたと。今回の令和７年度更新予定のものは、いわゆる耐用年数からいってど

のぐらいオーバーしているものなのでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 中村課長。 

〇町民生活課長（中村正人君） 篠原議員のご質問にお答えいたします。 

 初年度の登録が平成27年４月のものでございまして、耐用年数を４年とすると31年なので、６年

ぐらいオーバーする予定なのですけれども、それ以降予定ということで、できるだけ頑張って業者

さんでは使っていくということになっております。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） できるだけ業者に頑張って使っていただくということは、努力として当然

といいますか、行政側としては当然のことだというふうに思いますが、ただ車体本体の安全性だと

か、運転されている業務をされている方の安全確保をどのようにするのかというあたりの視点なく

して、ただ単に長くもたせればいいというものではないと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 中村課長。 

〇町民生活課長（中村正人君） ご質問にお答えしたいと思います。 

 そういった整備的な面についても事業者と一緒に相談しながらやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 
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 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第５号 ニセコ町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についての件を採決いた

します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第７ 議案第６号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第７、議案第６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画書の一部変

更についての件を議題といたします。 

 質疑はありませんか。 

 高木議員。 

〇８番（高木直良君） この総合整備計画案は、平成28年度から令和２年度までとなっております。

これは来年度に終了する計画でありますが、この後令和３年度以降の計画については準備をされて

おるのか、あるいはもともともうちょっと長期の計画があって、５年度単位で明記して実行してい

るのか、その辺についてお伺いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） 今のご質問にお答えしたいと思います。 

 辺地計画につきましては、令和３年以降ということになるときに、またそれぞれの辺地の地域の

中での事業計画等を精査した中で必要に応じて計画をつくっていくということに予定しているとこ

ろでございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 「必要に応じて」との回答ですが、現地の施設の状況把握はできるだけ早

く行う必要があると考えます。各対象地域には道路や飲料施設など今後改修すべき施設がたくさん

あるはずなので、計画書そのものは５年単位でよろしいかと思うのですけれども、できるだけ中長

期の視野を持ってお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） 今ご指摘のとおり、町の大規模な事業等につきましては長期的な視点

で計画していくということは当然やっていかなければならないことと思っておりますけれども、辺

地計画については５年のスパンでやるものですから、この後の計画についても５年の中の事業とい

うことで辺地計画にはのせていくということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画書の一部変更についての件を採決し

ます。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第８ 議案第７号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第８、議案第７号 非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償

支給条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第７号 非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正す

る条例の件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第９ 議案第８号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第９、議案第８号 ニセコ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第８号 ニセコ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第１１ 議案第９号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第11、議案第９号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算の件を議題

とします。 

 質疑はありませんか。 

 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） ８ページの教育費国庫負担金のところで上から３段目になるのですけれ

ども、幼児センター費負担金の中で子どものための教育・保育給付費負担金というのがあります。

それから、それと同じく、10ページにも子どものための教育・保育給付費負担金というのがありま

す。これは、支出金は区分では道支出金になりますか、その前は国庫支出金になって、それで伺い

たいのは、この教育・保育給付費負担金、これと22ページにある地域型保育事業給付費負担金、こ

れは親の仕事の事情とか、いろんなことでニセコ町から例えば蘭越町に移るとか、そういうふうに
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交換しているあれなのですけれども、今伺いたいのは子どものための８ページと10ページのところ

です。これは、子どもを幼児センター以外のところに預けているわけです。本来だったら幼児セン

ターの中で受け入れるところがこの予算でほかのところに移っている。このときの対象者になるの

はどういう方たちが、年齢とか、それから本来だったら幼児センターの中で保育をしていただく方

が、例えば人数がオーバーしてしまったとか、そして順番とか、その辺のところ、ちょっと内容に

ついて、人数どのくらいになっているのか、そして幼児センターで例えば人数が減った場合はまた

戻ってくることが可能なのか、その辺のところをちょっと教えていただきたいと思っています。 

〇議長（猪狩一郎君） 酒井幼児センター長。 

〇幼児センター長（酒井葉子君） 今の質問にお答えしたいと思います。この希望された方は１歳

児クラスの子どもで、実は１歳児クラス今現在16名定員のところ16名全員入っております。緊急を

要したので、幼児センターのほうでも受け入れをしようということで整えてはいたのですけれども、

１歳児が定員いっぱいなので、ゼロ歳児のほうで保育する形になるということでお話をしたところ、

蘭越のベアーズさんのほうであきがあるということで、同じ年齢の子供たちと一緒に保育をしてい

ただきたいということの希望もありまして、蘭越のベアーズのほうにお願いをしたという形になっ

ております。ということで、今蘭越のほうに通っています。それの関係で歳入のほうは地域型保育

事業給付費負担金のほうで、これは国のほうと道のほうから補助があるということで歳入のほうで

も上げさせていただいているところです。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） ということは、預かってもらう保護者の希望で、幼児センター１歳児は

いっぱいだけれども、ゼロ歳児のほうで受け入れられるという状況だったけれども、ベアーズさん

のほうを希望したということでベアーズさんのほうに行った。それで、これ２カ所に書いてありま

す。８ページと10ページと、それは別なお子さんになるわけですか、同じくなりますか。 

〇議長（猪狩一郎君） 酒井センター長。 

〇幼児センター長（酒井葉子君） この地域型保育事業給付費負担金ということで国と道から入る

ので、一人の子どもに対しての負担金の部分で国と道からの収入、歳入が入るということになって

います。１名の子に対してです。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） では、これあわせて１名ということになりますか。それで、もしこの保

護者がまた幼児センターに戻りたいという希望があれば、それはそのときに戻ることはできるわけ

ですか。 

〇議長（猪狩一郎君） 酒井センター長。 

〇幼児センター長（酒井葉子君） あきができた状態では戻ることは可能になります。 

〇議長（猪狩一郎君） 青羽議員。 

〇９番（青羽雄士君） 15ページの総務費、一般管理費、旅費11万2,000円、特別旅費11万2,000円

というやつです。これＧＩＳシステム導入のための研修をするのだと、それで職員を派遣するのだ
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という説明だったと思います。このＧＩＳシステムって地図を全て統合してするような、そういう

説明をいただいたと思うのですけれども、この機器の導入時期、またその機器の価格、例えば価格

でこれをいつ予算化に上げようと思っているのかお伺いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 実は、予算につきましてはことしの当初予算で計上しておりまして、235万4,000円ということで

委託料で総務費のほうで予算計上しているものでございます。７月、来月に入ったら発注できるよ

うにということで、今準備を進めているところでございます。これの導入に向けて、当初予算のと

きの説明でもあったかなというふうには思うのですが、いろんな地図情報がうちの町の中にあると

いうことで、それを１枚に重ね合わせるようなことをすることによってそれぞれの例えば圃場だっ

たり地籍だったりがわかるということで、町で持っている資産がペーパーになっているものを一つ

の統合型ＧＩＳというシステムを入れることによって活用していこうというもので、平成30年度に

初級の研修を受けに既に行っておりまして、今回ちょっとそれよりも専門的なほうの研修を受けさ

せるということで特別旅費としての研修旅費を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 関連の質問なのですけれども、研修を受けるということによって例えば今

後地形なり、あるいは管理している公物がどんどん変化していきます。ですから、この変化に即応

する地図のメンテナンスというか、情報を書きかえていくという作業が必要なのですけれども、そ

れは自分たち職員ができると、その程度まで研修レベルが用意されているということで理解してよ

ろしいでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） 今回の研修に出す職員の研修事項でございますけれども、演習等もあ

りまして、その中でそれを通じて地理的空間情報の整理ですとか集約、地図上における行政課題に

応じた問題分析、公表用の地図表現等の実践的な業務に用いる具体的な手法を習得するということ

で書かれておりまして、地図のデータを更新していくというのを自前でやるということではないも

のでございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） わかりました。できればそういうこともできるようにしたほうが、地図の

更新のためにまた委託を出すということになりかねませんので、できれば自前でできるような、そ

ういう体制が望ましいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） ご指摘いただきまして、どの程度うちの職員としてのスキルを、職員

も人事でご存じのようにかわったりするものですから、今の担当している職員は非常にうちの職場

の中でも詳しい職員なものですから、今後の人事のこともありますけれども、費用をかけないよう

になるべくしていけるものであれば、例えばまた次の研修にも出すとか、その辺も検討してまいり
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たいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 篠原議員。 

〇１番（篠原正男君） 同じく関連してですけれども、当初予算で機械本体購入予算を計上してい

て、なおかつ今回補正予算にて研修が必要だから研修旅費を計上するというのは、僕は本末転倒で

はないかと。購入段階でこういう計画が必要であれば、しっかり予算を見るべきでないかと単純に

思うのですが、もしその辺のいきさつが何かあるのであれば、教えていただきたいなというふうに

思います。 

 それと、18ページの予防費に関してなのですけれども、ちょっと私が聞き忘れしたのかと思いま

すけれども、風疹等の予防接種に関しまして当該年度間のニセコ町の在住者といいますか、何名を

想定しているのかというのをもしわかれば、教えていただきたいというふうに思います。 

 それと、これもまた聞き忘れかもしれません。20ページの綺羅乃湯の大改修における実施設計と

工事の時期なのでございますが、今の時点で11月ぐらいかなというふうにちらっと聞いた記憶あり

ますけれども、どのような時期の計画をされているのか伺いたい。実施設計した後に本年度中に工

事が完全にできるのかどうかということをお伺いしたいというのと、綺羅乃湯施設の営業への影響、

つまり休まなくてはいけないとか、そういうものあれば補償、補填というものが発生するかと思わ

れますが、その辺は影響ないのかどうか。お願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 阿部課長。 

〇総務課長（阿部信幸君） それでは、一番最初のＧＩＳの研修の旅費について当初で見るべきで

はなかったのかということかと思います。確かに当初予算ではシステム導入のほうの予算見ていま

して、実は年度がかわりまして４月に、うちの職員の研修旅費として自主研修という枠で研修旅費

を持たせていただいているのですが、その中に本人からの申し出がありまして、ぜひこの研修を受

けたいのだということで上がってきたものでございます。それで、自主研修の整理といたしまして、

本来業務でやるべきものはそれぞれの科目で予算見るべきではないかという整理をしまして、今回

補正させていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（猪狩一郎君） 桜井課長。 

〇保健福祉課長（桜井幸則君） それでは、18ページの風疹の検査の関係で対象人数が何人かとい

うところですけれども、今年度は昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性、350人を対

象としております。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 福村課長。 

〇商工観光課長（福村一広君） それでは、篠原議員の質問にお答えしたいと思います。 

 先日の議員協議会の中でも少しご説明させていただいたのですけれども、一応施行時期は11月と

しているのですけれども、今の状況ですと10月の中から末ぐらいから12月の上旬ぐらいまでのやや

１カ月半から２カ月ぐらいかかるのではないかというふうに今考えておりまして、これについては

設計に入る段階でまた協議を業者としていくと。これから入札等も行っていきますので、設計等の
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業者等決まりましたら工期がはっきりしてくると。その段階で、綺羅乃湯の補償の問題については

期間が決まればそこでどういうふうな形にしていくのかというのを方針を決めて、９月定例議会に

一応また補填の部分の補正予算を出していきたいというふうに考えております。状況わかりました

らまたお知らせしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 小松議員。 

〇７番（小松弘幸君） 19ページの特別旅費71万2,000円、参加負担金35万円は、第２次アクション

プラン先進地視察としてほかの地域の方とドイツ合同視察に行かれると思うのですが、どういった

内容になっているか教えていただきたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 山本課長。 

〇企画環境課長（山本契太君） これについては、まず第一の目的としては、今スタートしており

ます市街地近郊での街区整備、ＳＤＧｓの街区整備ということでご案内申し上げているところです

が、この街区整備が基本的には、ドイツのフライブルクのヴォーバン地区という住宅街がありまし

て、そこを一つのモデルとしていると。全くそれと同じものをつくるというつもりはさらさらあり

ませんけれども、エネルギーの使用の方法だとか、それから以前にもご説明申し上げた場面もあっ

たかと思うのですが、街区の中でのコミュニティーの形成とエネルギーとの関係の町内会のルール

ですとか、それらのものをまず何よりもきっちりと、我々もお話聞いたり勉強させていただいては

いるのですけれども、実際にやっぱり見てこないとというところもありまして、それをまず第一義

的に専門家の現地での丁寧なアテンドのもとに勉強してまいりたいと考えているところでございま

す。 

 それから、あわせて木材の利用についてもその街区周辺でも行われている関係があって、今回そ

れらのことについても調査に取り組むものですから、あわせてそこの勉強、木材の域内利用という

ことについても勉強してまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第９号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算の件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 この際、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３８分 

再開 午後 ４時３９分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

      ◎日程第１１ 議案第１０号から日程第１３ 議案第１２号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第11、議案第10号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎建

設工事（建築主体工事））の件から日程第13、議案第12号 請負契約の締結について（ニセコ町役

場新庁舎建設工事（機械設備工事））までの３件を一括議題とします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 副町長、林知己君。 

〇副町長（林 知己君） お疲れさまでございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第11、議案第10号 請負契約の締結について説明をいたします。 

 議案の２ページをお開きください。議案第10号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎

建設工事（建築主体工事））。 

 次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。 

 記、１、契約の目的、ニセコ町役場新庁舎建設工事（建築主体工事）。 

 ２、契約の方法、制限つき一般競争入札。 

 ３、契約金額、13億2,880万円。 

 ４、契約の相手方、泰進・浦野・石塚特定建設工事共同企業体、代表者、札幌市中央区北２条東

２丁目１番地16、株式会社泰進建設代表取締役、戸井宣夫。 

 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本件につきましては、ニセコ町役場新庁舎建設工事の建築主体工事にかかわる契約に関するもの

で、総合評価落札方式により、工事の品質確保のため工事価格及び施工実績、配置技術者、地域貢

献等を総合的に評価することから、令和元年５月10日に制限つき一般競争入札の公示をした結果、

泰進・浦野・石塚特定建設工事共同企業体と阿部・牧野特定建設共同企業体の２つの共同企業体が

参加をいたしました。５月28日に標準点と技術評点を審査、６月10日に入札を実施し、評価値の最

も高いものを落札事業者とした結果、評価値の最高が9.4371で入札金額が消費税抜きで12億800万円

の入札金額を入れた泰進・浦野・石塚特定建設工事共同企業体に落札したものでございます。なお、

予定価格に対する落札額の割合、いわゆる落札率は99.2％でございます。 

 議案第10号に対する説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第12、議案第11号 請負契約の締結についてについて説明をいたします。 

 議案の４ページでございます。議案第11号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎建設
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工事（電気設備工事））。 

 次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。 

 記、１、契約の目的、ニセコ町役場新庁舎建設工事（電気設備工事）。 

 ２、契約の方法、制限つき一般競争入札。 

 ３、契約金額、２億6,950万円。 

 ４、契約の相手方、樋口・本間特定建設工事共同企業体、代表者、虻田郡京極町字京極541番地、

樋口電気工業株式会社代表取締役、樋口健二。 

 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本件につきましてもニセコ町役場新庁舎建設工事の電気設備工事にかかわる契約に関するもの

で、こちらも総合評価落札方式により、工事の品質確保のため工事価格及び施工実績、配置技術者、

地域貢献等を総合的に評価することから、令和元年５月10日に制限つき一般競争入札の公示をした

結果、樋口・本間特定建設工事共同企業体の１共同企業体と第一電設株式会社、株式会社富士電機

の単体企業２社が参加をいたしました。５月28日に標準点と技術評点を審査、６月10日に入札を実

施し、評価値の最も高いものを落札事業者とした結果、評価値の最高が4.5714で入札金額が消費税

抜きで２億4,500万円の入札金額を入れた樋口・本間特定建設工事共同企業体に落札したものでござ

います。なお、工事価格に対する落札額の割合、いわゆる落札率は98.2％でございます。 

 議案第11号に対する説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第13、議案第12号、こちらも請負契約の締結についてでございます。 

 議案の６ページでございます。議案第12号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎建設

工事（機械設備工事））。 

 次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。 

 記、１、契約の目的、ニセコ町役場新庁舎建設工事（機械設備工事）。 

 ２、契約の方法、制限つき一般競争入札。 

 ３、契約金額、２億6,400万円。 

 ４、契約の相手方、藤井・浦野・本間特定建設工事共同企業体、代表者、札幌市豊平区美園11条

６丁目１番24号、藤井設備株式会社代表取締役、永山勝繁。 

 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 本件につきましてもニセコ町役場新庁舎建設工事の機械設備工事にかかわる契約に関するもの

で、こちらも総合評価落札方式によりまして、工事の品質確保のため工事価格及び施工実績、配置

技術者及び地域貢献等を総合的に評価することから、令和元年５月10日に制限つき一般競争入札の

公告をした結果、池田・志田・長澤特定建設工事共同企業体と藤井・浦野・本間特定建設工事共同

企業体の２つの共同企業体が参加をいたしました。５月28日に標準点と技術評点を審査、６月10日

に入札を実施し、評価値の最も高いものを落札事業者とした結果、評価値の最高が4.6875で入札金

額が消費税抜きで２億4,000万円の入札金額を入れた藤井・浦野・本間特定建設工事共同企業体に落
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札したものでございます。なお、予定価格に対する落札額の割合、いわゆる落札率は98.7％でござ

います。 

 議案第10号から12号のニセコ町役場新庁舎建設工事の工期につきましては、議決をいただいた後、

令和元年６月24日から令和３年２月28日までを予定してございます。 

 議案第12号に関する説明は以上でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより日程第11、議案第10号 請負契約の締結についての質疑に入ります。質疑はありません

か。 

 高木議員。 

〇８番（高木直良君） ただいまの説明でそれぞれ３件につきまして総合評価方式ということで、

２グループがエントリーして、評定によって総合評価をされたということであります。今回入札さ

れたところの評点については説明がございましたけれども、外れたというか、落ちたほうのグルー

プの評点、あるいはそれぞれどのような技術点なり技術者配置なり、そういう項目について評価を

されたか、そういう詳細なデータについては公開可能なものかお聞きしたいと思います。 

 また、２カ年にわたる工期でありますけれども、令和元年にそのうち何％をそれぞれ実施予定な

のかお知らせいただきたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 黒瀧参事。 

〇建設課参事（黒瀧敏雄君） 高木議員のご質問にお答えしたいと思います。２点ほどあったと思

います。 

 まず、１点目が総合評価の配点はどのようにしているかというところなのですけれども、実際に

もううちの町のホームページのほうに今回の結果については公表しております。こちらで言います

と、実際にどんなことを評価しているかというところなので、まず先ほど副町長からも説明あった

ように標準点と技術点というところなのですが、工事成績、いわゆる会社の工事成績です。これを

まず見ています。それとあと、ＩＳＯの取得、これを見ております。それとあと、技術者の資格、

例えば建築であれば１級建築士とか、２級建築士とか、あとは１級施工管理技士とか２級施工管理

技士を持っているかどうか。それとあと、地域精通度というのがありまして、これが一番大きいの

ですけれども、例えばニセコ町に本店、支店、または営業所があるとか、あと施工実績ということ

でニセコ町内に実際に工事の実績があるかどうか、それとあとニセコ町内でボランティア事業をや

っているかどうか、それとあと従業員数としてニセコ町にどれだけの人がいるかというのを地域精

通度というところで評点として見ています。それとあと、労働福祉というところで、ちゃんとした

建退共とか、あと中小企業の年金等加入しているかどうか、こういうのもしっかりと審査していま

す。 

 まずこれを見て、これを総合的に見まして100点満点プラス16点満点、合わせて116点を満点に見

ています。それとあと、実際に先ほど入札の金額を説明したように実際に入札の金額を、先ほど言

った標準点と加算点の部分、これを足したものを先ほどの入札の金額で割ったやつで数字、建築で



 - 144 - 

あれば9.4371とか、電気であれば4.5714とか、あと機械であれば4.6875とかという形で総合評価の

点数を決めております。詳細、落ちた部分については、今回の決定事業者も落ちた事業者もそうな

のですけれども、ホームページのほうを見ていただければ、この辺の配置の点数が入っているので、

これは一般の方々が見られるようにうちの町のホームページのほうで公開していますので、詳細は

ホームページを見ていただきたいというふうに思っております。 

 それと、工事の割合については、現在建築については2019年度では50％、約半分を今見ています。

2020年に残りの50％をやってもらうというのが建築工事で契約上考えています。それと、それぞれ

電気と機械については2019年度に約15％の工事をやってもらうように契約の中の約款にうたってい

ます。残りの85％をそれぞれ2020年にやってもらうという、そういう形で今回契約の約款上にして

おります。 

 残念ながらだめだったところについての点数なのですが、先ほど言ったように評価点で決めるも

のですから、両方を満たしていかなければいけないのですけれども、そもそも予定価格というのを

設定しております。今回総合評価の中には失格のための金額も設定しておりまして、最低価格、そ

れとあと予定価格というのがありまして、今回残念ながら落ちた事業者のほとんどがこの予定価格

を超えてしまったということで、点数に反映されなかったという結果になっています。いわゆる無

効という形になりましたということでよろしいでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第10号 請負契約の締結について採決に入ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより日程第12、議案第11号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎建設工事（電気

設備工事））の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第11号 請負契約の締結についての採決に入ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより日程第13、議案第12号 請負契約の締結について（ニセコ町役場新庁舎建設工事（機械

設備工事））の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第12号 請負契約の締結についての採決に入ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

（「異議なし」の声あり） 

 

      ◎町長の発言 

〇議長（猪狩一郎君） ここで次の議題に入る前に、町長から発言を求められていますので、これ
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を許します。 

 町長、片山健也君。 

〇町長（片山健也君） ただいま議長から発言のお許しを得ましたので、条例の説明に入る前に一

言おわびを申し上げたいと思います。 

 これまでご説明申し上げましたとおり、公営住宅の収入基準超過者に関する使用料につきまして

大変な間違いを犯してしまいました。心から深く町民の皆様並びに議会議員の皆様におわびを申し

上げたいと思います。また、特に公営住宅入居者の皆さんにおかれましては、大きな心配と動揺を

おかけしたということを改めて深くおわびを申し上げたいというように思います。 

 ３月18日、臨時の課長会議を開き、全職員に周知をするとともに、２つのことを今洗い出しをし、

二度とこのようなことがないよう現在調査をしているところであります。１点目は、法定受託事務

あるいは自治事務ありますが、これらについて国の制度に基づいて国の改正に基づいて動いて住民

の皆さんから使用料あるいはそういった料金を徴収しているものについて、これらについてはきち

っと地方政府としての条例化を図る、あるいは規則によって明らかにするように条文制定をする。

そのことの洗い出しを担当課にお願いをしております。もう一点は、町独自でパソコン等を使って、

徴収をしている職員が自分で努力をして、できるだけコストをかけないようにとつくっているもの

も幾つかあるものというふうに考えておりまして、北海道電算センターに現在私ども加盟しており

ますので、このセンターで共通様式がありながら独自で使って行っている作業がないかどうか、そ

れからもう一つは、国全体で動いていて、ほかの町村が入っているにもかかわらずうちが独自でつ

くっているコンピューター上の電算に関する作業がないかどうか、そのことの洗い出しを行い、共

通様式にできるものは今後していって、ほかからのチェックも入るような、そういったチェック体

制の充実を図ってまいりたい、このように考えているところであります。職場内を引き締めて、こ

うした過ちがないよう今後とも努力をしてまいる所存でございます。 

 重ねて今回の不手際に心からおわびを申し上げ、条例の説明に入らせていただきたいと思います。

どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。申しわけありませんでした。 

 

      ◎日程第１４ 議案第１３号から日程第１６ 議案第１５号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第14、議案第13号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の件から日程第16、議案第15号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算までの件３件を一括

議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 副町長、林知己君。 

〇副町長（林 知己君） それでは、日程第14、議案第13号 特別職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を説明をいたします。 

 議案の８ページをお開きください。議案第13号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例。 

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 
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 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 ９ページをお開きください。下段の提案理由についてですが、読み上げます。提案理由、平成26年

度から令和元年度までの公営住宅の家賃算定誤りに対して、町長の令和元年７月から９月、副町長

の令和元年７月から８月の給料を減額するため、この条例案を提出するものでございます。 

 議案の説明に入る前に、今回の住宅使用料算定の誤りについての経過、原因、再発防止の取り組

み、今後の対応について説明をさせていただきます。まず、経過でございますが、平成31年３月、

住宅使用料算定の確認作業を行っていたところ、国の定める収入基準を超えている者に対する住宅

使用料の算定に誤りがあることが判明いたしました。政令の改正により平成26年４月１日から本来

ならば収入超過者の認定基準額を15万8,000円とするところを改正前の20万円で算定していたこと、

また収入超過者に対して加算される家賃の算定方法が誤っていたため、収入超過者に対する住宅使

用料が平成26年度から平成31年度までの６年間で195件、2,777万7,600円を過少徴収していました。 

 原因といたしまして３点ご説明いたします。１点目に、町の独自システムの計算式の修正漏れで

ございます。住宅使用料の算定について町独自で作成したエクセルにより算定を行っており、本来

ならば政令の改正により平成26年４月から収入超過者に対する住宅使用料算定の計算式を修正しな

ければならなかったわけですが、修正が行われておりませんでした。２つ目として、職員の知識不

足、住宅使用料は国で定めた法律に規定する方法により入居者の所得金額、家族構成等に基づき個

別に算定しているため、入居者ごとに毎年使用料が変わるなど、算定方式及び独自作成システムが

複雑になっており、職員の業務知識が不十分でありました。３つ目に、チェック体制の不備でござ

います。収入申告書の入力や使用料算定作業において２人の職員が事務を行ってきましたが、課内

のチェック体制が十分に機能しておりませんでした。 

 これらを受けまして、再発防止の取り組みといたしまして３点ご説明いたします。まず１点目に、

住宅使用料算定方式の条例化でございます。住宅使用料の算定についてこれまでの公営住宅条例は

国の法令に準ずるものとなっていましたが、今後は算定方式を条例で明記し、職員及び住民にとっ

てわかりやすく理解しやすいものとなるよう条例及び規則の改正を行います。今回議案第14号で条

例改正の提案をさせていただきます。２点目に、住宅使用料算定の専門システムの導入でございま

す。使用料算定時にこれまで使用していたニセコ町独自のエクセルのシステムでは国の法改正があ

った際など職員がみずからエクセルを修正しなければならなかったため、誤りが生じやすかった状

況です。今後は、近隣町村などで既に導入されている住宅使用料算定の専門システムを導入し、こ

のような誤りを防止するため、今回議案第15号の補正予算においてシステム導入経費を計上させて

いただいております。それと、３点目でございます。チェック体制の強化ということで、専門シス

テムを導入してもチェックがおろそかになれば誤りは発生するため、複数の職員によるチェックを

行うとともに、課内のチェック体制を強化していきたいと考えております。 

 次に、今後の対応でございますが、こちらも３点ございます。家賃が急激に増加することは入居

者の皆様にとって大きな負担となるため、周知期間を設けた後、令和２年４月より町条例の規定に

基づいた住宅使用料に変更したいと思います。２点目に、今回の住宅使用料の算定誤りは町の事務

処理誤りであり、入居者の皆さんに責任がないことから、過少分は徴収しないこととしております。
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３番目に、６年間での対象者のうち、現在も入居していただいている65世帯に対して町の担当者が

訪問し、内容の説明と謝罪を行っているところでございます。また、今後とも対象となる入居者の

皆様のプライバシーや人権が損なわれないよう、最大限の配慮をしていきたいというふうに考えて

ございます。 

 それでは、今回の改正につきましてご説明をいたします。議案の９ページでございます。今回の

改正につきましては、附則に次の２項を加えます。 

 19項として、令和元年７月１日から令和元年９月30日までの間に限り、町長に支給する給料は、

第３条第１項の規定にかかわらず、その給料月額は別表第１に定める額に100分の70を乗じて得た額

とする。 

 20項として、令和元年７月１日から令和元年８月31日までの間に限り、副町長に支給する給料に

ついては、第３条第１項の規定にかかわらず、その給料月額は別表第１に定める額に100分の80を乗

じて得た額とする。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたします。 

 なお、職員の賞罰につきましては、職員の賞罰及び賠償審査委員会から、不適切な業務執行に該

当いたします管理職２名及び係長職２名については減給10％１カ月の懲戒処分、また係職２名につ

いては注意処分としての答申を受けておりますので、それに基づいて今月中に処分する予定といた

しております。 

 議案第13号に関する説明は以上でございますが、このたびの件につきまして大変申しわけござい

ませんでした。 

 続きまして、日程第15、議案第14号 ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例を説明をいたし

ます。 

 議案の10ページでございます。議案第14号 ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例。 

 ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 12ページをお開きください。12ページの下段に提案理由がございますので、読み上げます。提案

理由、従前の公営住宅法に基づく事務取扱から町条例として明文化することにより、公営住宅にお

ける家賃算定及び決定経過を明確にし、もって適正な事務執行に資する。あわせて、町営住宅の家

賃の算定方式について本条例で明確化することで受益者である住民にとってわかりやすい内容とす

るため、この条例を提出するものでございます。 

 改正の内容につきまして、別冊に新旧対照表と説明資料がございますので、こちらでご説明をさ

せていただきます。いずれも１ページとなります。まずは、説明資料の１ページをごらんください。

資料１ということで、ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例の概要ということです。提案理由

は先ほど読み上げた部分と同じですので、省略をさせていただきます。 

 改正条例の個別条項の改正内容ですが、新旧対照表では１ページとなります。まず、第13条の一

部改正では、入居の承継を承諾しない要件のうち、収入に関する要件について国の法令を参照する

こととしているものを条例に明記する改正です。こちらは、国の法令で定める金額と変更ありませ
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んので、31万3,000円でございます。 

 第15条は全部改正で、家賃の決定について、算定方法のうち国の法令を参照することとしている

もの及び算定の具体的な計算方法を条例に明記する改正でございます。家賃決定の算出式の明記で

は、家賃イコール家賃算定基礎額掛ける市町村立地係数掛ける規模係数掛ける経過年数係数掛ける

利便性係数となります。家賃算定基礎額区分の明記では、Ⅰ階層からⅧ階層まで、入居者の収入、

それぞれの階層ごとに家賃の算定基礎額についても階層ごとの明記をしております。また、区分に

つきましても、第Ⅰ階層では一部減免対象、ⅤからⅧ階層については収入超過者で一部高額所得者

となります。 

 次に、新旧対照表では１ページの一番下から２ページ上段にかけてになりますが、まず家賃算定

算出式の各係数については規則で定めることを明記いたします。次に、近傍同種の家賃の算定方法

を規定で定めることを明記してございます。 

 説明書では２ページになります。第23条の一部改正では、高額所得者の認定基準額について国の

法令を参照することとしているものを条例に明記する改正です。国の法令で定める金額と変更あり

ません。31万3,000円と明記してございます。 

 第25条の一部改正では、収入超過者に対する家賃の算出方法における加算率について国の法令を

参照することとしているものを条例に明記する改正でございます。収入超過者の家賃に対する割り

増し率として１年度目から５年度目について入居者の収入の区分に応じ、それぞれの欄に定める率

を乗じた額に家賃の額を加算した額といたします。 

 条文の説明については以上でございます。 

 続いて、議案の12ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は、令和２年

４月１日から施行いたします。 

 また、経過措置として、令和元年度における第14条第３項の規定により認定された入居者の収入

の額が15万8,000円を超え20万円未満となる入居者が令和２年度以降において引き続き改正後の第

25条第２項の規定の適用を受ける場合は、同項の表、年度欄中「初年度」とあるのは「令和２年度」

といたします。 

 次に、12ページの一番下でございます。この条例改正に関する町民参加の状況ですけれども、ニ

セコ町まちづくり基本条例第54条第１項第２号に該当し、住民参加等の手続を要しないとしてござ

います。 

 議案第14号に関する提案理由の説明は以上でございます。 

 続きまして、日程第16、議案第15号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算について説明をいた

します。議案第15号の別冊、横長の議案となります。 

 それでは、議案第15号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算。 

 令和元年度ニセコ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ175万4,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ54億8,555万4,000円とする。 



 - 150 - 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年６月21日提出、ニセコ町長、片山健也。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入が２ページ、歳出を３ページに

載せてございます。 

 ４ージをごらんください。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳入を載せてございます。 

 ５ページをごらんください。今回の補正額175万4,000円の財源については、全て一般財源でござ

います。 

 説明の都合上、歳出からご説明をいたします。７ページをお開きください。７ページ、８款土木

費、７項住宅費、１目住宅管理費、19節の負担金では北海道自治体情報システム協議会負担金175万

4,000円、公営住宅の使用料の算定誤りを受けて、適正なる算定作業を進める上で必要となります公

営住宅管理システムの導入に要する費用として初期の導入費として150万円、それとシステム使用料

25万4,000円を補正計上してございます。なお、システム使用料は、システム導入の準備期間を鑑み

て半年分となってございます。 

 続いて、歳入について６ページでございます。６ページ、19款１項１目繰越金、１節前年度繰越

金において歳入歳出予算の収支均衡を図るため、175万4,000円の計上でございます。 

 議案第15号の説明は以上でございますが、本補正予算にかかわります各会計総括表及び一般会計

の歳入歳出の内訳、補正予算の枠組みにつきましては、こちらも別冊でお配りしております補正予

算の資料ナンバー４をごらんいただきたいというふうに思います。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 この際、議事の都合により午後５時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２３分 

再開 午後 ５時３８分 

 

〇議長（猪狩一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第14、議案第13号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とい

たします。 

 質疑ありませんか。 

 浜本議員。 

〇６番（浜本和彦君） 直接はこの議題とはないかもしれませんけれども、関連ですので、質問さ

せていただきます。 

 １つは、この住宅の徴収ミスによって相当の金額が出たということなのですけれども、町長の判

断として一切再徴収はしないという経緯がどうしてそこに至ったのか、その説明と、それから

2,770万円ですか、この金額に対しての補填はどうするのかが全く説明の中で出てきておりません。



 - 151 - 

その辺についてご返答いただきたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 本当に全く申しわけないことで、心からおわびを申し上げたいと思います。

このたびの収入超過基準者の考えにつきましては、21万円以上が収入超過という概念でありました

が、それが15万8,000円を超える者について収入超過ということで、どちらかというと所得、収入の

厳しい方にとっては相当つらい国の制度改正ではないかというふうに思っております。その中で、

今回の洗い出しの中でも、やっぱり15万8,000円に該当するような人が厳しい値上げといいますか、

そういうことになる。言ってみれば厳しいところに、生活が失礼ながら大変な中に新たな負担を強

いるということが多くあるということでありますので、これはきちっとした猶予、あらかじめ通知

を出した後に、その人たちがわかって、なおかつ上がるけれども、いていただく、あるいは場合に

よっては外へ、それだったらということで公営住宅外に出るという選択をされる場合もあるのかも

しれません。現在説明している中でも、とっても負担に耐えられない趣旨の話をされているという

ふうにも伺っておりまして、猶予期間、家族の話し合いや、そういった猶予もなくいきなり徴収と

いうのはやっぱり人間として人道的にも許されないというふうに考えておりまして、再徴収はしな

いということにさせていただきました。 

 そして、2,770万円に及ぶ損失については、本当に申しわけありませんが、町の入るべきお金が入

らないということで、本当に申しわけなく思っております。ただ、それを補填するというのは現状

ではできないというふうに思っておりますので、それについては考えておりません。それは、私の

責任においてご批判を受けさせていただくということにさせていただきたいと、このように考えて

いるところでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（猪狩一郎君） 浜本議員。 

〇６番（浜本和彦君） 町長の説明は、私個人としてもそうしてあげたいし、感情的にはそうであ

りますけれども、逆に見ますと一般町民、これを納めている町住に住んでいる方は逆に言えばよか

ったと思っている反面、そこに住んでいない一般個別に住んでいる方たちは一体それはどうなって

いるのだと、血税だろうと、それが努力もしない。一円でも二円でもお願いしていただくのが筋で

はないかと、これもまた私個人としても納得いく筋でありまして、金額が金額だけに、まあいいか

というような金額ではないだろうと。だから、半分でも３分の１でも、強いて言えば10分の１でも

いいから何とか努力するべきではないかというのも、一般論ですよ、ありますし、私も自分的には

そう思います。だから、そこに至ってはもっと議論して、こういう方向でいくべきという議論をす

べきであったのではないかというふうに思います。このままでいくと非常に私が知っている限りの

町民は納得いかないということになろうかと思っていますし、それが十分に説明ができるのであれ

ば、それでいいですけれども、今の状況ではとても私個人としても町民に対して説明ができる段階

ではないというふうに思っていますので、今後も含めて、町長がそういう決断をなされたのであれ

ば、町民が十分に納得いくような方向なり方策を進めてもらいたいと思うのですけれども、その辺

はいかがでしょうか。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 
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〇町長（片山健也君） 本当に申しわけないことでありまして、実際に入っている入居者の皆さん、

イメージというか、所得の高い人ではなくて相当厳しい人に今回大きな負担がかかっていくという

制度改正になっておりますので、そこはきちっとお知らせをした中でお納めをいただくというのが

筋ではないかと思っておりまして、我々のミスでありますので、そこは徴収しないことが人道上も

正しいのではないかと私は思っております。これまでも町の収入、所得のために職員ともども身を

粉にして働いてきております。相当財政収入もふやしてきたわけでありまして、そこに対して責任

をとれということであれば、今回私も辞表の提出も考えてしたところでありまして、まちづくり基

本条例に基づいてリコールするという方法もありましょうし、そこは人間として対応するのが筋で

はないかと私自身は思っております。 

 説明会等は、今やる考えはありません。公営住宅の中に収入超過者であるとか、ないとか、また

公営住宅にいることによって差別的な苦しみを受けるようなことがあってはならないというふうに

思いますので、説明会等をやって何かそういうことをやる考えは今のところありません。全て私の

責任でありますので、私が納得のいくようにご意見をいただく中で、許せないということであれば、

辞任をさせていただく、そういう覚悟で今回議会でもおわびの言葉を申させていただきましたので、

そこは人間として私の許容範囲というのはここまでだということでご理解いただければありがたい

というように思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） 斉藤議員。 

〇５番（斉藤うめ子君） 家賃の町営住宅の過少徴収については、議会でもいろんな議論しました

し、町長からも何度も何度もお話伺って、わからないわけではないというか、理解もできるのです

けれども、ただ私はたまたま手元にあるのですけれども、近隣でも一番近いところでは苫小牧市で

す。そんなに前ではなくて、ちょうどニセコ町と同じような例の事例があります。これちょっと読

み上げさせていただきたいのですけれども、あとは神奈川県の県営住宅の例なのです。それから、

もう一つありまして、やっぱり誤徴収について仙台市です。これも2016年からのことなのですけれ

ども、皆共通しているのですけれども、これについては過大に取った分と過少に取った分と両方あ

りますけれども、短いので、読み上げさせていただいていいでしょうか。何らかの、どうなるかは

別にしても参考になるかもしれないと思って、ちょっと読み上げさせていただきます。 

 2016年４月６日の日付がついています。苫小牧市は、６日、市営住宅の家賃算定に誤りがあり、

2008年から2015年度分の24世帯、８年間分なのですけれども、の家賃を計310万8,600円（利子含む）

過大に、それから2011年から2015年度の６世帯の家賃を計58万5,600円過少に徴収していたと発表し

た。家賃算定システムで職員が手入力しなければならないデータを自動入力させると勘違いしてい

たのが原因。１世帯当たりの過大徴収額は最大で115万5,300円に上った。市住宅課は、過大徴収分

の速やかな返還、それから過少徴収分は入居者と個別に相談し、分納などで追加徴収すると、こう

いうふうにあります。さきに申し上げたように、ほかの県営も、それから市営も同じように、過少

徴収した分は個別で訪問して説明した上で払っていただくという方法で回っているという内容のも

のです。 

 何よりも議会で町長のお話を聞いたり、いろいろと議論した中では、私たちはそれで納得という
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か、了解したとしても、町民の感情というか、そういうところはまだまだ難しい問題があるかなと

いうところがあります。ですから、私個人としては、大変な問題かもしれないけれども、全く町側

のミス。これは、全部市側のミスなのです。でも、徴収しているということを書いてありますので、

もうちょっと時間をとって議論してもいいのではないかと私は思っています。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 当該年度と去年ぐらいであれば補足の可能性というのは相当実は高いかと

思っておりますが、大変お恥ずかしい話で６年間にわたっておりまして、６年間のトータルで考え

ていくと、今までもらっている人、もらっていない人、ことしたまたま収入が上がったから補足さ

れる人、各年度で所得って公務員なんかの場合は一定ですけれども、住民の皆さんの中においては

絶えず変動される。給与所得も含めてそういう方が多いわけであります。その中で、その年度たま

たま該当して、現在いるから取られる、いないからという不公平はやっぱりおかしいのではないか

というふうに思っておりまして、現在のところ取る考えはないということ、本当に申しわけないこ

とだと思いますが、そういったことはちょっと無理ではないかというふうに思っております。現在

職員が行っている中でも、今決裁実は回っておりますけれども、退去、よそのまちに行かざるを得

ないというような方もおられます。実際に民間アパート自体も今高いという実情もあって、その生

活の場を奪うようなことはしたくないと。それは、私の責任においてそうするのが為政者としての

義務ではないかと現在のところ考えているところであります。詳細な中身については、担当課のほ

うでそれぞれ今ずっと回って説明して歩いているところでありますので、それらの実際の内容の話

なんかも聞きながら対話したいというふうに思っていますが、現在のところ公平でない形で取ると

いうのは相当難しいというふうに考えているところであります。 

〇議長（猪狩一郎君） 高木議員。 

〇８番（高木直良君） 今回の出来事において入居されている方には一切の責任がないと、その上

で町長が今おっしゃったように、人道上も改めてさかのぼって徴収するということについては私と

してはできないというお話でした。私もその点も理解したいと思うのです。ただ、一方で、浜本議

員からお話ありましたように、一般町民から見て、2,770万円という数字が発表されて、これが本来

収入として入るべきものが町に入ってきていないという事実ももう明らかになっているという状況

の中では、私もいろいろどういうことが考えられるか難しい問題だというふうに思っておりますけ

れども、姿勢といいますか、少しでも町民に対して町が町全体として努力しているという姿を何ら

かの形で示さなければいけないのではないかと思います。 

 それは、額がそこにぴったりいくかどうかは別として、例えばいろいろ支出があるわけですけれ

ども、それに対してこれこれについては一定の努力の中で削ったとか、そういうものが何か見える

ような、そういうものが町としては必要なのではないのかなというふうに思います。それは何かと

いうのは、私は今具体的にはちょっと思いつかない部分があるのですけれども、いろんな歳出の中

で努力によってこの部分は削減できたとか、そういうものが、あるいはそういう努力を今後するの

だということもあわせて示していかないと、どうしても町民の間にももやもやしたものが残る可能
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性があります。あるいは、それに対して同様に議会に対してもそういう思いは残るというふうに思

います。そういう意味で、難しい問題だとは思いますけれども、何らかの町民から見て町も努力を

しているなというものが示せるものを何とか工夫していただけないかなというふうに私は思いま

す。 

 以上です。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 重ねて本当に申しわけなく、おわびを申し上げたいと思います。 

 今浜本議員さん、高木さん初めご意見賜りまして、どういった方策で財源補填、あるいはこうい

ったものに対して説明できるかという点について知恵を絞って少しみんなで議論しながら、いま一

度責任の重さを見直しながら、皆さんにまたこういうことで少しこういう改善が見られたであると

か、そういう面の説明をする機会を持たせていただきたいというふうに思いますので、またよろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

〇議長（猪狩一郎君） 木下議員。 

〇２番（木下裕三君） 町長のお話は、非常によく個人的にもわかります。今同僚議員が重ねてい

ろいろと皆さんおっしゃっていたこと、一般町民の方々の納得度合いというか、そういったものは

なかなか今のままだと得られづらいのではないかなというのも正直なところで、町長のほうから何

ができるかということを再度いろいろと考えていきたいというふうなご発言かと思うのですけれど

も、僕のほうからちょっと申し上げたいのは何点かあるのですが、さかのぼって徴収するというこ

とは、やはり僕もそこの点に関しては難しいのではないかなというのは個人的にも思っております。

ただ、３月に先ほどの判明したと、いろいろ調査して今やっと細かな状況がわかったと、数字も確

定したということだったのですが、であるならば、準備ができ次第すぐ新たな式で徴収を開始する

という努力をされてもよかったのではないかなというのはやはり思うところです。経過措置という

ことで、それも重々僕もよくわかります。経過措置で来年４月からということも重々わかるのです

が、わかった上で、先ほどからおっしゃっているような一般住民の方からしたら、わかっているの

だったらすぐに始めるべきではないかと、取るべきではないかというのもやはり僕も正論だという

ふうに思っております。この点に対して、そういった意味では４月１日からというふうにスタート

するというような決意を町長のほうではされていたと思うのですけれども、ただ改めてそこの点に

関してもう少し、町長の中での判断の経緯というか、それをちょっと伺いたいなというのが１点。 

 それとあと、説明会はやらないというふうに先ほどおっしゃっていたのですが、ただこういう状

況で新聞報道にも出ました。いろいろと町民の方々、今回の件非常に皆さん注視していらっしゃる。

これはやっぱり一定の説明責任があるのではないかなというふうに思っています。これを何らかの

形で順次説明していく必要があるのではないかなと思うのですが、その点いかがか伺いたいと思い

ます。 

〇議長（猪狩一郎君） 片山町長。 

〇町長（片山健也君） 今木下議員さん初め、皆さん方向としては同じようなお考えで言われてい

るというふうに理解しておりまして、その辺の事後の善後策といいますか、今後の方策、説明責任
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のこともおっしゃいました。私ども一切とにかく隠さないということで、今回も全部洗いざらい出

すということで、これは今までも一貫してそういう姿勢でやってきたつもりでありまして、そうい

う面では事実を包み隠さず出していくと、そのことによって責任をとっていこうというふうに思っ

ておりますので、そういった前提の中でどういったことができるか、ちょっと知恵を絞ってみたい

というように思います。その点ちょっと時間的な猶予を賜れば大変ありがたいというふうに思って

おりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第13号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を採決しま

す。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第15、議案第14号 ニセコ町町営住宅条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 
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 これより議案第14号 ニセコ町営住宅条例の一部を改正する条例の件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第16、議案第15号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算の件を議題とします。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより議案第15号 令和元年度ニセコ町一般会計補正予算の件を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第１７ 意見案第１号 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第17、意見案第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の件を

議題とします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 篠原正男君。 

〇１番（篠原正男君） 本件は、北海道知事が支部長を務める全国過疎地域自立促進連盟北海道支

部の要請に基づき、私篠原が提出者となり、木下議員、斉藤議員、高木議員、青羽議員が賛成者と

なって、内閣総理大臣ほか関係大臣に対して地方自治法第99条の規定に基づく意見書を提出しよう

とするものです。 

 それでは、意見書の趣旨をもって説明にかえさせていただきます。 

 意見案第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書。 

 過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、４次にわたる特別措置法の
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制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興な

ど一定の成果を上げたところであります。ニセコ町も多くの事業でその支援を活用してまいりまし

た。過疎地域は、我が国の国土の過半数を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域

であり、都市に対する食料、水、エネルギーの供給、国土、自然環境の保全、癒しの場の提供、災

害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしております。過疎地域が果たしてい

るこのような多面的、広域的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えら

れてきたものであります。現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和３年３月末をもって失効す

ることになりますが、過疎地域が果たしているこのような機能を今後とも維持していくためには引

き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立、

推進することが重要であります。過疎地域がそこに住み続ける住民にとって安心、安全に暮らせる

地域として健全に維持されることは、同時に都市をも含めた国民全体の安心、安全な生活に寄与す

るものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実させることが必要であります。 

 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望するため、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出するものであります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより意見案第１号の質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより意見案第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の件を採決します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎日程第１８ 議員派遣の件について 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第18、議員派遣の件についての件を議題とします。 
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 お諮りします。議員派遣の件は、お手元に配付したとおり派遣することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件は、お手元に配付したとおり派遣することに決しました。 

 

      ◎日程第１９ 閉会中の継続調査の申し出について 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第19、閉会中の継続調査の申し出についての件を議題とします。 

 議会運営委員長より、お手元に配付したとおり会議規則第74条の規定により閉会中の継続調査の

申し出があります。 

 お諮りします。議会運営委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決しました。 

 

      ◎日程第２０ 閉会中の継続審査の申し出について 

〇議長（猪狩一郎君） 日程第20、閉会中の継続審査の申し出についての件を議題とします。 

 産業建設常任委員長より、お手元に配付したとおり会議規則第74条の規定により閉会中の継続審

査の申し出があります。 

 お諮りします。産業建設常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 

 

      ◎日程追加の議決 

〇議長（猪狩一郎君） 先ほど木下裕三議員から意見案第２号 日米貿易協定交渉から日本の農業

・農村を守る意見書の件が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、追加日程として議題にしたいと思います。 

 意見案第２号について日程に追加し、追加日程第21として議題にすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、意見案第２号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 

      ◎日程第２１ 意見案第２号 
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〇議長（猪狩一郎君） 日程第21、意見案第２号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る

意見書の件を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 木下裕三君。 

〇２番（木下裕三君） 本件は、議員各位のご理解をいただき採択されました陳情第１号の意見書

です。私木下が提出者となり、各産業建設常任委員が賛成者となって、衆参議院議長、内閣総理大

臣ほか関係大臣に対して地方自治法第99条の規定に基づく意見書を提出しようとするものです。 

 それでは、意見書の趣旨をもって説明にかえさせていただきます。 

 意見案第２号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書。 

 日米貿易協定交渉が進められている。共同声明に沿って交渉するとしながらも、米国内では農業

分野での先行妥結を求める声とともに、ＴＰＰを上回る関税撤廃、削減や輸入枠拡大を求める業界

団体からの圧力が高まっている。既にＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡ協定発効によって牛肉やチーズ

など農産品が前年より輸入増加する状況のもと、このまま米国の強硬な要求に屈すれば、日本の農

業及び関連産業や地域経済、社会が甚大な影響をこうむることになり、我が国の食料主権を形骸化

し、国内農業、農村の崩壊につながる危険性がある。自動車などの対米輸出のため、国民の命の源

である自国の農産物を代償として差し出すことは断じて許されないことだ。安全、安心な食料を安

定的に国民に供給するためにも、関係機関をして日米貿易協定交渉に当たり、我が国の食料主権及

び食料安全保障が守られるよう要望する。 

 よって、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。 

 よろしくご審議お願いします。 

〇議長（猪狩一郎君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより意見案第２号の質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより意見案第２号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書の件を採決します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

      ◎特別委員会設置について 

〇議長（猪狩一郎君） ここで、議長から公営住宅使用料の算定誤りに関する調査特別委員会の設

置の件を議題としたいと思います。 

 お諮りします。公営住宅使用料の算定誤りに関する件につきましては、６月14日の行政報告及び

６月17日の議員協議会において報告を受けたところでありますが、今後議会として公営住宅使用料

の算定誤りに関する調査を行う必要があるため、議長を除く議員全員で構成する公営住宅使用料の

算定誤りに関する調査特別委員会を設置し、閉会中でも調査できるものとし、期間は調査終了まで

としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、公営住宅使用料の算定誤りに関する調査を行うため、議長を除く議員全員で構成する公

営住宅使用料の算定誤りに関する調査特別委員会を設置し、閉会中でも調査できるものとし、期間

は調査終了までとして決定しました。 

 

      ◎閉会の宣告 

〇議長（猪狩一郎君） 以上をもって今期定例会の会議に付議された事件は全て議了しました。 

 これにて令和元年第５回ニセコ町議会定例会を閉会します。 

 長時間ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ６時１４分 
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